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はじめに 

本事業は、厚⽣労働省の委託事業として、製造分野における請負事業主及び発注者による請負事業適正

化・雇用管理改善が図られるよう支援することを趣旨に実施されています。2021年度は、新型コロナウイル

ス感染症の拡⼤が世界的にも、国内においても収束をみせず、様々な分野に大きな影響を及ぼした年度とな

りましたが、本事業として、製造請負優良適正事業者認定制度の運営、製造請負事業の適正化・雇用管理改

善等に関する相談支援、請負事業主・発注者に対する請負実態把握調査等を実施しました。 

コロナ禍の中、特に製造請負優良適正事業者認定制度の運営においては、安全を第一優先として、受審事

業者、審査員等、関係各位の新型コロナウイルス感染予防の観点から、リモートによる認定を含め、審査を

実施しました。請負実態把握調査については、製造業に限らず、請負事業全体の実態、課題把握のため、新

たに情報通信、技術開発分野を対象とした調査を⾏いました。 

これまでの雇用情勢は、構造的労働人口の減少を背景に、企業の活発な事業活動と相まってかつてないほ

どの人手不足が続いてきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡⼤により、多くの企業が⽣産の停⽌や減

産など、事業活動の縮⼩を余儀なくされ、雇用への深刻な影響が懸念されます。 

企業の事業活動は、生産調整・雇用調整など⾮常に厳しい経営環境にあり、労働・雇用に係わる法令への

事業者の適正な対応がこれまで以上に求められます。今後とも、請負事業適正化と雇⽤管理改善の取り組み

を支援する活動のさらなる充実が必要であり、より一層重要なものとなります。 

 

最後に、今年度も請負事業者及び発注者、関係方々から、本事業への多⼤なるご協⼒をいただきました。 

⼼より感謝申し上げます。 

 

2022年3⽉ 

 

株式会社エスアイ総合研究所 
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第１章 事業の概要 

 

１．事業の背景・目的 

 

製造業の請負事業については、いわゆる偽装請負の問題をはじめとする労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下、「労働者派遣法」という）等の労

働関係法令違反、労働条件や処遇の改善の必要性、これらの職場で働く労働者のキャリアパス

が明らかでない等、様々な問題点が指摘されていることに加え、出⼊国管理及び難⺠認定法及

び法務省設置法の⼀部を改正する法律（平成 30 年法律第 102号）に基づく、在留資格「特定技

能１号」「特定技能２号」の創設に伴い、製造請負現場においても外国⼈労働者の増加が⾒込ま

れ、これらへの対応が喫緊の課題となっている。また、派遣事業から請負事業に転換する新規

参⼊事業者等についても適正な請負事業の実施がなされることが求められている。 

本事業は、これらの問題・課題の改善のため、請負事業主および発注者による請負事業適正

化・雇用管理改善が図られるよう支援を実施するものである。 

 

 

２．事業の内容・⽅法 

 

２-１.製造請負事業者に対する優良認定の実施 

 

製造請負事業の適正化を目的とし、企業における経営⽅針や請負事業労働者に対する職業能

⼒開発、労働者保護などに関する取組みを優良・適正に実施する請負事業主に対して、製造請負

優良適正事業者として認定する制度を実施する。 

l 事業運営の円滑かつ積極的な推進を図るため、製造請負事業改善推進協議会（以下、協議会

という）を設置・開催する。協議会は、製造請負事業における事業主や労働者の問題点を把

握し、必要な改善策について議論を⾏うとともに、委託者に対する請負事業主及び発注者に

よる請負事業適正化・雇用管理改善のための提⾔を行うこと等の他、認定基準の問題点、課

題等を把握し、必要に応じて、認定基準の⾒直しや制度運営の見直しを行い、また、受託者

ホームページとは別に専用のホームページを開設し、請負事業適正化・雇用管理改善推進事

業、認定制度の紹介、認定基準、優良認定事業者の紹介、電話相談窓口等を掲載し、広く周

知する。 

● 製造請負優良適正事業者の認定を適正に実施するための機関として認証委員会を設置・開

催する。認証委員会は、優良認定申請者に対し適正請負事業認定基準（以下、認定基準とい

う）に沿って審査を行う機関（以下、指定審査機関という）の認定(指定)を行うとともに、

指定審査機関に対する指導・管理及び指定審査機関からの優良認定申請における審査結果

の認証を行う。また、認定業務、指定審査機関業務等の⼿続き等に係る検討、見直しを行う。 
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● 優良認定事業者における好事例集を作成し、製造請負事業者に幅広く配布して情報提供を

行うなど、優良認定制度のより効果的な普及・啓発を推進する。 

● 製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む請負事業主及び発注者が

講ずべき措置に関するガイドラインの説明や優良認定制度のより効果的な普及・啓発、好事

例集による事例紹介など、請負事業適正化・雇用管理改善のためのセミナーを開催する。 

 

 

２-２.請負事業主、発注者及び請負労働者における実態把握 

 

請負事業主、発注者及び請負労働者が抱えている問題を把握するとともに助言を行うことや、

優良認定事業者を増やしていくために必要な相談⽀援を行うことを目的に実施する。 

 

● 請負事業主、発注者の取組みや抱えている課題及び請負事業の適正化・雇⽤管理改善を図

るための助言等を行うため、電話相談支援を実施する。電話相談⽀援による対応の満足度

は９０％以上とし、受電ごとに相談内容の記録（以下、相談記録という）を行い、月毎の

相談記録を委託者に提出する。また、実施した相談（相談記録）のうち、代表的な内容等

について Q&A等として取りまとめ、協議会ホームページに掲載する。相談実施者は、労働

関係法令（厚⽣労働省指針に関連する法律）に基づく請負事業主、発注者及び請負労働者

（以下、相談者という）からの質問に対応できる経験者を配置する、または配置が困難な

場合は相談者からの質問対応できる体制を別途整える。なお、訪問による相談を実施した

場合は、助言等に基づき行った対応内容等について、原則として改善事例等としてとりま

とめ、協議会ホームページに掲載する。 

● 請負事業主、発注者を対象に、製造業に限らず、業界の実態を把握するための調査を実施

する。調査項目・時期は委託者と協議する。調査結果は、とりまとめた上で協議会及び委

託者に報告・提出する。 
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第２章 製造請負事業者に対する優良認定の実施 

 

１．製造請負優良適正事業者認定制度の概要 

 

１-１.制度の⽬的 

 

「製造請負優良適正事業者認定制度」（以下「認定制度」という。）は、請負事業に関わる法令

を遵守している請負事業者のうち、雇用管理の改善と請負体制の充実を実現している事業者を、

優良かつ適正な請負事業を⾏っている事業者として認定する制度である。 

認定制度は、「請負ガイドライン」に即した適正な製造請負事業を運営していくうえで、発注者

の事業所（または工場）、あるいは、製造請負事業者の⾃社工場内における業務遂⾏にあたって

必要とされる事業体制やルール等を定め、所定の審査方法・審査基準によって、その基準を満た

している事業者かどうかを判定し、適正かつ優良と判定された請負事業者を、「優良適正事業者」

として認定するものである。 

認定制度を創設する目的は、優良・適正な請負事業者を認定し、公表することによって、 

(１)製造請負事業の適正化と雇⽤管理改善の推進 

(２)製造請負業界の市場競争の健全化 

を実現し、労働者の雇用管理（評価・育成・処遇等）の向上、および発注者（製造事業者）の製

造業務の長期的な質的改善につなげることである。 

 

（１）製造請負事業の適正化と雇⽤管理改善の推進 

 

定制度は、認定を希望する請負事業者を、認定の可否という形で単に選別することを目指すも

のではない。 

製造請負事業改善推進協議会では、製造請負事業の適正化と雇⽤管理改善を実現に資するた

め、平成 19年度から平成 20 年度にかけて、適正な「請負モデル事業の実施と事例収集」を行っ

てきた。 

しかし、請負事業の適正化と雇⽤管理改善を推進していくためには、各請負事業者が、それに向

けた何らかの目標を持ち、その目標に向かって切磋琢磨し、さらに、業界団体等を通じて業界全

体でその目標達成を支援していくことが必要である。 

そのため、平成 22 年度より本格的に運用を開始した認定制度では、製造業務請負の適正化と雇

⽤管理改善を推進する請負事業者が目標とすべき基準を審査基準として設定された。事業運営

は学識者・発注者・請負事業主から構成される「製造請負事業改善推進協議会」が担当し、「認

証委員会」は実際に優良適正事業者の審査・認定を担う「指定審査機関」の公募・指定・管理・

指導、及び指定審査機関の優良適正事業者の認定の認証等を担当した。また、平成 28年度は認

定制度の審査基準を見直し、現在の製造請負事業に求められる審査基準へと改定したほか、審査
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に取り組む事業者の参考となる資料を公開した（審査時の説明事項やエビデンス例の資料等）。 

このように、認定制度は単に認定の可否を決定することにとどまるものではなく、製造請負事業

の適正化と雇用管理改善に向けた、各事業者の自主的な改善と、業界全体による支援を意図した

制度としての構想に基づいている。 

 

（２）製造請負業界における市場競争の健全化 

 

請負・派遣事業者にとって、製造業務の業務請負は、同業務への労働者派遣に比べ、多くのコ

ストがかかる事業である。 

例えば、業務請負では、労働者派遣と異なり、請負事業者が労働者に対する指揮命令を⾏わな

ければならない。そのため、製造工程の作業に従事する労働者のほかに、労務管理や業務管理を

行う従業員を請負現場に配置しなければならず、その分、労働者派遣よりも多くの人件費を必要

とする。 

また、業務請負の場合、原則として業務に要する設備は、事業者⾃らが保有する必要があり、

発注者の設備を使⽤する場合は、相応の賃借料を⽀払わなければならない。このように、法的に

適正な形で行う業務請負は、労働者派遣に比べてコストのかかる事業であり、労働者派遣よりも

⾼額のサービス価格（製品単価）を設定しなければ、請負事業者は採算性を確保できない。 

一方、実質的に労働者派遣の形で事業を⾏っているにもかかわらず、契約上は業務請負として

いる、いわゆる「偽装請負」の場合、事業にかかるコストを労働者派遣と同等の⽔準に抑え、サ

ービス価格を低い⽔準に設定することが（違法行為ではあるが）可能である。 

このような偽装請負が発覚せずに放置されている場合、製造業務請負の市場では、不適正なダ

ンピングが⾏われるおそれがある。 

また、このような不健全なダンピング的競争が⾏われた結果、偽装請負を⾏っている事業者が価

格競争⼒を有してしまい、適正かつ優良な請負事業を展開している事業者が競争に敗れ、市場か

ら駆逐されてしまう可能性がある。このような不健全な競争を放置することは、わが国の経済社

会にとって、経済的厚⽣および倫理的な面で負の影響をもたらすと考えられる。 

さらに、法令で定められている⽔準にとどまらず、安全衛生、従業員の雇用継続、能力開発、

処遇改善といった、雇用管理の改善に関わる施策を充実化し、推進することは、労働者にとって

の厚⽣を高めるとともに、⻑期的には、発注者である製造事業者のものづくりの質的改善に寄与

すると考えられる。 

しかし、これらの雇用管理改善の施策も、実施するためにはコストがかかるものである。よっ

て、こうした雇⽤管理改善に取り組んでいない請負事業者が価格競争において優位に立ち、雇用

管理の改善を推進している請負事業者が市場でのシェアを下げ、さらには市場からの退出へと

追い込まれる可能性もある。 

このような状況に陥ることが、市場競争における社会的公正、企業の社会的責任、そして労働

者保護の観点から望ましくないことであることは言うまでもない。 
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国境を越えたコスト競争と、経済情勢の改善が続く傾向にある中で、発注者は、通常のサプライ

ヤー（部品事業者）と同様に製造請負事業者に対して低価格でのサービス提供を求めることが多

い。 

こうした状況では、法的に不適正な形で偽装請負を行う事業者、あるいは劣悪な雇⽤管理状況

のまま業務請負（または偽装請負）を行う事業者といった、いわゆる「悪質業者」が価格競争⼒
を有し、適正かつ優良な請負事業者の利益を押し下げ、さらには経営破綻に追い込んでしまう恐

れすらある。 

偽装請負という違法⾏為を行う事業者を放置しておくことが、許容されるべきことではない

のは当然である。 

また、劣悪な雇用管理を行う請負事業者が増加していくことは、製造請負の現場で働く労働者

の経済的厚生にとって損失であり、雇用不安、低賃金、労災の頻発と不適切な対応といった労働

問題を増幅させるのみならず、請負労働者の技能不足や離職率の⾼さに起因する生産性の低下

といった形で、製造請負サービスの利用者である発注者の競争力を引き下げる可能性もある。 

認定制度が優良適正事業者として認定する事業者は、発注者にとっては、コンプライアンスリ

スクや生産性リスクの低い事業者でもある。 

それゆえ、認定制度の取得事業者の拡大により、市場における優良・適正な事業者の認知度を

高め、発注者が、本認定の取得を請負事業者の選別基準として用いるようになるという、市場競

争の健全化が期待される。 

 

１-２.認定制度が基にする考え方 

 

認定制度は、以下５つの考え⽅に基づいて設計されている。 

 

（１）審査項⽬および審査基準のガイドラインへの準拠 

本制度の目的は、請負ガイドラインに沿った業務請負の適正化と雇用管理の改善を実現するこ

とにある。 

よって、審査基準および審査項目は請負ガイドラインで定める内容・⽔準に基づいて設定してい

る。 

 

（２）法令遵守を前提とした審査 

本制度の目的は遵法事業者と違法事業者を選別することではないので、認定審査を申請する事

業者が法令を遵守して事業を展開していることを前提として審査を行う。ただし、請負ガイドラ

インで定めている法令遵守の項目については、製造業務請負の適正化を推進するうえで大きな

課題であることから本制度においても改めて審査の対象とする。 

 

（３）認定制度と法令の関係 
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本制度は請負ガイドラインに準拠しているため、審査項目は、労働関係法令や告⽰37 号（「労働

者派遣事業と請負により⾏われる事業との区分に関する基準を定める告⽰」昭和 61 年労働省告

示 37 号）の定めよりも、（特に雇用管理の改善の部分に関して）幅広い範囲にわたっている。た

だし、法令の遵守状況そのものを審査する制度ではないため、本制度による認定は、当該事業者

があらゆる法令を遵守していることを保証するものではない。 

 

（４）業務請負の適正化および雇用管理の改善を推進する能⼒を有する事業者の認定本制度は、

申請事業者が、ガイドラインに即した製造業務請負を実施しうる能⼒を有する事業者であるか

否かを審査することを⽬的としている。 

それゆえ本制度では、各事業者が契約するすべての請負事業所について認定基準を満たした業

務請負を展開しているか否かを審査するのではなく、各申請事業者につき、本社およびサンプリ

ングした請負事業所（原則として２事業所）の状況を審査し、適正かつ優良な製造業務請負を展

開しうる請負事業者か否かを判断するものである。 

 

（５）事業規模を問わず取得可能な制度 

⼈事制度や能力開発制度など、雇⽤管理の改善に関わる施策の展開においては、⼀般的に事業規

模が⼤きく、強い財務体力を有する事業者が有利であると思われる。よって本制度の審査基準は、

⼤規模事業者のみを優遇するものとならないよう、審査においては、事業規模に応じた諸施策の

設計と運用がなされているかどうかを判断するものとする。 

ただし、事業展開により⼗分な利益を創出していない事業者や、⼀定程度の内部留保を有してい

ない事業者は、そもそも事業として成⽴していない可能性、あるいは、取引先での⼈員削減が⾏
われた際に、請負労働者に対する解雇予告⼿当の⽀払、休業補償およびその他の雇⽤維持のため

の施策が⾏えない可能性がある。 

よって本制度では、製造請負事業の継続が可能であると認められる程度の、健全な財務体質であ

ることを審査基準の 1つとしている。 

 

１-３.認定制度の認定・審査⽅法等 

 

（１）認定制度実施の⽅法 

 

①認定の対象と単位 

認定対象は、製造請負事業者である。ここでいう製造請負事業とは、物の製造業務を「請負っ

た業務」とし、発注者の事業所内（主に⼯場構内）で請負業務に従事する事業を意味する。 

認定の単位は事業者単位（企業単位）とした。実際には、同じ請負事業者であっても、適正かつ

優良な業務請負が⾏われているかどうかは、個々の請負事業所によって異なることが多い。その

ため、事業者単位（企業単位）ではなく事業所単位での認定とすることも考えられる。 
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しかし、本制度は、個々の請負事業所において優良かつ適正な請負が⾏われているか否かを判定

することではなく、請負事業者が優良かつ適正な製造請負事業を展開しうる企業能⼒を有して

いるか否かを判定することを目的としている。 

よって、制度の趣旨に従い、事業者単位の認定とすることとされている。事業者の能力を認定単

位とすることの意義は以下のとおりである。 

発注者の需要の変動に対応するための策として活用されるという性質上、請負事業所であっ

ても頻繁な改廃が⾏われる傾向にある。そのため、請負事業所単位で認定をしても、認定後まも

なく事業所が廃⽌になることによって、認定が実効性を持たない不安定なものになる事例が少

なからず生ずるおそれがある。 

したがって、個々の事業所での運⽤状況を審査して、優良・適正な業務請負を実施している事業

所かどうかを判断するよりも、本社および代表的な事業所の状況を審査し、会社全体として優

良・適正な請負事業を展開できる事業者であるか否かを判断する事業者単位での認定のほうが

望ましいと考えられ、認定単位は事業者単位とされている。 

 

②審査基準 

遵法経営していることを前提に、「経営方針」、「ものづくり力」、「ひとづくり力」、「労働者保

護」の 4つの要素ごとに審査項目が設定される。 

これらの 4 要素は、請負ガイドラインの内容に準拠したものである。審査基準の考え方および

具体的な内容については後述する。 

 

③審査⽅法 

審査は、書類審査（一次審査）と現地審査（二次審査）、および最終審査で構成する。書類審

査は現地審査の対象となる事業者を選別するための、提出書類による審査である。現地審査は、

指定審査機関の審査員が事業者を訪問して行う審査であり、本社を訪問して行う本社審査と、申

請事業者が指定した１事業所および審査機関が指定した１事業所の計２か所の請負事業所を訪

問して行う事業所審査で構成される。 

なお、平成 26年度に現地審査の規定が一部変更された。審査対象となる請負事業所は、原則と

して「発注者の異なる２か所の請負事業所」とするが、特段の事情がある場合は 1か所も可とな

った。さらに、令和 2 年度の改定により、特段の事情のうち、やむを得ない事情について、誰が

判断するのかが明確にされ、また、やむを得ない事情とはどのような内容かが例⽰された。 

 

〈特段の事情とは〉 

・請負事業所が 1か所しか契約していない。 

・発注者による機密保持の要請や自然災害・事故の影響など、審査機関がやむを得ない事情があ

ると判断した場合。 
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最終審査は、現地審査（二次審査）の審査結果に基づき、指定審査機関の審査会での審議によ

り行う。指定審査機関は審査結果報告を認証委員会へ報告する。認証委員会は審査結果報告を基

に「審査品質の検証」を行い、フィードバックされた審査疑義内容を確認、最終的な審査結果品

質の合否判定（認証の可否）を行う。なお、各審査における具体的な審査⽅法については後述す

る。 

 

④認定の有効期間 

認定の有効期間は、認定を取得した日から 3年間とする。有効期間が満了した事業者に対して

は、認定の更新審査を行う。（更新審査に関する規程は新規審査と同様である。） 

 

⑤運営機関 

認定制度の管理・運営は、製造請負事業改善推進協議会にて行う。 

ただし、当協議会は本事業の終了とともに解散となるため、本事業の終了後は、認定制度の新た

な運営機関を定める必要がある。 

 

⑥指定審査機関 

運営機関とは別に、製造請負事業改善推進協議会の外部機関として設置された認証委員会が、

認定のための審査を行う団体を公募し、公募書類に基づき審査し、指定審査機関として指定、指

定審査機関が認定を行う。 

平成 24年度から、認定審査を行う事業者指定審査機関を製造請負改善推進協議会が公募し、

公募に基づき認証委員会が指定した審査機関が審査および認定を行うことになったが、平成 29

年度からは、公募も認証委員会が行うこととなった。 

 

⑦申請要件 

認定制度は、一事業者としての法令遵守の状況、および製造請負事業における法令遵守の状況

を審査することを主たる目的とするものではなく、法令の趣旨に沿った制度の運用および雇用

管理の改善、ならびに、製造請負サービスの質的改善の実施能⼒および実施状況の審査を主たる

目的としている。 

そのため、受審事業者（認定の審査を受ける事業者）が法令を遵守しているか否かを逐⼀審査す

るのではなく、受審事業者が法令を遵守していることを前提として、認定制度が本来求めている

基準に関して審査することを想定している。 

 

認定制度では、認定事業者⽋格条項を定めている。次のいずれかに該当する事業者（実務的に

同一とみなすべき事業者を含む）は、認定を受けることができない。これら全てに該当しないこ

とが認定のために必要な必須要件であり、申請時の必須要件ともなる。 

・申請時に、労働者派遣法第６条（許可の欠格事由）に該当する場合・直近事業年度におい
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て、税⾦の滞納がある場合 

・直近事業年度において、社会保険料及び労働者保険料の滞納がある場合・過去 3 年間におい

て、労働者派遣法及び職業安定法による業務改善命令、または事業停⽌命令を受けている事業

者・労働者派遣事業の許可を受けている事業所が許可取消し処分を受け、その決定もしくは処

分を受けたことに対し、改善報告が受理された日から起算して 3年を経過していない場合 

 

⑧認定の更新審査 

有効期間が満了した事業者が行う更新申請および審査⼿続きは、新規に「優良適正事業者」と

して認定申請を行う際の手続き、および審査方法、審査基準等と同じにする。 

 

（２）審査プロセスの概要 

 

認定審査は、次のプロセスで行う。 

①申請書類の提出 

受審事業者が、指定審査機関に申請書類を提出する。 

 

②書類審査 

指定審査機関において、申請書類に不備がないかどうかを確認し、先に述べた４つの申請要件

の充足状況確認を行う。この書類審査がいわゆる一次審査に該当する。この段階にて、指定審査

機関は現地審査の対象事業所を決定し、申請事業者に対し、自主点検表を送付する。申請事業者

は、自主点検表を作成して提出した後、現地審査の日程調整に入る。 

 

③現地審査 

指定審査機関が選定した審査員が、受審事業者の本社および請負事業所を訪問し、「経営⽅針」、
「ものづくり⼒」、「ひとづくり⼒」、「労働者保護」の４カテゴリで構成される審査基準に基づい

て審査を行う。現地審査は、書類審査（⼀次審査）と最終審査の間の⼆次審査として位置づけら

れるものである。 

 

④審査結果の合否判定 

指定審査機関は、審査会議において、受審事業者の審査結果の合否判定を行う。 

 

⑤認証委員会への審査結果報告 

指定審査機関は審査結果報告を認証委員会へ報告する。 

認証委員会は審査結果報告を基に「審査品質の検証」を行い、最終的な審査結果の認証を行う。 

 

⑥フィードバック 
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受審事業者において、請負事業の運営体制の強化、問題点の対策等を行い、さらなる請負事業

の適正化・雇用管理の改善を進めるために、指定審査機関は、審査において判明した改善すべき

事項を受審事業者へフィードバックする。フィードバック内容は、指定審査機関が審査結果とと

もに事業者へ通知する。 

 

⑦指定審査機関による公表 

最終審査の結果、認定を付与することが決定した事業者に対しては、指定審査機関より認定証

を付与し、指定審査機関のウェブサイトにて事業者名（企業名）を公表する。 

 

⑧再審査 

指定審査機関は、自ら認定した事業者の審査内容に疑義を生じたとき、疑義の原因となった事

実を確認する。疑義の原因となった事実が確認された場合、認証委員会の承認を得て、事業者に

対して再審査を行う。 

 

⑨認定の取消 

認定の付与後、認定事業者が取消事由に該当した場合、指定審査機関および指定審査機関であ

った者は、認証委員会の承認を受け、認定の取り消しを行う。 

 

（３）審査における審査基準の考え方 

 

①書類審査における審査基準の考え方 

書類審査では、「申請事業者と申請要件との適合性」、「申請事業者における重⼤な法令違反の

有無」という 2 つの観点で審査を行う。具体的には、「申請書類に虚偽がないこと」、「業務改善

命令もしくは事業停⽌命令を過去３年間受けていないこと」、「財務状況が著しく悪くないこと」

の３点を満たした申請事業者を現地審査のプロセスへと進める。 

 

②現地・リモート審査における審査基準の考え⽅ 

現地審査は、「経営方針」、「ものづくり力」、「ひとづくり力」、「労働者保護」という４つの要

素に基づいて行う。 

 

「経営方針」は、請負事業者として法的に適正な請負や雇⽤管理の改善を推進していくにあた

っての全体方針であり、請負事業の展開において根幹となるものと位置づけられる。 

経営方針が、認定制度が想定する望ましい請負の実現と整合しており、かつ、当該事業者の請負

に関する諸施策やその運用状況が、経営⽅針と適合した状態で運⽤されているという、経営方針

の適切性と浸透度を求めるものである。 
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「ものづくり力」は独立した「ものづくり組織」として適格な体制を整備し、主体的なものづ

くりを行えているかどうかを審査するものである。業務請負では、業務の遂⾏における請負事業

者の独⽴性が法的に求められていることから、工程管理、指揮命令や作業計画などを、請負事業

者が主体となって行う必要がある。また、質の高いものづくりサービスを提供し、ものづくりサ

ービス企業として高い付加価値を⽣み出していくためには、請負事業者には、⽣産性の向上や改

善活動も主体的に行っていくことが求められる。 

さらに、これらの「ものづくり」の体制が整備された業務請負を展開していくためには、請負事

業者の各事業所が個別に取り組むだけでは、ノウハウや要員の⾯で不十分であることも多い。よ

って、請負の推進を支援する専⾨部署あるいは専任担当者を社内に設置し、請負推進のためのノ

ウハウの蓄積・共有は全社的な展開のための活動を積極的に⾏っていくことも求められる。 

「ひとづくり力」は「ものづくり」の担い手である⼈材の育成にかかわるものであり、「ものづ

くり力」を⽀える力として審査要素の 1つとしている。 

 

請負事業者が十分な「ものづくり力」を発揮していくためには、従業員を製造業務の個々の作

業に習熟させるだけでなく、工程管理、安全衛生管理、教育訓練、モチベーション管理、生産性

向上、改善活動などを担える人材の育成が必要である。そのためには、現場での OJT、研修制度、

⼈事評価などの能力開発施策や、能⼒開発目標としても機能するキャリアパスを設定・明示する

ことなどが請負事業者に求められる。 

 

また、多くの請負現場では、従業員（請負労働者）の定着化が課題となってきた。請負労働者

の離職率が高い職場では、技能⽔準の低さによる⽣産性の低下に加え、新⼈教育、⼊職・退職管

理の負担の増大、募集・採⽤費の⾼騰などの問題を抱えてきた。一般的に、人材を定着化させる

ためには個々人のモチベーションを向上させることが必要となるが、成⻑の実感や能力開発目

標の存在は、モチベーションを高める要因となりうる。さらに、キャリアコンサルティングを通

して労働者の自律的なキャリア形成を支援することは、製造請負事業にとって、今後、ますます

重要な役割となってくる。よって、能力開発の推進やキャリアパスの設定・明示、キャリアコン

サルティングの実施は、従業員のモチベーションを向上させ、定着化を促進し、各請負職場にお

けるものづくりサービスの質的向上につながるものと考えられる。 

 

「労働者保護」は、雇用主として当然に要求される法的義務に加え、社会的責任として要求さ

れる労働者保護も含むものであり、法令遵守と社会的責任の遂行を実現し、社会に貢献できる企

業としての基盤を有しているか否かを審査するものである。 

 

認定制度は、法令遵守の状況そのものを審査するのではなく、法令の遵守を前提としたうえで、

請負体制の充実化と雇用管理の改善を実⾏できる事業者であることを認定することを意図した

ものである。 
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しかし、製造請負業界の実態として、社会保険の加⼊対象者を未加⼊の状態に置いたり、安全

衛⽣管理体制を不⼗分な状態のまま放置したりするなど、法的義務を果たさない事業者が少な

からず存在している。これらのことは、労働者の⽣活の安定と安全を脅かすものであるとともに、

法的義務を果たさないことによって可能となる低コスト化を利⽤したダンピング的競争の発⽣
など、不公正な競争状態をもたらす要因にもなる。 

それゆえ、製造請負業界の健全化という認定制度の趣旨に照らして、社会保険加⼊や安全衛⽣管

理体制の確⽴、適切な雇⽤契約など、雇⽤主としての法的義務を遂⾏状況も審査基準に加えるこ

とにした。 

 

さらに、社会的責任として求めるものとして、請負契約の満了や中途解約時にも従業員の雇⽤
を可能な限り維持するための施策や、従業員のメンタルヘルス、安全衛⽣などの（法的に求めら

れている以上の）充実化、ワークライフバランスのための取り組みなども審査の対象とした。 

 

 

図表 1 ４つの審査要素 

 

③審査要素の観点 

 

以上の考え⽅に基づいた、各審査要素の審査基準の概要は図表 2 のとおりである。実際の審査

は、これらの基準を詳細化した審査項⽬・判定基準によって行う。 

 

図表 2 審査要素・審査基準の概要 

審査要素 対象 審査基準の概要 

１．経営方針 

(1)方針明⽰ 本社 ・法令順守・ものづくりの向上・ひとづくりの重視・職場環境の

改善等が経営⽅針として内外に明⽰されていること 

(2)周知徹底 本社・ ・朝礼時の唱和励⾏、事業所内での掲⽰等により経営⽅針が周知
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事業所 徹底されていること 

(3)⾮常時の危

機管理 

本社 ・⾮常時に労働者の安否確認を行う仕組みがあること、事業の継

続や早期復旧に向けて発注者と連絡が取れること 

(4)請負と派遣

の区分 

事業所 ・発注者から指揮命令を受けていないこと、請負労働者に対する

業務遂⾏に関する指⽰その他の管理を⾃ら行っていること 

２．ものづくり力 

(1)方針明示 本社・ 

事業所 

・専⾨組織の設置、改善活動のルール化、日々の⽣産状況・管理

状態の確認・指⽰のための体制整備等、ものづくり力向上のため

の仕組み・仕掛けが整備されていること 

(2)ものづくり

⼒の具現化 

 

本社・ 

事業所 

・請負先と共同での⽣産会議に基づく管理の徹底、事例共有によ

る改善活動などにより、請負業務の安定的な遂⾏のために、安全・

品質・納期・コストの管理（SQDC管理）等がなされていること 

・リスク管理・クレーム対応のルール化、報告体制、トラブル事

例の共有など、重⼤なトラブル・クレームへの対応と再発防⽌の

体制が整備されていること 

(3)技能資格 本社・ 

事業所 

・請負業務の遂⾏や⽣産性向上のために、作業の必要に応じて、

請負労働者に技能資格（発注者の社内資格を含む）を取得させて

いること 

(4)事業所責任

者の配置 

本社・ 

事業所 

・請負ガイドラインに定める事業所責任者を適正に配置し、発注

者に書⾯で通知していること 

(5)工程管理等

責任者の配置 

本社・ 

事業所 

・請負ガイドラインに定める工程管理等責任者を適正に配置し、

発注者に書⾯で通知していること 

３．ひとづくり力 

(1)キャリアパ

スの明⽰とキ

ャリアコンサ

ルティング 

本社・ 

事業所 

・請負労働者に、リーダーや管理者等への昇進ルートが用意さ

れ、昇進のために習得すべき技能・技術の内容等が明⽰されてい

ること 

・全社統⼀的なキャリアパスが存在し、明⽰されていることが望

ましいが、⼀部の事業所での導⼊も運⽤実態があれば可とする。 

・キャリアコンサルティングの仕組みがあること、定期的に実施

していること 

(2)職業能力開

発 

本社・ 

事業所 

・明示したキャリアパスを実現するため、計画な教育訓練の実施

や、研修受講費⽤の補助、勉強会開催の支援など、⾃発的な能⼒
開発の支援を行っていること 

(3)能力評価 本社・ 

事業所 

・全体または⼀部の請負事業所において、職務経験、技能向上、 

資格取得等を反映した適正な能⼒評価およびそのフィードバッ

クを行っていること 



 

14 
 

４．労働者保護 

(1)労働保険・

社会保険の適

用 

本社・ 

事業所 

・本制度への申請⽇直前の⽉末時点において、社会保険につい

て、適⽤対象となる社員を原則として 100％加⼊させていること 

・事業所に関する労災保険に 100％加⼊していること 

・雇⽤保険については、申請⽇直前の⽉末時点において、適⽤対

象となる社員を原則 100％加⼊させていること 

(2)雇用関係の

確保 

本社・ 

事業所 

・業務内容の詳細な説明・待遇⾯の説明を⼗分に行い、労働基準

法第 15 条および同法施⾏規則 5 条に準拠した全社統⼀の書式の

雇⽤契約書により、適切な雇⽤契約を締結していること 

・社内において雇⽤継続の体制が確⽴されていること。取引の減

少に際しても、可能な限り従業員の雇⽤継続に努められる体制が

整備されていること 

(3)個人情報の

保護体制 

本社・ 

事業所 

・個⼈情報保護⽅針を定め、社内及び社外に周知していること・

個⼈情報の利⽤⽬的の明確化、利⽤範囲・収集制限の遵守、管理・

保護体制の整備、規程・マニュアルの整備など、個⼈情報保護法

に沿った情報の管理・保護体制が整備されていること 

(4)労働安全衛

⽣の取り組み 

本社・ 

事業所 

・安全衛⽣活動に関する社内規程を整備し、安全衛⽣委員会にお

いて災害の内容の報告・再発防止策を講じていること 

・労働安全衛⽣法第 59 条に定める⼊社時安全衛⽣教育を実施し

ていること・第⼀種衛⽣管理者の資格を取得する支援体制がある

こと 

・実績として、業務災害の発⽣状況が過去 3年に著しく悪化して

いないこと・社員のメンタルヘルスへの対応を行っていること 

(5)ワークライ

フバランスへ

の配慮 

本社・ 

事業所 

・年次有給休暇や各種休暇の取得促進を行っていること 

(6)相談・苦情

処理の体制 

本社・ 

事業所 

・社員からの苦情・告発等を吸い上げる仕組みを整備し周知徹底

していること・社員からの通報・相談に対し真摯に対処し、必要

に応じて再発防⽌策を講じていること 

(7)法令の周知 本社・ 

事業所 

・労働基準法・労働者派遣法等、事業に必要とされる法令が労働

者・発注者に周知されていること 

 

（４）審査の全体像 

 

以上で概説した審査の全体像の概略を図表 3 に示した。 

書類審査は、申請書類に基づき、受審事業者の経営基盤、製造請負の事業基盤と、申請要件の充
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足状況を見るものであり、現地・ リモート審査の対象として適格な事業者であるかどうかを判

断するものである。 

現地審査は、書類審査において生じた疑義の確認、および審査基準に沿った体制が整備され、

実際の請負事業所において適切な運⽤がなされているか等について確認するために行うもので

ある。 

それゆえ現地審査では、認定に適した事業者であるかどうかを具体的な資料・事実に基づいて判

断するため、経営者および審査事項に関わる業務の担当者(当該事項の担当部⾨の代表者）のヒ

アリングや、制度・施策の内容や運⽤状況の証憑となるエビデンス資料（※後述）に基づいた審

査を行う。 

 

現地 ・リモート審査は、「本社審査」と「事業所審査」の２段階で行う。 

 

本社審査では、まずは適正・優良な請負事業を展開するための基盤である「経営方針」につい

て確認したうえで、「ものづくり力」、「ひとづくり力」、「労働者保護」のそれぞれについて、具

体的な制度・施策の内容と、運用の状況について審査をする。制度の運⽤については、本社レベ

ルで行うべき制度運⽤の PDCA管理ができているか否か、運⽤状況が適切であるか否か、各事業

所で横断的に展開できる実践性を有した制度・体制が整備されているか否かを審査の際の判断

基準とする。 

事業所審査では、申請事業者の指定した 1事業所、および審査機関が指定した１事業所、計２

か所の事業所について、特に「ものづくり力」、「ひとづくり力」、「労働者保護」に関する制度・

施策の運用状況、浸透の状況のウエイトを高くした審査を行う。この事業所審査にて、本社審査

で把握した制度・施策が実効性を伴った形で機能しているかどうかを判断するとともに、会社全

体として、優良・適正な製造業務請負の⽔平展開が可能な体制と企業能⼒を有しているか否かを

判断する。 
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図表 3 審査の全体像 

 

（５）具体的な審査方法 

 

①書類審査 

書類審査は、受審事業者から提出された申請書類に基づき、指定審査機関が選定した審査員が

行う。申請書類は、会社概要等を説明するための書類（⼀部指定様式）と、社内のコンプライア

ンス体制や製造請負事業にかかる書類等である。 

 

申請事業者に対しては、審査基準（自主点検表）（以下「自主点検表」という。）を配付し、現

地審査前に提出することを求めた。 

 

⾃主点検表とは、実際の評価項⽬の一覧を示したものであり、それぞれの評価項目で要求され

ている事項の実施状況・要件充⾜を示すエビデンス資料（審査基準の内容に関する受審事業者の

取り組み状況の証憑として、受審事業者が現地審査において審査員に提⽰する資料）の種別（書

類名称・書類以外の内容等）を記⼊する書式となっている。 

 

自主点検表への記⼊により、受審事業者が、現地審査において、エビデンス資料として自社の

どの資料を提⽰すべきかを判断でき、また、審査基準の充足状況を大まかに自己評価することが

できる。 

 

書類審査においては、受理された申請書類の記載内容等に関して、特に申請要件確認書（申請
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書類のチェックリスト）を重点審査項目とし、審査基準についての取り組み・整備状況をエビデ

ンス資料の⼀覧表と照合する等して審査を行う。なお、書類審査の際に疑義が生じた場合は、別

途必要な資料の提出を求めることがある。 

 

②現地・リモート審査 

現地・リモート審査の「本社審査」、「事業所審査」は、以下のプロセスで実施する。ただし、

申請事業者の事業規模や請負事業所の事業内容、運営状況等によって一部を変更する場合があ

る。 

 

ア.本社審査 

本社審査は、審査員が受審事業者の本社を訪問し、以下のプロセス・時間配分で行う。時間配

分は目安であり、受審事業者の状況により変更することがある。 

l 経営者ヒアリング（20〜30 分） 

審査員が、経営者へのヒアリングにより、経営⽅針および事業内容、請負事業の動向等に

ついて聞き取りをする。 

受審事業者側のヒアリング対応者は、「社⻑・代表取締役」が望ましいが、他の取締役や、

審査事項の担当部署の代表者その他の従業員等を含めることも可とする。 

l エビデンス資料の精査・担当者へのヒアリング（90〜120 分程度） 

事前に提出された⾃主点検表を基に、本社審査当日に提示されたエビデンス資料を審査員

が精査する。 

 

審査員は、書類審査において生じた疑義と、審査基準に適合した制度・施策の有無・内容・運

⽤状況について、エビデンス資料の内容にしたがって確認するとともに、審査基準に照らして想

起される課題・問題点、および疑問点について整理・確認をする。 

その後、エビデンス資料の精査にて把握された課題・問題点、疑問点について、審査員による受

審事業者へのヒアリングを行う。 

 

ヒアリング対応者としては、申請担当者、ならびに審査事項に関わる部⾨の責任者および担当

者（例：請負推進部署の長、経営企画担当部署の長、⼈事担当部署の長など）を想定している。 

 

イ.事業所審査 

現地審査は、審査員（原則として、本社審査と同じ審査員が担当）が対象となる請負事業所（発

注者工場）を訪問し、以下のプロセスで行う。 

 

1 事業所あたり 120〜150 分程度で行い、個々のプロセスに配分する時間は各事業所の状況に

応じて調節することを想定している。 
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l 担当者ヒアリング 

請負事業者の、審査対象事業所の担当者（事業所長を想定）に、事業所の概要とエビデン

ス資料の概略についてヒアリングをする。 

その際、審査に影響が及ぶおそれがあるため、発注者は審査に立ち会うことができない。 

l エビデンス資料の精査 

事前に提出された⾃主点検表に基づき、審査対象事業所の「ものづくり力」、「ひとづくり

力」、「労働者保護」に関する制度・施策の内容とその運⽤状況に関するエビデンス資料を

審査員が精査する。 

審査員は、本社審査の場合と同様に、審査基準に照らして想起される課題・問題点、およ

び疑問点について整理・確認をする。 

l エビデンス資料に関する質疑 

エビデンス資料の精査において生じた疑義について、審査員から担当者に対してヒアリン

グをする。 

l 現場視察 

審査対象事業所の担当者の同行の下、審査員が作業所内に立ち入り、実際の請負工程を視

察する。 

必要に応じて、審査員と担当者との間で質疑応答をしながら進める。審査対象事業所に複

数の請負工程が存在する場合、代表的な工程を視察対象として選定する。（また、労働者

の訓練施設・構内事務所等を視察の対象とすることも可とする。） 

l ヒアリング 

エビデンス資料の精査、現場視察を通じて生じた疑義、把握された課題・問題点について、

審査員による受審事業者へのヒアリングを行う。 
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図表 4 現地審査のプロセス 

 受審事業者対応者（例） 所要時間の目

安 

本

社

審

査 

経営者ヒアリング ・経営者 

・他の取締役等 

・審査事項の担当部署の代表者その他の従業

員等 

20〜30 分 

エビデンスの 

精査担当者ヒアリン

グ 

 

・申請担当者 

・審査事項に関わる部⾨の責任者・担当者 

（請負推進部署の長、経営企画担当部署の⻑、

⼈事担当部署の長など） 

90〜120 分 

請

負

事

業

所

審

査 

担当者ヒアリング 

 

・事業所責任者 

・工程管理・安全衛⽣管理担当の管理者・リー

ダー 

120〜150 分 

エビデンスの精査 

 

・事業所審査対応者（受審事業所の窓口）が資

料の概略を説明 

エビデンスに関する

質疑 

 

・事業所責任者 

・工程管理・安全衛生管理担当の管理者・リー

ダー・発注者の担当者等 

現場視察 ・事業所責任者 

・工程管理・安全衛⽣管理担当の管理者・リー

ダー 

ヒアリング 

（本社審査・事業所審査共

通） 

・申請担当者も交えて、全体の確認（設問のモ

レ等チェック）を行い終了 

10〜20 分 

 

（６）受審事業者の準備 

 

以上では、審査側の視点から認定制度における審査のプロセスを述べてきた。ここでは、受審

側に視点を移し、認定制度の審査を受けるにあたり、受審事業者が準備しなければならない基本

的な事項について整理をする。 

 

①申請担当者の設置 

認定の申請から認定の可否の決定に至るまでの間、指定審査機関との窓⼝となる担当者を設

置する。 

申請担当者は、認定制度の申請業務の専任者である必要はないが、指定審査機関や審査員との円
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滑・迅速な連絡・調整、および受審に関して社内（受審事業者内の本社・請負事業者関係者）と

の円滑・迅速な連絡・調整が可能な者を選任することが望ましい。 

 

②申請書類の作成と提出 

申請書類（認定の申請および書類審査に必要な書類）を作成し、運営機関に提出する。申請書

類の⼀覧は図表 5のとおりである。 

 

図表 5 申請書類⼀覧 

1．申請書類確認表 

（所定様式） 

申請に必要な書類⼀式が揃っているかどうかの確認表（揃

っていない場合は返却されることに対する同意書を兼ね

る） 

※押印等は特に必要ないが、⽂書による資料の提出が必要 

2．審査申請書 

（所定様式） 

申請事業者として、製造請負事業優良適正事業者認定の申

請を宣⾔する書類 ※代表者による捺印が必要 

3．審査申請企業 

会社概要記載書 

（所定様式） 

申請する事業者の概要を示す書類 

※申請事業者の全請負事業所（現場）の所在地と業務内容を

提出することが必要 

4．現行請負事業所 

記載表（所定様式） 

現在、製造請負を⾏っている取引事業所の⼀覧表 

 

5．自推請負事業所 

（所定様式） 

上記 4 の中から、申請事業者が現地審査の対象事業所とし

て希望する１事業所を記載した書類 

6．宣誓書 

（所定様式） 

申請書類の内容、および審査過程において提供する情報に

虚偽がないことを申請事業者が宣誓する書類 

7．登記簿謄本（抄本）等、申請

者の実在を称する公的⽂書 

申請事業者が実在しているかどうかを確認するために必要

な書類 

※登記簿謄本または記載事項証明書を取得すること 

※申請書類に添付するものは、申請前 3 か⽉以内に取得し

た正本であることが必要 

8．定款、寄付⾏為、その他これ

に準ずる規程類 

申請事業者がどのような事業形態をとっているかを示す書

類 

※定款の写しを添付 

9．直近 3期分の事業年度におけ

る貸借対照表、損益計算書 

申請事業者の経営状態を示す書類 

10．直近 1期分の事業年度にお

ける株主資本等変動計算書 

申請事業者の経営状態を示す書類 

11．預貯⾦の残⾼証明等、所有 第三者（金融機関）発行文書の信用性により、申請事業者の
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している資金の額を証明する書

類 

資⾦状況を示す書類 

12．直近事業年度における納税

申告書の写し 

申請事業者の納税がなされているかを示す書類 

 

13．直近の事業年度における法

⼈税または、所得税の納税証明

書 

第三者（税務署）発行文書の信用性により、申請事業者の納

税状況を示す書類 

14．会社案内・会社概要・営業

案内等のいずれか 

申請事業者の事業内容を示す書類 

 

 

③事業所審査対象事業所の選定 

現地審査の請負事業所審査の対象とする事業所を選定する。 

審査員が現場視察のため構内に立ち入る際には発注者の許可・協⼒が必要となるため、発注者と

連携しつつ事業所の選定を行う必要がある。 

 

④事業所審査対応者の設置 

現地審査の対応事業所が決定した後、当該事業所において、事業所審査の対応窓⼝となる担当

者を決定する。 

 

⑤⾃主点検表の作成 

本社および審査対象の請負事業所につき作成する。 

本社は申請担当者と関連部署が連携して作成し、請負事業所は各事業所の審査対応者が現場責

任者と連携して作成することを想定している。 

 

⑥エビデンス資料の準備 

現地審査の本社審査で審査員が閲覧するエビデンス資料を準備する。エビデンス資料として

は、認定制度の審査基準に基づき、審査基準で要求されている制度・施策の内容・運⽤状況を示

す証憑となる資料（書類、配付物、データ等）を準備する。 

エビデンス資料として請負事業者が準備するものは、請負事業の遂⾏・管理において⽤いてい

る資料である。これらの資料に加えて、現地審査のために新たに報告書や集計票等を作成する必

要はない。 

（エビデンス資料として準備すべき資料の例は図表 6に記載） 

 

⑦現地審査の調整 

書類選考で現地審査の受審が決定した後、審査員と現地審査の日程調整を行う。併せて、事業

所審査の現場視察の対象とする工程の決定、発注者との調整も行う。 
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図表 6 エビデンス資料の例 

審査要素 対象 エビデンス資料の例 

１．経営方針 

(1)方針明示 本社 各種理念、社訓・社是、社⻑⽅針・年度⽅針の証憑、会社案

内、営業案内、パンフレット、会社ホームページ 

(2)周知徹底 本社・ 

事業所 

社内報、社員手帳、ポスター等の掲示物、会社案内、会社ホ

ームページ 

(3)⾮常時の危機管

理 

本社 連絡網、緊急連絡システム、訓練実施計画・実施記録、対応

フロー図、覚書 

(4)請負と派遣の区

分 

事業所 請負契約・覚書、作業場のレイアウト図、機密情報の取り扱

いに関する教育資料、規定類、労務管理に関する証憑 

２．ものづくり力 

(1)活動組織 本社・ 

事業所 

事業計画書、予算書、職制組織図、業務分掌表 

(2)ものづくり⼒の

具現化 

本社・ 

事業所 

QC工程図、製品仕様書、生産計画書、生産進度・進捗理等の

証憑、作業標準書、5S活動の取り組み事例、工程・人員配置

図、品質不良・注⽂変更への対応に関する証憑 

(3)技能資格 本社・ 

事業所 

必要資格を確認する証憑、資格取得計画書、資格者充足計画

管理表 

(4)事業所責任者 本社・ 

事業所 

事業所組織図、職務分掌表、発注者向け通知書、育成計画、

任⽤基準、教育記録 

(5)工程管理等責任

者の配置 

本社・ 

事業所 

事業所組織図、職務分掌表、発注者向け通知書、育成計画、

任用基準、教育記録 

３．ひとづくり力 

(1)キャリアパスの

明⽰とキャリアコ

ンサルティング 

本社・ 

事業所 

人事規程、資格等級表、スキルマップ、キャリアについての

周知資料、キャリアコンサルティング実施記録・面談記録、

社員手帳 

(2)職業能力開発 本社・ 

事業所 

職業能力開発の予算管理に関する証憑、社内外の資格取得の

奨励に関する証憑、組織図、職務分掌表、教育研修の実施に

関する証憑 

(3)能力評価 本社・ 

事業所 

能力評価基準、スキル⾒極め基準、個⼈別の評価シート、個

人の職業能⼒や業務経験の記録開⽰に関する証憑 

４．労働者保護 

(1)労働保険・社会

保険の適⽤ 

本社・ 

事業所 

加入手続きの手順に関する証憑、加入者管理表、社会保険台

帳、労働者への説明に関する証憑、発注者への通知様式 
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(2)雇⽤関係の確保 本社・ 

事業所 

雇用契約書、労働条件通知書、教育訓練記録、労働者の定着

化のための取り組みを示す証憑 

(3)個⼈情報の保護

体制 

本社・ 

事業所 

個⼈情報保護方針、個⼈情報保護に関する規程、個⼈情報管

理台帳、個⼈情報の取り扱いに関する教育記録 

(4)労働安全衛生の

取り組み 

本社・ 

事業所 

安全衛⽣に関する規程、安全衛生管理体制図、安全衛生委員

会議事録、リスクアセスメントに関する証憑、安全パトロー

ル記録、労災報告フロー図、労災の再発防止報告書、入社時

安全教育のテキスト、教育記録、資格取得支援体制の証憑、

健康診断実施に関する証憑、メンタルヘルス予防の取り組み

の証憑 

(5)ワークライフバ

ランスへの配慮 

本社・ 

事業所 

就業規則、社員手帳、社内掲示物、年次有給休暇の付与日数

や取得状況を通知する証憑 

(6)相談・苦情処理

の体制 

本社・ 

事業所 

就業規則、苦情処理規程、組織図、窓口の周知に関する証

憑、相談・苦情対応マニュアル、受付記録、⾯談記録 

(7)法令の周知 本社・ 

事業所 

労働基準法・労働者派遣法等の関連法令に関する労働者向け

資料、発注者向け資料 

 

  

１-４.認定証・公式認定マーク 

 

（１）認定証 

 

所定の審査により「製造請負優良適正事業者」としての審査基準を満たした企業に対して、指

定審査機関より、「製造請負優良適正事業者認定証」が公布される。認定証に記載される事項は

以下の通り。 

l タイトル︓製造請負優良適正事業者認定証 

l 公式認定マーク 

l 認定を証する本⽂ 

認定番号：「第 2020***(01)号」となる。 

※2020＝初回認定事業年度、***＝事業者届出順、（01）＝初回審査記載、（02）＝２回⽬
審査記載 

l 事業者の商号および登記上の本店所在地 

l 認定の有効期間：３年 

l 認定証公布機関：指定審査機関名 
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（２）公式認定マーク 

 

  

 

①マーク意匠の由来 

ユーザー企業に質の高い請負サービス」を提供でき、同時に働く⼈に対して「質の高い雇用機

会」を提供できる請負企業としての「良い仕事（ＧｏｏｄＪｏｂ）」の頭⽂字（ＧとＪ）で表現

した。 

 

②マークの使用許可 

優良適正事業者として認定された事業者には、マークデータの使用が許可される。 

 

２．認定制度の運営 

 

２-１.指定審査機関の指定・活動 

 

（１）指定審査機関の役割 

 

指定審査機関は、審査申請事業者に対し、審査基準（自主点検表）に沿って書類審査･現地審

査を行い、審査認定結果を認証委員会に報告、認証委員会の認証を得て、認定制度の優良適正事

業者として認定を行う。 

 

①指定審査機関の責任 

指定審査機関としての責任は、以下の２つに整理することができる。ア.指定審査機関は団体

内の管理者・関係職員・外部委託審査員等に対して、委託事業および認定制度の趣旨目的を明確

にし、理解する。 

イ.指定審査機関は、審査認定を管理・実行する本事業に関して、管理者・関係職員・外部委託

審査員等、関係するすべての人々の責任権限を明確にし、理解・共有する。 

 

②指定審査機関の品質 

指定審査機関は審査機関結果認証をするために、以下の３つに取り組む必要がある。ア.適正
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な審査認定事業を行う手段として、⽂書化した審査品質（システム）を確⽴し維持する。 

イ.審査認定事業に関するすべての⽂書及びデータを管理する⼿順を設定維持する。ウ.審査員

への評価・育成を適宜適正に行い、審査品質の維持向上に努める。 

 

（２）指定審査機関の応募資格と審査 

 

下記の応募資格を満たしている団体が指定審査機関への応募申請をすることができる。応募

資格を満たした団体の応募申請に対する審査は、認証委員会において、提出された書類等の内容

を基に、適正な組織体制および十分な審査能⼒について評価をすることで行われる。 

 

【指定審査機関の応募資格】 

①申請段階において、労働基準法・労働契約法・労働安全衛⽣法などの規定により罰⾦の刑が科

されていないこと、あるいは、罰⾦の刑が科され、その執⾏が終わり、⼜は執⾏を受けることが

なくなった日から５年を経過していること。 

 

②労働保険・厚⽣年⾦保険・全国健康保険協会管掌健康保険の未適⽤及びこれらに係る保険料の

未納がないこと。 

（申請時において直近 1 年間の保険料の未納がないこと。） 

 

③申請時において、過去３年間に①②以外の法令違反等があり、社会通念上著しく信⽤を失墜し

ており、当該業務に⽀障を来すと判断される者でないこと。 

 

④「法⼈格」を有する団体であること。 

 

⑤団体が製造関係の請負業務、（業種を問わない）労働者派遣事業、（職種を問わない）⺠営職業

紹介事業のいずれも自ら営んでいないこと。 

 

⑥債務超過の状況にないこと。 

 

（３）2021 年度の指定審査機関 

 

2021 年度の指定審査機関には、以下の団体が指定された。 

l 団体名：すばる審査評価機構株式会社 

所在地：東京都中央区京橋３－１２－４マオビル９Ｆ 

l 団体名：一般社団法人日本 BPO 協会 

所在地：東京都港区新橋４-５-１アーバン新橋ビル９F 
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（４）審査員講習会の実施と参加 

 

指定審査機関の審査員の審査能力の向上と評価の均質性を確保することを目的として、各指

定審査機関の審査員の参加を得て、審査員講習会（認証委員会主催）がオンライン（Zoom使⽤）
で実施された。参加審査員の内訳は下表のとおり。 

 

図表 7 審査員講習会審査員参加者数 

指定審査機関 合計 

すばる審査評価機構株式会社 14 名 

一般社団法⼈日本 BPO 協会 7 名 

合計 21名 

 

 

２-２.認定制度の実施について 

 

（１）認定有効期間 1 年延⻑事業者 

 

l 2020 年度更新延長事業者（20 社） 

l 2021 年度更新事業者（1 社） 

 

図表 8＜認定有効期間が 1年延長となった事業者⼀覧（19社）50音順＞ 

認定番号 認定事業者名 認定番号 事業者名 

2014003(02) 株式会社アバンセコーポレー

ション 

2011013(03) 東洋ワーク株式会社 

2011012(03) 株式会社イカイインダストリ

ィ 

2014006(02) 株式会社トーコー 

2011007(03) 

 

株式会社イカイプロダクト 2011003(03) 

 

株式会社トータルマネ

ジメントビジネス 

2011006(03) 株式会社ウィルオブ・ファク

トリー 

2017001(01) ⽇本プロパワー株式会

社 

2011011(03) 株式会社エイジェック 2011008(03) 株式会社ビーネックス

パートナーズ 

2011005(03) 株式会社エー・オー・シー 2011001(03) ビューテック株式会社 

2014005(02) 株式会社エス・エス産業 2017004(01) 株式会社プログレス 

2017002(01) 佐藤運輸倉庫株式会社 2011002(03) UTエイム株式会社 
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2011009(03) 株式会社シグマテック 2017005(01) 株式会社ワイズ関⻄ 

2014004(02) テクノレイク株式会社   

 

（２）2021 年度更新事業者 

 

l 2021 年度更新事業者（30 社） 

Ø 1 年延長申請事業者（19社）今年度有効期間満了事業者（14社） 

Ø 更新辞退事業者（3 社） 

 

図表 9＜更新事業者⼀覧（30 社）50音順＞ 

 

事業者名 有効期限 事業者名 有効期限 

株式会社アバンセコーポレーション 2024/3/31 株式会社総合プラント 2025/3/31 

株式会社イカイインダストリィ 2024/3/31 株式会社テクノスマイル 2025/3/31 

株式会社イカイコントラクト 2025/3/31 テクノレイク株式会社 2024/3/31 

株式会社イカイプロダクト 2024/3/31 東洋ワーク株式会社 2024/3/31 

株式会社ウィルオブ・ファクトリー 2024/3/31 株式会社トーコー 2024/3/31 

株式会社エイジェック 2024/3/31 株式会社トータルマネジメントビジネス 2024/3/31 

株式会社エー・オー・シー 2024/3/31 日本プロパワー株式会社 2024/3/31 

株式会社エス・エス産業 2024/3/31 株式会社ビーネックスパートナーズ 2024/3/31 

株式会社カインズサービス 2025/3/31 ビューテック株式会社 2024/3/31 

川相商事株式会社 2025/3/31 ミライク株式会社 2025/3/31 

株式会社グロップジョイ 2025/3/31 UTエイム株式会社 2024/3/31 

サンヴァーテックス株式会社 2025/3/31 株式会社ワイズ 2025/3/31 

株式会社サンキョウテクノスタッフ 2025/3/31 株式会社ワイズ関西 2024/3/31 

株式会社シグマテック 2024/3/31 株式会社ワークスタッフ 2025/3/31 

株式会社セントラルサービス 2025/3/31 株式会社ワールドインテック 2025/3/31 
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（３）2021 年度審査新規申し込み事業者 

 

l 2021 年度新規申し込み事業者（1 社） 

図表 10＜審査申し込み事業者⼀覧（1 社）50⾳順＞ 

事業者名 有効期限 事業者名 有効期限 

早川工業株式会社 2025/3/31     

 

 

２-３.認定制度の⾒直し 

 

（１）運営要領の改定 

第 1回協議会において、リモート審査への対応を可能とするため、以下について改訂を行った。 

改定内容は下表の下線部、適用は 2021 年 7 月 21日から 

改訂前 改定後 

第 4 指定審査機関 

1.指定審査機関としての一般的要求事項 

(3)審査実施能力の保持、向上 

①指定審査機関は、以下の能力・経験を有す

る審査員を現地審査時に対応できるように 3

名以上確保すること。 

 

2.指定審査機関の業務 

(1)概要 

  指定審査機関は、審査申請事業者に対し本

運営要領及び指定審査機関公募要項の定める

ところしたがって製造請負優良適正事業者の

書類審査・現地審査を行い、審査結果を認証

委員会において報告する。 

  書類審査・現地審査においては、別に定め

る審査基準に沿って、審査申請事業者から提

出される書類に基づいて審査を行う。 

 

(2)具体的な業務内容 

①審査申請事業者に対する審査認定サービ

スの案内 

 ※協議会のホームページで同時に広報 

第 4 指定審査機関 

1.指定審査機関としての一般的要求事項 

(3)審査実施能力の保持、向上 

①指定審査機関は、以下の能力・経験を有す

る審査員を現地審査又はリモート審査時に対

応できるように 3名以上確保すること。 

 

2.指定審査機関の業務 

(1)概要 

  指定審査機関は、審査申請事業者に対し本

運営要領及び指定審査機関公募要項の定める

ところしたがって製造請負優良適正事業者の

書類審査、現地審査又はリモート審査を行い、

審査結果を認証委員会において報告する。 

  書類審査、現地審査又はリモート審査にお

いては、別に定める審査基準に沿って、審査

申請事業者から提出される書類に基づいて審

査を行う。 

(2)具体的な業務内容 

①審査申請事業者に対する審査認定サービ

スの案内 

 ※協議会のホームページで同時に広報 
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②審査申請事業者からの申請受付及び書類

審査の実施 

③審査申請事業者に対する現地審査の実施 

 

※申請事業者 1 社につき、本社及び請負事業

所(製造請負現場)原則として 2拠点の審査 

   認証委員会から指示があった場合には、書

類審査・現地審査の追加審査を実施 

 

④現地審査結果を計数化し採点し、合否判定

を行う。 

 

第 5 製造請負優良適正事業者の申請、認定

等の手続き 

5.審査 

(1)指定審査機関は、次の審査を実施するもの

とする。 

 ①書類審査 

 ②本社審査(現地審査) 

 ③請負事業所審査(現地審査) 

 

申請時に稼動している請負事業所(原則、2カ

所)について、提出された自主点検表に基づい

た審査を実施する。 

 特段の事情がある場合は、請負事業所が 1カ

所でも良い。特段の事情とは、次の場合を指

す。 

l 請負事業所が 1 カ所しか契約していな

い。 

l 発注者による機密保持の要請や自然災

害・事故 の影響など、審査機関がやむを

得ない事情があると判断した場合。 

(3) 指定審査機関は、実地にて審査を行うに

あたっては、あらかじめ申請者と調整の上、

審査を実施する日時を決定しなければならな

い。 

 ②審査申請事業者からの申請受付及び書類

審査の実施 

 ③審査申請事業者に対する現地審査又はリ

モート審査の実施 

 ※申請事業者 1社につき、本社及び請負事業

所(製造請負現場)原則として 2拠点の審査 

   認証委員会から指示があった場合には、書

類審査・現地審査又はリモート審査の追加審

査を実施 

④現地審査又はリモート審査の結果を計数化

し採点し、合否判定を行う。 

 

第 5 製造請負優良適正事業者の申請、認定

等の手続き 

5.審査 

(1)指定審査機関は、次の審査を実施するもの

とする。 

 ①書類審査 

 ②本社審査(現地審査又はリモート審査) 

 ③請負事業所審査(現地審査又はリモート審

査) 

申請時に稼動している請負事業所(原則、2カ 

所)について、提出された自主点検表に基づい

た審査を実施する。 

 特段の事情がある場合は、請負事業所が 1カ

所でも良い。特段の事情とは、次の場合を指

す。 

l 請負事業所が 1カ所しか契約していない

場合。 

l 発注者による機密保持の要請や自然災

害・事故の影響など、審査機関がやむを

得ない事情があると判断した場合。 

(3) 指定審査機関は、実地又はリモートにて

審査を行うにあたっては、あらかじめ申請者

と調整の上、審査を実施する日時を決定しな

ければならない。 
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３．認定制度の周知 

 

（１）協議会ホームページによる周知・広報 

 

① 協議会・認定制度の案内 

② 認定制度審査認定基準の掲載 

③ 認定事業者の掲載 

④ 電話相談支援の窓口の掲載 

⑤ 2021 年度認定制度版好事例集（ＰＤＦ）の掲載 

⑥ 2021 年度認定制度好事例セミナー案内の掲載 

等々。 

 

（２）Twitterによる周知・広報 

  

① 製造請負相談窓口の案内 

② GJ認定制度の案内 

③ GJ認定の申請に関する案内 

 

（３）メールによる周知・広報  

①5,000 の製造業事業者に対し、協議会ホームページを紹介 
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４．好事例集の作成及び好事例セミナーの実施 

 

４－１．好事例集の作成及び発送 

 

（１）作成の⽬的 

 

優良認定事業者における外国⼈労働者の雇用に係る取組み事例の紹介や優良認定を受ける過

程や優良認定を受けていることにより請負事業の適正化等が図られた事例等をまとめた好事例

集を作成し、製造事業者、製造請負事業者等に幅広く配布して情報提供を行うなど、優良認定の

より効果的な普及・啓発を推進することを⽬的とした。 

 

（２）好事例の選定の着眼点 

 

好事例として掲載する選定の着眼点は、以下のいずれかに当てはまる事例とした。 

l 取り組みにくい審査項目への手本となる実践的な事例 

l 認定取得の副次的効果が感じられる事例（認定前後の社内の変化・事業上のメリット等） 

l ユーザーからのポジティブな反応があった事例 

l 外国⼈労働者の活⽤において参考となる事例 

 

（３）好事例作成の⽅法 

 

①好事例の収集⽅法 

認定制度における審査基準の審査要素（経営方針・ものづくり力・ひとづくり力・労働者保護）

のいずれかを対象事業主に割り振り、該当する審査要素への取り組みを中⼼に、対象事業主へ個

別にヒアリングを実施することで収集した。 

ヒアリングは対象事業主の本社または事業所にて、運営事務局が実施した。 

 

②対象事業主 

認定取得事業主のうち、過去に作成した好事例集（平成 27年度以降）に掲載されていない好

事例の事業主。 

 

③好事例集への主な掲載項目 

好事例集へ掲載した主な項目は以下の通り。 

l 審査カテゴリ、取り組み内容のテキスト⽂ 

l 事業主の称号、社章、本社所在地、代表社名、連絡先、ＵＲＬ 
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l 受託者名（株式会社エスアイ総合研究所）、団体章、所在地、連絡先、ＵＲＬ 

l 委託事業名、委託者名（厚生労働省）、厚生労働省マーク 

 

（４）好事例集への掲載事業主 

 

審査基準の各審査カテゴリ（経営方針・ものづくり力・労働者保護）について、2020 年度は 3

社の好事例を掲載したが、今年度は、3 事業主の取り組みを、以下のとおり好事例集[2021 年度

版]として掲載した。 

l ひとづくり力：ＵＴエイム株式会社 （岩⼿県） 

l ものづくり力：株式会社⽇本ケイテム（京都府） 

l 経営方針：株式会社テクノクリエイティブ （熊本県） 

 

（５） 好事例集の製造業事業主への発送 

 

製造請負の発注者である製造業事業主に対して、製造請負優良適正事業者認定制度をより効

果的に普及・啓発するため、好事例集[2021年度版]を発送した。 

 

① 発送対象 

発送対象は、エコノス株式会社が保有する企業名簿（サービス名「自動リスト作成ソフト「リ

スタ」」）の中から、東京・大阪・愛知の製造業事業者を抽出し、発送対象とした。 

l 発送対象事業者の業種 

金属製品製造・加工 

 

②発送時期と発送数 

l 発送時期：2022 年 3月 15 日 

l 発送数：3,000部 

 

③封⼊物 

封筒に、以下の封入物を入れ発送した。 

l 好事例集[2021 年度版] 
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４－２.好事例セミナーの開催 

 

（１）開催目的 

 

製造請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む請負事業主・発注者が講じるべ

き措置に関するガイドラインの説明や優良認定のより効果的な普及・啓発、好事例集による事例

紹介など請負事業適正化・雇⽤管理改善を目的とする。 

 

（２）開催概要 

 

2021 年度は、コロナ禍の下、集合対面ではなくオンライン開催（配信）で全 2回実施した。 

 

①参加対象者 

製造請負事業主、発注者(メーカー) 

 

②参加者の募集方法 

開催案内（リーフレット）を作成、製造請負事業改善推進協議会ホームページ上でご案内、参

加希望者はインターネットフォームから必要事項を記入しての申込み、または案内リーフレッ

ト裏面の FAX専用申込用紙に必要事項を記⼊の上、FAX送付による申込み。 

 

③開催日時と開催方法 

l 第一回 

○ 開催日時：2022 年 2月 22日（月)10:00〜16:30 

○ 開催方法：オンライン開催（Zoomウェビナー使⽤） 

l 第二回 

○ 開催日時：2022 年 3月 17 日 (木)10:00〜2022 年 3月 21日（月）23:59 

○ 開催方法：YouTube配信、申込者へ限定 URLの送付 

 

④実施内容 

2021 年度版好事例集に掲載の優良適正認定事業者（3社）に取組み好事例として、認定取得に

向けた取組みや、認定取得の効果、社内外の変化の紹介資料を作成いただき、事務局より紹介し

た。また、2021 年度好事例集及び請負ガイドライン、GJ認定制度パンフレット等について事務

局より説明を行い、適正な請負事業の重要性について参加者の理解を深めた。 

それらの動画を YouTube上にアップロードし、情報の提供による認定制度の効果的な普及・啓

発を図った。 
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⑤発表審査カテゴリと事例発表事業者 

発表審査カテゴリと取組み事例の発表を行った優良認定事業者（3 社）は以下の通り。 

 

図表 11 審査カテゴリと発表者 

審査カテゴリ 事例発表事業者 

経営方針 株式会社 テクノクリエイティブ 

ものづくり力 株式会社日本ケイテム 

ひとづくり力 UTエイム株式会社 

 

 

⑥参加者数： 5 名 
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第３章 請負事業主、発注者及び労働者における実態把握 

 

１．事業の目的 

 

請負事業主、発注者及び請負労働者が抱えている問題を把握するとともに助言を行うことや、

優良認定事業者を増やしていくために必要な相談⽀援を行うことを目的とした。 

 

２．電話相談支援の実施 

 

（１）目的 

 

請負事業主、発注者の取組みや抱えている課題及び請負事業の適正化・雇⽤管理改善図るため

の助言等を行うことを目的とした。 

 

（２）相談支援対象者 

 

請負事業主（含む：派遣事業主）、発注者及び請負労働者 

 

（３）実施方法と実施概要 

 

①「製造請負なんでも相談室」の設置と周知 

請負事業主（含む：派遣事業主）、発注者及び請負労働者からの相談を受け付ける専⾨組織（窓

⼝）として、「製造請負なんでも相談室」を設置、ホームページへの掲載、請負事業者へのチラ

シ配布、セミナーでのチラシ配布、労働局でのチラシの設置、等々により、広く「製造請負なん

でも相談室」の周知を行った。 

 

②相談実施者の配置 

労働関係法令（厚生労働省指針に関する法律）に基づく請負事業主、発注者及び請負労働者（以

下、相談者という）からの質問に対応できる経験者（以下、相談実施者という）を 1名配置、3

名体制で行った。 

 

③相談実施者の役割と対応 

相談実施者は、相談者からの相談を受け、問合せへの回答、助⾔等を行い、相談内容を相談シ

ートに記録、保管を行った。また、相談記録のうち、代表的な内容等について、Q＆Aとして取り

まとめ、Q＆A 集（参考資料 10）を作成した。 

なお、すぐに対応できない相談内容については、その相談内容についての所轄行政機関や専⾨
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機関等に確認の上、別途、対応した。 

また、相談者からの相談は、多くは電話によるものであるが、協議会 HPへの直接の問い合わ

せ、Eメール相談も行った。 

 

④活動期間と相談実施件数 

l 2021 年 4 月 1日〜2022 年 3月 31日 

l 相談実施件数：61件 

 

（４）相談支援の実施結果（件数）と内容分析結果 

2021 年度の相談⽀援の事業は、相談件数、相談内容とも、各事業者の事業活動がコロナ禍の

甚⼤な影響を受けた状況を反映した結果となった。 

別紙『2021 年度相談支援事業報告』を参照。 

 

（５）相談支援に基づく課題等提言 

第 2回協議会において、請負事業適正化及び雇⽤管理改善推進のため、相談支援に基づく課

題等提⾔がなされた。 

詳細は、別紙『2021 年度相談支援事業事業に基づく課題等提言』を参照。 

 

３．請負事業主、発注者への実態把握調査の実施 

 

（１）背景・目的 

 

本調査は、2021 年度厚⽣労働省委託事業「請負事業適正化・雇⽤管理改善推進事業」として、

労働力の減少や AI、IoTなど技術革新の進展に対応して、アウトソーシング（業務請負、業務委

託）が拡⼤すると見込まれることを踏まえ、発注者（委託元）および受託者（請負事業者）を対

象に、アウトソーシング（業務請負、業務委託）の実態、殊に業務別の実態を把握することによ

り、発注者（委託元）および受託者（請負事業者）が抱えている問題・課題、あるいは、雇用面

での問題・課題などを明らかにし、雇用の安定や処遇の改善のために必要な施策検討など、今後

の労働行政に役立てることを目的とした。 

 

（２）調査の概要 

 

①調査対象 

l 請負労働者 

株式会社インテージが保有するインターネットモニターのマイティモニターパネル（2021 年

1月実施）のうち、次の条件に該当するモニター 
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○ 設問「あなたは現在働いていますか？働いている場合、あなたの業務または携わっている

事業のうち、他社・官公庁等から受注・受託をして行なっているものはありますか。」に

対し、右記の回答をした方：他社・官公庁等から受注・受託を行っている 

○ 設問「あなたの現在の仕事内容として、最もあてはまるものをお答えください。」に対し、

以下の回答をした方 

製造業：「建設業や工事現場、工場での作業などの肉体労働の仕事」 

技術開発：「建設業や工事現場、工場での作業などの肉体労働の仕事」以外 

（「デスクワークが中心の内勤職」「サービス業などの屋内で体を動かす仕事」「営業職な

ど外出していることが主な仕事」） 

情報通信：「建設業や工事現場、工場での作業などの肉体労働の仕事」以外 

（「デスクワークが中心の内勤職」「サービス業などの屋内で体を動かす仕事」「営業職な

ど外出していることが主な仕事」） 

l 発注（委託）者 

○ 製造・情報通信・技術開発それぞれの事業者リストを購入・メールアドレス取得 

○ インターネット回答型の設問表をメール送付、開封チェック＆開封者へのリマインド架

電を実施し回答してくれた方 

l 受託（請負）者 

○ 製造・情報通信・技術開発それぞれの事業者リストを購入・メールアドレス取得 

○ インターネット回答型の設問表をメール送付、開封チェック＆開封者へのリマインド架

電を実施し回答してくれた方 

 

(２）調査方法 

l 請負労働者：インターネット回答型調査 

l 発注（委託）者及び受託（請負）者：インターネット回答型調査 

 

(３）調査期間 

l 請負労働者：2022 年 2月 7日（月）〜2月 10日（木） 

l 発注（委託）者及び受託（請負）者：2022 年 1月 31日（月）〜2月 18 日（金） 

 

（４）調査項目 

l 請負労働者 

F1 あなたの性別をお答えください。 

Q1 

あなたは現在働いていますか？働いている場合、あなたの業務または携わっている事業のうち、

他社・官公庁等から受注・受託をして行なっているものはありますか。※なお、現在は行なっ

ていないが、過去に受注・受託での業務経験がある場合はその際の経験からご回答下さい。 

Q2 あなたの現在の仕事内容として、最もあてはまるものをお答えください。 
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Q3 
あなたの勤務している会社の業種を教えてください。 ※複数の会社・組織にお勤めの方は、一

番勤務時間の多い会社・組織についてお答えください。 

Q4 
あなたの勤務されている会社・組織内での職種をお答えください。 ※複数の会社・組織にお勤

めの方は、一番勤務時間の多い会社・組織についてお答えください。 

Q5 
現在の雇用契約について、最も当てはまるものを選んでください。 ※複数の会社・組織にお勤

めの方は、一番勤務時間の多い会社・組織についてお答えください。 

Q6 

現在の職場について、最も当てはまるものを選んでください。 ※複数の会社・組織にお勤めの

方は、一番勤務時間の多い会社・組織についてお答えください。※複数あてはまる方は現在最

も多く勤務している職場についてご回答ください。 

Q7 
今のお仕事の経験年数を教えてください。 ※複数の会社・組織にお勤めの方は、一番勤務時間

の多い会社・組織についてお答えください。 

Q8 

現在の職場で一緒に仕事をされている方を教えてください。常駐せずたまに現場に来る方も含

め、当てはまるものを全て選んでください。 ※複数の会社・組織にお勤めの方は、一番勤務時

間の多い会社・組織についてお答えください。 

Q9 

現在の職場での作業に関する指示はどのように行われていると思いますか。当てはまるものを

全て選んでください。 ※複数の会社・組織にお勤めの方は、一番勤務時間の多い会社・組織に

ついてお答えください。 

Q10 
仕事をするうえでどのようなことに不安を感じていますか。当てはまるものを全て選んでくだ

さい。 

Q11 現在の職場における、災害など緊急事態への対応方針を教えてください。 

Q12 
あなたの所属している会社において、処遇の向上やスキルアップを目的に、教育訓練の実施機

会はありますか。 

Q13 
教育訓練の実施内容について、所属している会社にて実施しているものを、全て選んでくださ

い。 

Q14 
あなたの所属している会社において、処遇の向上やスキルアップを目的に、リーダー・管理者

等へのキャリアパスの仕組みの提示はありますか。 

Q15 あなたの所属している会社において、能力が適正に賃金反映（昇給）されていると思いますか。 

 

l 受託（請負）者 

F1 回答される方の会社でのお立場を教えてください。 

F2 回答される方の会社での所属部署について、最も当てはまるものを選んでください。 

F3 会社の規模をおしえてください。 

F4 
あなたのお仕事についてお伺いします。現在、あなたが関与している仕事の中で、次

に当てはまるものはありますか。 

Q1 
他社から請け負って（受託して）いる業務についてお伺いします。発注者の事業所（構

内）で常駐して行っている業務はありますか 
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Q2 その業務の受託は、どのくらいの期間続いていますか 

Q3 あなたが主に関与している受託業務の人数を教えてください 

Q4 あなたが主に関与している受託業務の中の有期雇用者の構成割合を教えてください。 

Q5 
現在の受託（請負）業務に関し、発注者（委託元）は自社に対してどのような指示を

行っていると思いますか。当てはまるものを全て選んでください。 

Q6 現在受託（請負）業務を行っている現場は、どのような状況になっていますか。 

Q7 契約内容・範囲を超えた業務を行うことはありますか。 

Q8 
契約内容・範囲を超えた業務に対応する場合、どのような問題がありますか。当ては

まるものを全て選んでください。 

Q9 

受託業務で発注者の設備・機材等を使う場合の契約状況について、請負契約とは別個

の双務契約による正当なものになっていると思いますか。自社の状況に最も当てはま

るものを一つ選んでください。 

Q10 受託業務の内容・範囲が変わった時、契約書等の見直し・変更は行われていますか。 

Q11 
発注者に受託（請負）料金見直し（値上げ）の申し入れは、どのタイミングで行いま

すか。自社の状況に最も当てはまるものを一つ選んでください。 

Q12 
発注者に受託（請負）料金見直しの申し入れを行ったとき、発注者（委託元）はどの

ような対応でしたか。直近の場合で教えてください。 

Q13 料金見直しに至らなかったのは、どうしてだと思いますか。 

Q14 
発注者に受託（請負）料金見直し（値上げ）の申し入れをしたことがないのはどうし

てですか。最も当てはまるものを一つ選んでください。 

Q15 
受託（請負）業務について、トラブル（事故・不具合・納期遅延等）を考慮して、発

注者と事前の取り決めを行い、その内容が契約書等に明記されていますか。 

Q16 
災害等緊急事態への備えとして、発注者との連携がどの程度できているか、教えてく

ださい。 

Q17 
トラブルや災害への対応として、働く人々からの相談・通報等の窓口はございますか。

当てはまるものを全て選んでください。 

Q18 
これまであった請負現場で働く人々から受付窓口への相談について、当てはまるもの

全て選んでください。 

Q19 
受託職場で働いている従業員の処遇の向上やスキルアップの取り組み状況を教えて

ください。 [人材の育成（教育訓練）の実施] 

Q20 
受託職場で働いている従業員の処遇の向上やスキルアップの取り組み状況を教えて

ください。 [必要な職務知識、資格などの明示] 

Q21 
受託職場で働いている従業員の処遇の向上やスキルアップの取り組み状況を教えて

ください。 [リーダー・管理者等へのキャリアパスの仕組みの明示] 

Q22 受託職場で働いている従業員の処遇の向上やスキルアップの取り組み状況を教えて
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ください。 [定期的な面談による本人の希望の聴取] 

Q23 
受託職場で働いている従業員の処遇の向上やスキルアップの取り組み状況を教えて

ください。 [業務や能力評価の賃金への反映] 

Q24 
受託職場で働いている従業員の処遇の向上やスキルアップの取り組み状況を教えて

ください。 [福利厚生面の充実] 

Q25 
受託職場で働いている従業員の処遇の向上やスキルアップの取り組み状況を教えて

ください。 [その他] 

Q26 現在の受託（請負）業務に関し、偽装請負への不安はありますか。 

Q27 
受託（請負）業務が「偽装請負」にならないために、国が定めた基準（※）があるこ

とを知っていますか 

Q28 

製造請負事業において、第三者の審査を受けて適正な製造請負を行っていると厚生労

働省が認定する GJ認定制度（※）があります。あなたはこの制度について知っていま

したか？ 

Q29 
アジャイル型開発のようなシステム開発を請負業務とする場合について、国が新たに

まとめた疑義応答集（※）があることを知っていますか。 

Q30 請負事業について、今後も契約継続をしていきたいと考えていますか。 

Q31 
今後も契約継続をしていきたいのはどうしてですか。当てはまるものを全て選んでく

ださい。 

Q32 
今後の契約継続に悩まれているのはどうしてですか。当てはまるものを全て選んでく

ださい。 

Q33 
受託（請負）業務を進めていく上で、「取引、料金、受託（請負）契約」の視点で問題・

課題と思われるものを、それぞれ選んでください。 

 

 

l 発注（委託）者 

F1 回答される方の会社でのお立場を教えてください。 

F2 回答される方の会社での所属部署について、最も当てはまるものを選んでください。 

F3 会社の規模をおしえてください。 

F4 
あなたのお仕事についてお伺いします。現在、あなたが関与している仕事の中で、次

に当てはまるものはありますか。 

Q1 
他社へ発注（委託して）いる業務についてお伺いします。あなた会社の事業所（構内）

で常駐して行っている業務はありますか 

Q2 その業務の発注は、どのくらいの期間続いていますか 

Q3 あなたが主に関与している委託業務の人数を教えてください 

Q4 業務委託の目的で、特に重視しているものを次の中から選択してください。（最大 3つ
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まで） 

Q5 
現在委託している業務に関し、委託先に対してどのような指示を行っていますか。当

てはまるものを全て選んでください。 

Q6 
現在委託している業務を行っている現場は、どのような状況になっていますか。最も

当てはまるものを選んでください 

Q7 委託業務の内容・範囲を超えた業務を依頼することはありますか。 

Q8 

委託業務で自社（発注側）の設備・機材等を使う場合の契約状況について、請負契約

とは別個の双務契約による正当なものになっていると思いますか。自社の状況に最も

当てはまるものを一つ選んでください。 

Q9 委託業務の内容・範囲が変わった時、契約書等の見直し・変更は行われていますか。 

Q10 
委託先からの料金見直し（請負料金の値上げ）の申し入れは、どのタイミングであり

ますか。自社の状況に最も当てはまるものを一つ選んでください。 

Q11 
委託先からの料金見直し（請負料金の値上げ）の申し入れがあった際、どのように対

応されましたか。直近の場合で教えてください。 

Q12 料金見直しに至らなかったのは、どうしてですか。 

Q13 
委託先から（請負）料金見直し（値上げ）の申し入れがこれまでないのはどうしてだ

と思いますか。最も当てはまるものを一つ選んでください。 

Q14 今後、業務委託（アウトソーシング）の活用は、どのようになるとお考えですか。 

Q15 
今後、業務委託（アウトソーシング）の活用が増えると考えられる理由を、最大 3つ

まで教えてください。 

Q16 安全衛生管理について、委託先との情報共有・連携を行っているか教えてください。 

Q17 委託業務を円滑に遂行するために、委託先との情報共有の場を設けていますか 

Q18 
災害等緊急事態への備えとして、委託先との連携がどの程度できているか、教えてく

ださい。 

Q19 
委託した業務が「偽装請負」にならないために、国が定めた基準（※）があることを

知っていますか 

Q20 委託した業務に関し、偽装請負への不安はありますか。 

Q21 

製造請負事業において、第三者の審査を受けて適正な製造請負を行っていると厚生労

働省が認定する GJ認定制度（※）があります。あなたはこの制度について知っていま

したか？ 

Q22 
アジャイル型開発のようなシステム開発を請負業務とする場合について、国が新たに

まとめた疑義応答集（※）があることを知っていますか。 

 

 

（５）有効回収数 

l 請負労働者 
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Ø 送付数  ：32745 s 

Ø 有効回答数 ：986 s 

l 受託（請負）者 

Ø 送付数  ：19048 s 

Ø 有効回答数 ：113 s 

l 発注（委託）者 

Ø 送付数  ：19048 s 

Ø 有効回答数 ：68 s 

 

（６）閲覧にあたっての注意事項 

業種によってはサンプル数が一桁になるなど、極端に少ない場合があるため、二次利用について

は注意が必要である。 

 

（７）実態把握調査の集計分析結果 

別紙『2021 年度厚⽣労働省委託事業アウトソーシングに関する実態把握調査報告書』参照。 

 

（８）実態把握調査に基づく課題等提⾔ 

 

第 2回協議会において、請負事業適正化及び雇⽤管理改善推進ため、アウトソーシングに関す

る実態把握調査に基づく課題等提⾔がなされた。詳細は別紙『2021 年度アウトソーシングに関

する実態把握調査に基づく課題等提⾔』参照。 
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第４章 今後の課題 

 

適切な請負事業のさらなる拡⼤のために今後の課題等について、以下に記す。 

 

（１）製造請負事業者及び製造業事業者（発注者）双⽅への「請負ガイドライン」・「製造請負優

良適正事業者認定制度」に対する理解の深耕と拡⼤ 

 

製造業事業者（発注者）や製造請負事業者は、現状では、請負ガイドラインあるいは製造請負

優良適正事業者認定制度の内容について、未だ理解が不⼗分な状況にある。また、コロナ禍の状

況下、製造業事業者（発注者）や製造請負事業者は、⽣産調整・雇⽤調整など⾮常に厳しい経営

環境にある中、2019年 4 月からの働き方改革関連法の順次施行、2020 年 4 月からの同⼀労働同

⼀賃⾦関連法制の施⾏など、労働法制への対応も行わなければならない。労働・雇⽤に係る法令

への事業者の適切な対応がより⼀層求められている。 

また⼀⽅、請負業務（事業）の今後に⽬を向けると、労働⼒の減少や AI、IOTなどの技術⾰新の

進展に対応して、請負業務（事業）の拡⼤、あるいは変化が⾒込まれる。それに伴い、適正な請

負への理解不⾜により不適正な請負を⾏ってしまう懸念もある。 

 

これらを考慮すると、製造請負事業者、製造業事業者（発注者）、双⽅に請負ガイドライン、

あるいは、それに沿った製造請負優良適正事業者認定制度についての理解を周知徹底し、適正な

請負、雇⽤管理改善がなされることが⾮常に重要と考えられる。それはまた、偽装請負を防⽌す

るために有効なものともなり得る。 

適正な請負事業の拡⼤のためには、製造請負事業者及び製造業事業者（発注者）の請負ガイドラ

インの理解の徹底と両者がなすべきことの相互理解、及び請負ガイドラインに基づく適正な製

造請負事業の模範ともいうべき製造請負優良適正事業者認定制度のより⼀層の普及が求められ

る。そのための効果的な対策の検討を進め、実施することが重要な課題である。 

 

 

以上 
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（参考資料） 

参考 1 審査基準 
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6 䛂㠀ᖖ䛃䛻ປാ⪅䛾Ᏻྰ☜ㄆ䜢⾜䛖䛂⤌䜏䛃䛜䛒䜛䛛䚹

7 䛂㠀ᖖ䛃䛻ᴗ䛾⥅⥆䚸᪩ᮇᪧ䛻ྥ䛡䛶Ⓨὀ⪅䛸㐃⤡䛜ྲྀ䜜䜛䛂⤌䜏䛃䛜䛒䜛䛛䚹

䠐䠊ὴ㐵䛸ㄳ㈇䛾༊ศᇶ‽㛵㐃

䠄䠍䠅䛂〇㐀ㄳ㈇ᴗ䛃

8 Ⓨὀ⪅䛺䛹䛛䜙⊂❧䛧䛯䛂〇㐀ㄳ㈇ᴗ䛃䛸䛧䛶᫂☜䛻༊ศྍ⬟䛺༊⏬䜔సᴗ༊ศ➼䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛛䚹 ㄳ㈇ᴗᡤ

䠄䠎䠅ㄳ㈇ᩱ㔠䛾タᐃ

9 ㄳ㈇ᩱ㔠䛿䚸〇ရಶᩘᇶ‽䛸䛩䜛䛺䛹⏕⏘ཎ౯䜢ᇶᮏ䛸䛧䛶ྜ⌮ⓗ䛻タᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹 ㄳ㈇ᴗᡤ

䠄䠏䠅䛂ㄳ㈇ዎ⣙䛃䛻㝶䛩䜛ྲྀ䜚Ỵ䜑㡯

10 ᴗົୖ▱䜚䛘䛯ሗ䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䚸䛂ㄳ㈇ዎ⣙䛃䛻つᐃ䛧䚸㐺ษ䛻⟶⌮䛩䜛䛂⤌䜏䛃䛜䛒䜛䛛䚹

11 ዎ⣙䛻䛚䛔䛶⍗⑅ᢸಖ㈐௵䜈䛾ᑐᛂ䜢ྲྀ䜚Ỵ䜑䛶䛔䜛䛛䚹

12 Ẹἲ➨䠓䠍䠑᮲䛾⏝⪅㈐௵䛻䜘䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜈䛾ᑐᛂ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹

13
Ⓨὀ⪅䛛䜙䛂ㄳ㈇ᴗົ䛃䛾ฎ⌮䛻ᚲせ䛺ᶵᲔ䞉タഛ䜢䜚ཷ䛡䛶⏝䛩䜛ሙྜ䛻䚸䛂ㄳ㈇ዎ⣙䛃䛸䛿ู䛻ົ
ዎ⣙䜢⥾⤖䛧䛶䛔䜛䛛䚹

14
Ⓨὀ⪅䛛䜙䛂ㄳ㈇ᴗົ䛃䛾ฎ⌮䛻ᚲせ䛺ᶵᲔ䞉タഛ䜢䜚ཷ䛡䛶⏝䛩䜛ሙྜ䛻䚸ᶵᲔ䞉タഛ䛾䛂䝯䞁䝔䝘䞁
䝇➼䛃䛿⮬♫䛾㈐௵䛾ୗ䛷⾜䛳䛶䛔䜛䛛䚹

䠄䠐䠅Ⓨὀ⪅䛛䜙䛾ᢏ⾡ᣦᑟ

15
᪂〇ရ䛾〇㐀䜔᪂タഛ䛾ᑟධ䛾䛯䜑䛻䚸ᚑ᮶䛹䛚䜚䛾సᴗ᪉ἲ䛺䛹䛷䛿ฎ⌮䛜䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛷䚸Ⓨὀ⪅
䛛䜙⮬♫䛾㈐௵⪅䛻ᑐ䛧䛶⾜䛖ㄝ᫂䚸ᣦ♧䛺䛹䛰䛡䛷䛿ฎ⌮䛷䛝䛺䛔䛸䛝䛻䛿䚸⮬♫䛾㈐௵⪅䛾┘╩䛾ୗ
䛷Ⓨὀ⪅䛛䜙ປാ⪅䛻ᚲせ䛺ㄝ᫂䠄ᐇ⩦䜢ྵ䜐䠅䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛛䚹

ㄳ㈇ᴗᡤ

䠄䠑䠅ᴗᡤ䛾⟶⌮

16
సᴗ䛻ᚑ䛩䜛ປാ⪅䛾ேᩘཬ䜃㓄⨨䠄ேᩘ䜢ቑῶ䛥䛫䜛ሙྜ䜢ྵ䜐䠅䚸୪䜃䛻䚸᪥䚻䛾సᴗ䛾ᙜ䚸㡰
ᗎ䚸ཬ䜃㐙⾜㏿ᗘ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ⓨὀ⪅䛜㛵䛫䛪⮬♫䛷Ỵᐃ䛧䛶䛔䜛䛛䚹

17
సᴗ䛻ᚑ䛩䜛ປാ⪅䛾ጞᴗཬ䜃⤊ᴗ䛾้䚸ఇ᠁㛫䚸ఇ᪥䚸ఇᬤ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ⓨὀ⪅䛿㛵䛫
䛪⮬♫䛷Ỵᐃ䛧䛶䛔䜛䛛䚹

18 సᴗ䛻ᚑ䛩䜛ປാ⪅䛾᭹ົつᚊ䛾⟶⌮䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ⓨὀ⪅䛿㛵䛫䛪⮬♫䛷⾜䛳䛶䛔䜛䛛䚹

ᮏ♫ᑂᰝ

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

ㄳ㈇ᴗᡤ

ㄳ㈇ᴗᡤ
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〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟

䠘䠎䠚㻌䠖䜒䛾䛵䛟䜚ຊ䚷

䠍䠊άື⤌⧊

䠄䠍䠅䛂〇㐀ㄳ㈇ᴗ䛃㐙⾜䛾䛯䜑䛾యไཬ䜃⟇

19
䛂〇㐀ㄳ㈇ᴗ䛃䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛾ィ⏬➼䛜Ꮡᅾ䛧䚸ᚲせ䛺䚸ண⟬䚸ேဨ䛺䛹䛾⤒Ⴀ㈨※䜢ලయⓗ䛻㓄ศ䛧
䛶䛔䜛䛛䚹

20 䛂〇㐀ㄳ㈇ᴗ䛃䜢᥎㐍䛩䜛ᑓ㛛㒊⨫䚸䜎䛯䛿䚸ᑓ௵ᢸᙜ⪅䛜Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛䛛䚹

䠎䠊䜒䛾䛵䛟䜚ຊ䛾ල⌧

䠄䠍䠅ᇶᮏⓗ䛺⏕⏘⟶⌮άື

21 ጇᙜ䛺⏕⏘⟶⌮➼䛾⟶⌮ᣦᶆ䛜⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛䛛䚹

22
⮬♫䛷⏕⏘⟶⌮➼䛾䝕䞊䝍㞟䜔㞟ィ⟶⌮䜢⾜䛖䛯䜑䛻䚸᪥䚻䚸㐌༢䚸᭶ḟ䛺䛹䛾ィ⏬䛥䜜䛯䝇䝟䞁䛻
䜘䜛⏕⏘≧ἣ䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛䛛䚹

23 䛂సᴗᶆ‽䛃䛾ᩚഛ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛛䚹

24 䛂䠑䠯άື䛃䜢ዡບ䛧䚸ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛛䚹

䠄䠎䠅Ⓨᒎⓗ䛺⏕⏘⟶⌮άື

25 ⏕⏘䛩䜛ရ┠䛤䛸䛻⏕⏘⬟ຊ䜢ᢕᥱ䛷䛝䛶䛔䜛䛛䚹

26 ᕤ⛬䚸సᴗ༢䛺䛹䜢㐺ษ䛻༊ศ䛧䚸ຠ⋡ⓗ䛺⏕⏘యไ䜢ᵓ⠏䛷䛝䛶䛔䜛䛛䚹

27 ⏕⏘䛩䜛ရ┠䛾ษ䜚᭰䛘䛺䛹䚸ከᵝ䛺᮲௳䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛾⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹

28 ရ㉁Ⰻ䛾Ⓨ⏕ཎᅉ䜢≉ᐃ䛧䚸䛭䛾ᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹

29 ཷὀ㔞䛾ኚື䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛾⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹

30 ✺Ⓨⓗ䛺ὀᩥኚ᭦䛻䜘䜚⏕䛨䛯ᦆᐖ䛺䛹䜈䚸䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛾⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹

䠏䠊ᢏ⬟㈨᱁

䠄䠍䠅ᚲせ㈨᱁䛾ᢕᥱ䛸㈨᱁⪅䛾☜ಖ

31 ྲྀᘬ䜢㛤ጞ䛩䜛ẁ㝵䛷䚸䛂㝶せ௳㡯䛃䜢☜ㄆ䛧䛶䛔䜛䛛䚹 ᮏ♫ᑂᰝ

32 䛂ಶู㈨᱁㡯䛃䛻䛴䛔䛶ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛䛛䚹

33 䛂ㄳ㈇ᴗົ䛃䜢㐙⾜䛩䜛ୖ䛷䚸ᚲせ㈨᱁䛾ྲྀᚓィ⏬䛾⟇ᐃཬ䜃᭷㈨᱁⪅䛾㓄⨨䜢䛧䛶䛔䜛䛛䚹

䠐䠊䛂ᴗᡤ㈐௵⪅䛃䛾㓄⨨

䠄䠍䠅䛂ᴗᡤ㈐௵⪅䛃䛾㐺᱁

34 䛂ㄳ㈇䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䛻‽ᣐ䛧䛯ᴗᡤ㈐௵⪅䜢㑅௵䛧䛶䛔䜛䛛䚹

35 䛂ᴗᡤ㈐௵⪅䛃䜢⫱ᡂ䛩䜛䛂⤌䜏䛃䛜䛒䜛䛛

36 䛂ᴗᡤ㈐௵⪅䛃䛾Ặྡ➼䜢Ⓨὀ⪅䛻㏻▱䛧䛶䛔䜛䛛䚹 ㄳ㈇ᴗᡤ

ㄳ㈇ᴗᡤ

ᮏ♫ᑂᰝ

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

ㄳ㈇ᴗᡤ

ㄳ㈇ᴗᡤ
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〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟

䠑䠊䛂ᕤ⛬⟶⌮➼㈐௵⪅䛃䛾㓄⨨

䠄䠍䠅䛂ᕤ⛬⟶⌮➼㈐௵⪅䛃䛾㐺᱁

37 䛂ㄳ㈇䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䛻‽ᣐ䛧䛯䛂ᕤ⛬⟶⌮➼㈐௵⪅䛃䜢㑅௵䛧䛶䛔䜛䛛䚹

38 䛂ᕤ⛬⟶⌮➼㈐௵⪅䛃䜢⫱ᡂ䛩䜛䛂⤌䜏䛃䛜䛒䜛䛛䚹

39 䛂ᕤ⛬⟶⌮➼㈐௵⪅䛃䛾Ặྡ➼䜢Ⓨὀ⪅䛻㏻▱䛧䛶䛔䜛䛛䚹 ㄳ㈇ᴗᡤ

䠘䠏䠚㻌䠖䜂䛸䛵䛟䜚ຊ

䠍䠊䛂䜻䝱䝸䜰䝟䝇䛃䛾᫂♧䛸䜻䝱䝸䜰䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾

䠄䠍䠅䛂䜻䝱䝸䜰䝟䝇䛃䛾᫂☜

40
㈨᱁➼⣭䜔⫋䛻㛵䛩䜛䛂⤌䜏䛃䛜䛒䜚䚸ປാ⪅䛜⮬䜙䛾䜻䝱䝸䜰ᙧᡂ䜢⾜䛖䛯䜑䛾㐨➽䛜♧䛥䜜䛶䛔䜛
䛛䚹

41 ୍⯡సᴗဨ䛛䜙䝸䞊䝎䞊䜔⟶⌮⪅䛻᪼㐍䛧䛯䜚䚸㠀ṇ♫ဨ䛛䜙ṇ♫ဨ䛻Ⓩ⏝䛧䛯ᐇ⦼䛜䛒䜛䛛䚹

䠄䠎䠅䜻䝱䝸䜰䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾

42 ປാ⪅䛾⬟ຊ㛤Ⓨ䜔䜻䝱䝸䜰ᙧᡂ䛻㛵䛩䜛䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䛾䛂⤌䜏䛃䛜䛒䜚䚸࿘▱䛧䛶䛔䜛䛛䚹

43 ປാ⪅䛻ᑐ䛧䚸⬟ຊ㛤Ⓨ䜔䜻䝱䝸䜰ᙧᡂ䛻㛵䛩䜛䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䜔䜰䝗䝞䜲䝇䜢ᐃᮇⓗ䛻⾜䛳䛶䛔䜛䛛䚹

䠎䠊䛂⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ䛃

䠄䠍䠅᪉㔪

44 䛂⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ䛃䛻㛵䛩䜛ලయⓗ䛺ᇶᮏ᪉㔪䜢ᐃ䜑䚸♫ෆ䛻࿘▱䛧䛶䛔䜛䛛䚹 ᮏ♫ᑂᰝ

45 䛂⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ䛃䛾䛯䜑䛾ලయⓗ䛺ィ⏬䠄ண⟬ィୖ䜢ྵ䜐䠅䛜ẖᖺ⟇ᐃ䛥䜜䚸⟶⌮䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹
ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

䠄䠎䠅䛂⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ䛃䛾యไཬ䜃⟇

46
ᴗົ䛻ᚲせ䛺⫋ᴗ⬟ຊ䜢㛤Ⓨ䛩䜛䛯䜑䛾䚸ᩍ⫱◊ಟ䠄㻽㻯㻰➼䠅䜔㈨᱁ྲྀᚓ䠄ᢏ⬟᳨ᐃ➼䠅䛾ዡບ䛺䛹䛾䛂
⤌䜏䛃䛜䛒䜛䛛䚹

47 䛂⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ䛃䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᑓ௵䛾ᢸᙜ⪅䜔⤌⧊䜢タ䛡䛶䛔䜛䛛䚹

48
䛂⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ䛃䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ᩍ⫱◊ಟタ䛭䛾䛾ሙᡤ䚸ཬ䜃䚸ㅮᖌ䠄䝖䝺䞊䝘䞊䠅యไ䛺䛹䛾᭷ຠ䛺ேⓗ
㈨※䛜䛒䜛䛛䚹

49 䛂ᴗᡤ䛃䛻䛚䛔䛶ᩍ⫱◊ಟ➼䛾ᢸᙜ⪅䜢㓄⨨䛧䛶䛔䜛䛛䚹 ㄳ㈇ᴗᡤ

50 䝰䝷䝹㠃䛾ྥୖ䛻ྥ䛡䛯ᣦᑟ䜔ᩍ⫱䛻ຊⅬ䜢⨨䛔䛶䛔䜛䛛䚹
ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

䠄䠏䠅䛂⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ䛃⤖ᯝ䛾⟶⌮➼

51 సᴗ➼䛾⩦⇍ᗘ䚸ᙧᡂ䛧䛯⫋ᴗ⬟ຊ䜔ᴗົ⤒㦂䜢㐺ษ䛻ホ౯䛧䚸ಶே䛤䛸䛻グ㘓䞉⟶⌮䛧䛶䛔䜛䛛䚹

52
ᙧᡂ䛧䛯⫋ᴗ⬟ຊ䜔ᴗົ⤒㦂䛾グ㘓䛺䛹䜢ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ᮏே䛻㛤♧䜒䛧䛟䛿䠄㏥⫋ྵ䜐䠅䛧䛶䛔䜛
䛛䚹

䠏䠊⬟ຊホ౯

䠄䠍䠅⬟ຊホ౯䛾᪉ἲ

53
ᢏ⬟᳨ᐃ䛾ά⏝䜔䚸ホ౯᪉ἲ䛾ᐈほᛶ䛜ᢸಖ䛥䜜䛯♫ෆ᳨ᐃไᗘ䜔ホ౯ᇶ‽䛻䜘䜚䚸⬟ຊホ౯䜢⾜䛳䛶
䛔䜛䛛䚹

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

54 ⬟ຊホ౯䛾⤖ᯝ䛜ฎ㐝䛻ᫎ䛥䜜䜛䛂⤌䜏䛃䛜䛒䜛䛛䚹 ㄳ㈇ᴗᡤ

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ
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〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟

䠄䠎䠅㐺ṇ㓄⨨

55 ⌧≧䛾⬟ຊホ౯䛻ᛂ䛨䛯㓄⨨䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹

56 㠃ㄯ䛺䛹䜢㏻䛨䛶⬟ຊྥୖ䛾䛯䜑䛾ព㆑ၨⓎ䜔䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䜢䛧䛶䛔䜛䛛䚹

䠘䠐䠚㻌䠖ປാ⪅ಖㆤ䚷

䠍䠊ປാಖ㝤䞉♫ಖ㝤䛾㐺⏝

䠄䠍䠅ຍධᡭ⥆

57
ປാಖ㝤䞉♫ಖ㝤䛾ຍධᡭ⥆䛝䛾ᡭ㡰䛜㛵ಀ㒊㛛䜔ᢸᙜ⪅䛻࿘▱䛥䜜䛶䛚䜚䚸㐺⏝ᑐ㇟䛸䛺䜛ປാ⪅
䛿䚸㐺ษ䛻ಖ㝤ຍධ䛧䛶䛔䜛䛛䚹

ᮏ♫ᑂᰝ

58 㞠⏝䞉♫ಖ㝤䛾㐺⏝ᑐ㇟⪅䛻䛴䛔䛶䚸䛄ຍධ⪅䛅䚸䛄ຍධᡭ⥆䛝୰䛾⪅䛅䚸䛄ᮍຍධ⪅䛅䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛䛛䚹

59 㞠⏝䞉♫ಖ㝤䛾ᮍຍධ⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾⌮⏤䜢ᢕᥱ䛩䜛䛸ඹ䛻䚸ຍධᡭ⥆䛝䜢㐍䜑䛶䛔䜛䛛䚹

䠄䠎䠅ປാ⪅䜈䛾ㄝ᫂

60 ປാ⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶㞠⏝䞉♫ಖ㝤䛾ຍධ䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛧䛶☜ㄆ䜢ᚓ䛶䛔䜛䛛䚹

61 㞠⏝䞉♫ಖ㝤䛾㐺⏝ᑐ㇟䛸䛺䜙䛺䛔ປാ⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸㐺⏝ᑐ㇟እ䛾⌮⏤䜢ㄝ᫂䛧䛶☜ㄆ䜢ᚓ䛶䛔䜛䛛䚹

62
㞠⏝䞉♫ಖ㝤䛾㐺⏝ᑐ㇟䛷䛒䛳䛯ປാ⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶㞳⫋ᚋ䛻㞠⏝䞉♫ಖ㝤䛾⤥䛻䛴䛔
䛶ㄝ᫂䜢䛧䛶䛔䜛䛛䚹

䠄䠏䠅Ⓨὀ⪅䜈䛾ሗⓎಙ

63 ㄳ㈇ᴗ䛸䛧䛶䚸ປാಖ㝤ᡂ❧䛾ᒆฟ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜢Ⓨὀ⪅䛻᫂♧䛧䛶䛔䜛䛛䚹
ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

64 ປാ⪅䛾㞠⏝䞉♫ಖ㝤䛾ຍධ≧ἣ䠄ಶேሗ䛿㝖䛟䠅䜢Ⓨὀ⪅䛻᫂♧䛧䛶䛔䜛䛛䚹 ㄳ㈇ᴗᡤ

65
ປാ䞉♫ಖ㝤䛻ຍධ䛧䛶䛔䛺䛔ሙྜ䛿䚸ປാ⪅ཬ䜃Ⓨὀ⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸䛭䛾⌮⏤䜢㏻▱䞉ㄝ᫂䛧䚸᪉䛛䜙
☜ㄆ䜢ᚓ䛶䛔䜛䛛䚹

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

䠎䠊㞠⏝㛵ಀ䛾☜ಖ

䠄䠍䠅ເ㞟ཬ䜃᥇⏝

66
ເ㞟䚸䜎䛯䛿䚸᥇⏝䛾ປാ᮲௳䛾᫂♧䛾㝿䚸䛾ෆᐜ䚸ᚲせ䛺䝇䜻䝹䚸ປാ᮲௳䜢᭩㠃䜢䜒䛳䛶ලయ
ⓗ䛛䛴ヲ⣽䛻᫂♧䛧䛶䛔䜛䛛䚹

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

67
ປാ᮲௳䛾᫂♧䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸Ⓨὀ⪅䛜ປാ⪅䛻䛸䛳䛶䛾⏝⪅䛷䛒䜛䛸ㄗゎ䜢ᣍ䛟䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖⏝⪅
䜢᫂☜䛻䛧䛶䛔䜛䛛䚹

ㄳ㈇ᴗᡤ

䠄䠎䠅㞠⏝ዎ⣙

68
ປാ⪅䛾ᕼᮃ䜢⪃៖䛧䛶䚸㞠⏝ዎ⣙䛾ᮇ㛫䜢ฟ᮶䜛㝈䜚㛗䛟䛧䚸⣽ษ䜜ዎ⣙䛸䛺䜙䛺䛔䜘䛖䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔
䜛䛛䚹

69 ᭷ᮇ㞠⏝ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛㝿䛻䛿䚸ປാ⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸䛭䛾ዎ⣙䛾᭦᪂䛾᭷↓䜢᫂♧䛧䛶䛔䜛䛛䚹

䠄䠏䠅㞠⏝䛾⥅⥆యไ

70
㞠⏝ዎ⣙ᮇ㛫୰䛻䛜䛷䛝䛺䛔ᮇ㛫䛜⏕䛨䛯ሙྜ䚸ఇᴗ⿵ൾ䜔ᩍ⫱カ⦎䜢ᐇ䛩䜛䛺䛹䛧䛶㞠⏝ዎ⣙
䛾⥔ᣢ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛛䚹

71
Ⓨὀ⪅䛸䛾ㄳ㈇ዎ⣙䛾ゎ㝖䚸䜒䛧䛟䛿䚸Ⓨὀ㔞䛾ῶᑡ䛻䜘䜚䚸ປാ⪅䛸䛾ປാዎ⣙䜢ゎ㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘
䛖䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛛䚹

ㄳ㈇ᴗᡤ

ㄳ㈇ᴗᡤ

ㄳ㈇ᴗᡤ

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ
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䠎䠌䠎䠍ᖺᗘ䚷〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ䚷ᑂᰝᇶ‽

〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟

䠄䠐䠅ᐃ╔䛾ಁ㐍

72
ປാ᮲௳䜔㞠⏝ᮇ㛫➼䛾㞠⏝㛵ಀ䛻㛵䛩䜛ປാ⪅䛛䜙䛾㉁ၥ䜔せᮃ䜢⫈ྲྀ䛩䜛ᶵ䜢タ䛡䚸ㄝ᫂䜔ᅇ⟅
䜢䛚䛣䛺䛳䛶䛔䜛䛛䚹

73
ᚑᴗဨ䛾ᐃ╔䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䚸ປാ⪅䛸䛾⥭ᐦ䛺ពᛮ㏻䜢ᅗ䜚䚸⫋ົ⤒㦂䛾ᶵ䜢䛧䛯䜚䚸ᚅ㐝
ྥୖ䜢ᅗ䜛䛺䛹䛾ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹

74 ᵓෆタ䛾⏝䛺䛹䚸Ⓨὀ⪅䛸༠ຊ䛧䛶ປാ⪅䛾⚟ཌ⏕䛾ᐇ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛛䚹

䠏䠊ಶேሗ䛾ಖㆤయไ

䚷䈜㻌䝥䝷䜲䝞䝅䞊䝬䞊䜽ྲྀᚓᴗ⪅䛿䛂ಶேሗ䛾ಖㆤయไ䛃ᑂᰝ䜢ච㝖⮴䛧䜎䛩

䠄䠍䠅᪉㔪

75 䛂ಶேሗಖㆤ᪉㔪䛃䜢ᐃ䜑䚸♫ෆཬ䜃♫እ䛻࿘▱䛧䛶䛔䜛䛛䚹 ᮏ♫ᑂᰝ

䠄䠎䠅㞟䚸⏝┠ⓗཬ䜃⏝ไ㝈

76
ಶேሗ䛾㞟┠ⓗ䜢᫂☜䛻䛧䛯ୖ䛷䚸⏝┠ⓗ䜢≉ᐃ䛧䚸⏝┠ⓗ䛾⠊ᅖ䜢㉸䛘䛶⏝䛧䛺䛔䛣䛸䛻
䛺䛳䛶䛔䜛䛛䚹

77 ᮏே䛾ྠព䜢ᚓ䛪䛻䚸➨୕⪅䛻ಶேሗ䜢ᥦ౪䛧䛺䛔䛣䛸䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛛䚹

䠄䠏䠅Ᏻ⟶⌮ཬ䜃ಖㆤ䛾యไ

78 ಶேሗ䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖ᴗົ䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛䛛䚹 ᮏ♫ᑂᰝ

79 ಶேሗ䛾₃䛘䛔➼䛾Ⓨ⏕䛻䛿㏿䜔䛛䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛䛂⤌䜏䛃䛜䛒䜛䛛䚹
ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

䠄䠐䠅ປാ⪅ཬ䜃ጤクඛ䛾┘╩

80 ಶேሗ䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱◊ಟ䜢ᐇ䛧䚸䛭䛾グ㘓䜢ಖ⟶䛧䛶䛔䜛䛛䚹
ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

81 ಶேሗ䛾ጤク䛻䛴䛔䛶䛿䚸ಶேሗಖㆤ䛻㛵䛩䜛ぬ᭩䜢⥾⤖䛧䚸ጤクඛ䛾┘╩䜢䛧䛶䛔䜛䛛䚹 ᮏ♫ᑂᰝ

䠄䠑䠅つ⛬䞉䝬䝙䝳䜰䝹

82 ಶேሗಖㆤ䛻㛵䛩䜛つ⛬䜔䝬䝙䝳䜰䝹䜢ᩚഛ䛧䛶䛔䜛䛛䚹 ᮏ♫ᑂᰝ

䠐䠊ປാᏳ⾨⏕䛾ྲྀ䜚⤌䜏

䠄䠍䠅᪉㔪

83 ປാᏳ⾨⏕䛻㛵䛩䜛᪉㔪䜢ᐃ䜑䚸♫ෆ䛻࿘▱䛧䛶䛔䜛䛛䚹 ᮏ♫ᑂᰝ

䠄䠎䠅ປാᏳ⾨⏕⟶⌮యไ

84 ປാᏳ⾨⏕⟶⌮యไ䛜⤌⧊䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹

85 Ᏻ⾨⏕ጤဨ䛜ᐃᮇⓗ䛻㛤ദ䛥䜜䚸⤌⧊ⓗ䛺άື䛸䛧䛶ᶵ⬟䛧䛶䛔䜛䛛䚹

86
Ⓨὀ⪅䛾Ᏻ⾨⏕ጤဨ䛺䛹䛾ྜ䛻ฟᖍ䛧䚸Ᏻព㆑䛾ඹ᭷䜔Ᏻ⾨⏕⟶⌮యไ䛾ᙉ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷
䛔䜛䛛䚹

87 ┤᥋ປാ⪅䜢ᣦ䛩䜛┘╩⪅䛿䛂⫋㛗➼䛾ᩍ⫱䛃䜢ಟ䛧䛶䛔䜛䛛䚹

88 Ᏻ⟶⌮⪅䚸⾨⏕⟶⌮⪅䚸⏘ᴗ་➼䚸ປാᏳ⾨⏕䛻ಀ䜛ἲ௧ୖᚲせ䛸䛺䜛᭷㈨᱁⪅䜢㓄⨨䛧䛶䛔䜛䛛䚹

89 ປാᏳ⾨⏕䛻ಀ䜛㈨᱁ྲྀᚓ䜢♫ෆ䛷ዡບ䛧䛶䛔䜛䛛䚹
ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

90 ປാᏳ⾨⏕䛻ಀ䜛つ⛬䜔䝬䝙䝳䜰䝹➼䜢ᩚഛ䛧䛶䛔䜛䛛䚹

91
つ⛬䜔䝹䞊䝹䛻ᇶ䛵䛔䛶Ᏻ⾨⏕⟶⌮䜢䛧䛶䛔䜛䛛䝏䜵䝑䜽䛩䜛㒊㛛䠄ෆ㒊┘ᰝ➼䠅䜔♫ෆయไ䛜Ꮡᅾ䛧䛶
䛚䜚䚸ホ౯䜔ᨵၿᣦ♧䜢䛧䛶䛔䜛䛛䚹

ㄳ㈇ᴗᡤ

ᮏ♫ᑂᰝ

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

ㄳ㈇ᴗᡤ
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䠎䠌䠎䠍ᖺᗘ䚷〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ䚷ᑂᰝᇶ‽

〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟

䠄䠏䠅Ᏻ⾨⏕άື

92 ༴㝤ᛶ䜎䛯䛿᭷ᐖᛶ䛾ㄪᰝ䜢⾜䛔䚸༴㝤※䛾≉ᐃ䜢䛧䛶䛔䜛䛛䚹

93
≉ᐃ䛧䛯༴㝤※䠄༴㝤ᛶ䜔᭷ᐖᛶ➼䠅䛻ᑐ䛧䛶䚸Ᏻ⾨⏕䛾⟶⌮ᑐ⟇䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛛䠄Ⓨὀ⪅䛸䛾㐃ᦠ
䜢ྵ䜐䠅䚹

94 ධ♫ཬ䜃㝵ᒙู䛾Ᏻ⾨⏕ᩍ⫱䜢ᐃᮇⓗ䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛䛛䚹

95 Ᏻ䝟䝖䝻䞊䝹䛾ᐇ䛸䛭䜜䛻ᇶ䛵䛟Ᏻᛶ䛾ホ౯䜢䛧䛶䛔䜛䛛䚹

96 ປാ⅏ᐖ䛾ཎᅉ䛜ⓗ☜䛻ศᯒ䛥䜜䚸ᑐ⟇䜢ฟ䛩䛂⤌䜏䛃䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛛䚹 ㄳ㈇ᴗᡤ

97 ປാ⅏ᐖⓎ⏕≧ἣ䛾ศᯒ䜢⾜䛔䚸♫ⓗ䛻Ⓨ㜵Ṇ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛛䚹

98 ᑐ㇟ᮇ㛫䛻䛚䛔䛶ἲ௧䛾ୖ㝈つไ䜢㉸䛘䜛ἲᐃ㛫እປാཬ䜃ఇ᪥ປാ䜢⾜䛳䛯ປാ⪅䛜䛔䛺䛔䛛䚹

99 ປാ⪅䛾ᗣデ᩿䠄㞠ධ䜜䚸ᐃᮇ䚸≉Ṧ䠅⤖ᯝ䛾䝣䜷䝻䞊䜢䛩䜛䛂⤌䜏䛃䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛛䚹 ㄳ㈇ᴗᡤ

100 ປാ⪅䛾䛂䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇䜈䛾ᑐᛂ䛃䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䛛䚹
ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

䠑䠊䝽䞊䜽䝷䜲䝣䝞䝷䞁䝇䜈䛾㓄៖

䠄䠍䠅䝽䞊䜽䝷䜲䝣䝞䝷䞁䝇

101 ປാ⪅䛻ᑐ䛧䛶ᖺḟ᭷⤥ఇᬤ䛾ྲྀᚓಁ㐍䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛛䚹

102
ປാ⪅䛻ᑐ䛧䛶⏘๓⏘ᚋఇᴗ䚸⫱ඣ䞉ㆤఇᴗ䚸Ꮚ䛾┳ㆤఇᬤไᗘ䜢࿘▱䛧䚸ྲྀᚓಁ㐍䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛳
䛶䛔䜛䛛䚹

䠒䠊┦ㄯ䞉ⱞฎ⌮䛾యไ

䠄䠍䠅┦ㄯ䞉ⱞཷฎ⌮యไ

103
ປാ⪅䛾┦ㄯ䞉ⱞ䠄䝉䜽䝅䝳䜰䝹䝝䝷䝇䝯䞁䝖䚸䝟䝽䞊䝝䝷䝇䝯䞁䝖➼䜢ྵ䜐䠅䜢ཷ䛡䛡䜛ᑓ㛛䛾❆ཱྀ䜢タ
⨨䛧䚸ฎ⌮ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶࿘▱䛧䛶䛔䜛䛛䚹

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

104
Ⓨὀ⪅䜎䛯䛿Ⓨὀ⪅䛾ປാ⪅䛻㉳ᅉ䛩䜛┦ㄯ䞉ⱞ䛻䛴䛔䛶䚸Ⓨὀ⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸䛭䛾ᨵၿ䜢ồ䜑䛶䛔䜛
䛛䚹

ㄳ㈇ᴗᡤ

105
┦ㄯ䞉ⱞ䛾ཷ≧ἣ䚸䛭䛾ෆᐜ䜔ᑐᛂ⤒⦋䚸⤖ᯝ䜢グ㘓䛧䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶⏦䛧ฟ⪅䛻䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䜢䛧䛶
䛔䜛䛛䚹

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

䠓䠊ἲ௧䛾࿘▱

䠄䠍䠅㛵ಀἲ௧䛾࿘▱

106 ປാ⪅ὴ㐵ἲ䜔ປാᇶ‽ἲ䛺䛹䛾㛵ಀἲ௧䜢ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ປാ⪅䜈ᩥ᭩➼䛷♧䛧䛶䛔䜛䛛䚹
ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

107 ປാ⪅ὴ㐵ἲ䛺䛹䛾㛵ಀἲ௧䜢ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶Ⓨὀ⪅䜈ᩥ᭩➼䛷♧䛧䛶䛔䜛䛛䚹 ㄳ㈇ᴗᡤ

ㄳ㈇ᴗᡤ

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ

ᮏ♫ᑂᰝ
ㄳ㈇ᴗᡤ
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参考 2 運営要領 

 

 1 / 10 

ཌ⏕ປാ┬ጤク ㄳ㈇ᴗ㐺ṇ࣭㞠⏝⟶⌮ᨵၿ᥎㐍ᴗ 

〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ 㐠Ⴀせ㡿 
 
➨㸯 ㊃᪨ 
➨㸰 〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘࡋࡲࡽ࠶ࡢ 
➨㸱 〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟ࡧࡼ࠾ㄆドጤဨ 

㸯㸬 ༠㆟ 
㸰㸬 ㄆドጤဨ 

➨㸲 ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵 
㸯㸬 ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵୍ࡢ࡚ࡋ⯡ⓗせồ㡯 
㸰㸬 ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᴗົ 
㸱㸬 ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᛂເ㈨᱁ 
㸲㸬 ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᣦᐃ 
㸳㸬 ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᑂᰝᴗົࡢኚ᭦࣭୰Ṇ࣭ᗫṆ 
㸴㸬 ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ྲྀࡢᾘ 
㸵㸬 ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ᴗົࡢ⥅ᢎ 

➨㸳 〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ࡢ⏦ㄳࠊㄆᐃ➼ࡢᡭ⥆ࡁ 

㸯㸬 ᑂᰝᑐ㇟ࡿ࡞ᴗࡧࡽ࡞ㄆᐃ༢ 
㸰㸬 Ḟ᱁᮲㡯 
㸱㸬 ⏦ㄳ 
㸲㸬 ᡭᩘᩱ 
㸳㸬 ᑂᰝ 
㸴㸬 ㄆᐃ 
㸵㸬 ᑂᰝ 
㸶㸬 ࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇ 
㸷㸬 ㄆドጤဨࡿࡼᑂᰝ࣭ㄆᐃ㛵ࡿࡍㄆド 
㸯㸮㸬 ㄆᐃྲྀࡢᾘ 

➨㸴 㝃๎ 
ู⣬ 
〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟ タ⨨せ⥘ 

 ㄆドጤဨ タ⨨せ⥘ 
 〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ ㄆᐃᴗ⪅ Ḟ᱁᮲㡯 
 〇㐀ㄳ㈇ඃⰋᴗ⪅ㄆᐃไᗘ ⏦ㄳ㛵ࡿࡍつᐃ 
 〇㐀ㄳ㈇ඃⰋᴗ⪅ㄆᐃไᗘ ⏦ㄳᡭᩘᩱ㛵ࡿࡍつᐃ 
 ⏦ㄳ᭩㢮➼ࡢಖᏑ᪉ἲ➼㛵ࡿࡍつ⛬ 
 

ཌ⏕ປാ┬ጤク ㄳ㈇ᴗ㐺ṇ࣭㞠⏝⟶⌮ᨵၿ᥎㐍ᴗ 
ཷクᅋయ:ᰴᘧ♫ࢫ࢚⥲ྜ◊✲ᡤ 
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〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ 㐠Ⴀせ㡿 
〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟ 

 

➨㸯 ㊃᪨ 

ཌ⏕ປാ┬ጤクᴗ ㄳ㈇ᴗ㐺ṇ࣭㞠⏝⟶⌮ᨵၿ᥎㐍ᴗࡢᐇྠࠊࡾࡓ࠶ᴗࡢ

㐠Ⴀู࡚࠸ࡘ㏵ᐃࠕࡿࡵ〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ࠙ ᑂᰝᇶ‽ ࠖ‽ᑂᰝᇶࠕ㸦௨ୗࠚ

㸧ࠖࠋ࠺࠸ ไᗘ㸦௨ࡿࡍㄆᐃ࡚ࡋ⪅ඃⰋ㐺ṇᴗࠊࢆ⪅〇㐀ㄳ㈇ᴗ࠺⾜ࢆ⤌ྲྀࡓࡗἢ

ୗࠕ㹅㹈ㄆᐃไᗘࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢ㐺ṇ࡞㐠Ⴀࢆᅗࠊࡵࡓࡿᮏ㐠Ⴀせ㡿࡚࠸࠾ᚲせ࡞㡯ࢆ

ᐃࠋࡿࡵ 

 
➨㸰 〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘࡋࡲࡽ࠶ࡢ 

ㄳ㈇ᴗ㛵ࡿࢃἲ௧ࢆ㑂Ᏺࡿ࠸࡚ࡋㄳ㈇ᴗ⪅ࠊࡕ࠺ࡢ㞠⏝⟶⌮ࡢᨵၿㄳ㈇యไࡢ

ᐇࢆᐇ⌧ࡿ࠸࡚ࡋᴗ⪅ࠊࢆඃⰋࡘ㐺ṇ࡞ㄳ㈇ᴗࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᴗ⪅࡚ࡋㄆᐃ

ㄳ㈇ࡴ⤌ࡾྲྀ㐍ಁࡢ㐺ṇࡧᨵၿཬࡢ⌮⟶⏝㞠ࡢㄳ㈇ᴗࡢ〇㐀ᴗࠕࠊࡾ࠶ไᗘ࡛ࡿࡍ

ᴗࡀㅮࡁࡎᥐ⨨㛵ࣛࢻ࢞ࡿࡍ 㸦ࣥᖹᡂ 19ᖺཌ⏕ປാ┬㸧௨ୗࠗࠊ ㄳ㈇ࣛࢻ࢞

ࣥ࠘ࠖ  ࠋ࠺⾜ࢆᑂᰝࡓࡋ༶

 
➨㸱 〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟ࡧࡼ࠾ㄆドጤဨ 

㹅㹈ㄆᐃไᗘࢆᐇࠊࡵࡓࡿࡍ〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟㸦௨ୗࠕ༠㆟ࠖ࠺࠸㸧࠾

 ࠋࡿࡍ⨨タࢆㄆドጤဨࡧࡼ

㸯㸬༠㆟ 

ู⣬ ࠕ〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟ タ⨨せ⥘ࠖࡾ࠾ࡢ  

㸰㸬ㄆドጤဨ 

ู⣬ ࠕㄆドጤဨ タ⨨せ⥘ࠖࡾ࠾ࡢ          

 

 
➨㸲 ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵 

 

㹅㹈ㄆᐃไᗘࢆ㐺ṇ࣭☜ᐇᐇࠊࡵࡓࡿࡍᑂᰝᶵ㛵ࢆᣦᐃࡢࡇࠋࡿࡍᑂᰝᶵ㛵ࢆᣦᐃᑂ

ᰝᶵ㛵ࠋࡪᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢබເࠊᣦᐃ➼ࠊᮏබເせ㡯࡛ᐃࡿࡵ㡯ࡢࡢ㡯࡚࠸ࡘ

〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵බເせ㡯ࠕࡀㄆドጤဨࠊࡣ 㸦ࠖ௨ୗࠕࠊᣦ

ᐃᑂᰝᶵ㛵බເせ㡯ࠖࠋ࠺࠸㸧࡛ᐃ࡚ࡵᐇࠋࡿࡍࡢࡶ 

 

 

 

㸯㸬ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵୍ࡢ࡚ࡋ⯡ⓗせồ㡯 

(㸯)ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵࡚ࡋᚲせ࡞つ⠊ࡢ᪉㔪ࡧࡽ࡞つ⛬ 

ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡣ௨ୗࡢ࡚ࡍࡢෆᐜࢆ᪉㔪࣭つ⛬ࡇࡿࡍ 
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ձ ᑂᰝᴗົࡢ⊂❧ᛶࡢಖᣢ 

ղ ᴗົࡢ㐺ṇᛶࠊබᖹᛶࡢ☜ಖ 

ճ 㐠Ⴀ⟶⌮ࡢ㈐௵㸦ṇ☜ᛶ࣭ἲ௧㑂Ᏺ࣭ሗ⟶⌮࣭ᶵᐦಖᣢ࣭ಶேሗಖㆤ࣭ⱞ
ฎ⌮㸧 

մ ᑂᰝ㡯ࡢ㝈ᐃ㸦ᑂᰝ㡯┠௨እࡢᑂᰝࡢ⚗Ṇ㸧 

յ ᑂᰝᴗົࡢཎ๎ⓗ࡞ෆ㒊⤖㸦ಶேࢆ㝖ࡃጤクࡢ⚗Ṇ㸧 

ն ᑂᰝရ㉁ࡢ㈐௵㸦ᑂᰝဨᩍ⫱➼ࠊ༠㆟ࡢࡽᣦᑟ࣭⟶⌮ᑐࡢ࡚ࡋᅇ⟅࣭ᨵ
ၿ࣭ᛂㅙ⩏ົ㸧 

 

(㸰)ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵࡚ࡋᚲせ࡞ᣐⅬ࣭⤌⧊ᩚࡢഛ 

ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡣ௨ୗࡢ࡚ࡍࡢయไᩚࢆഛࡇࡿࡍ 

ձ ᅜෆᐇᣐⅬࢆ㸯࢝ᡤ௨ୖタࠊࡅ᪥ᮏᅜࡢᴗ⪅ᑂᰝࡇࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ 

ղ ᴗົࡣᅋయࡢᴗົ༊ศࡓࢀࡉᑓ௵ࡢ㒊⨫࡛㐠Ⴀࡇࡿࢀࡉ 

ճ ⤒⌮ࡣᅋయࡢᴗົ༊ศࡓࢀࡉィฎ⌮࡛㐠Ⴀࡇࡿࢀࡉ 

մ ᑓ௵㒊⨫ࡣᑓ⏝ࡢ㟁ヰ࣭㟁Ꮚ࣓࣮ࣝྛࢆࢫࣞࢻ㸯௨ୖ᭷ࡇࡿࡍ 

յ ᴗົࢆ⤫ᣓࡿࡍ⟶⌮┘╩㈐௵⫋ဨࢆ㓄⨨ࡇࡿࡍ 

ն ᴗົࢆᑓ௵ᢸᙜࡿࡍ㸯ྡ௨ୖࡢົ⫋ဨ㸦⟶⌮┘╩㈐௵⫋ဨࡎࡲྵࢆ㸧ࢆ㓄⨨
 ࡇࡿࡍ

 

(㸱)ᑂᰝᐇ⬟ຊࡢಖᣢୖྥࠊ 

ձ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣ௨ୗࡢ⬟ຊ࣭⤒㦂ࢆ᭷ࡿࡍᑂᰝဨࢆ⌧ᆅᑂᰝཪࢺ࣮ࣔࣜࡣᑂ
ᰝᑐᛂ࡛࠺ࡼࡿࡁ㸱ྡ௨ୖ☜ಖࠋࡇࡿࡍ 

 ࠸࡞ࢃၥࡣዎ⣙ᙧែࡢᑂᰝဨᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊ࠾࡞

ࡿࡍ᭷ࢆ㆑▱࡞ᇶᮏⓗࡿࡍ㛵㛵ಀἲ௧㸦ປാἲ⯡㸧ࡢ➼〇㐀ㄳ㈇ᴗ()

 ࡇ

ᇶᮏⓗࡿࡍ㛵ရ㉁࣭Ᏻ⾨⏕࣭ᢏ⾡⣔࣭⏘⏕ࡢ〇㐀⏕⏘ᣐⅬ㸦ᕤሙ➼㸧()

 ࡇࡿࡍ᭷ࢆ㆑▱࡞

ࡍ㛵㛤Ⓨ࣭㈤㔠ฎ㐝➼㸧ࣜࣕ࢟ே⟶⌮㸦ேホ౯࣭⫋ᴗ⬟ຊᙧᡂ࣭(࢘)

 ࡇࡿࡍ᭷ࢆ㆑▱࡞ᇶᮏⓗࡿ

ղ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᑂᰝဨࠊࡣㄆドጤဨࡀᐇࡿࡍ◊ಟ㸦ᑂᰝဨㅮ⩦㸧ཷࢆ
ㅮࠋࡇࡿࡏࡉ 

 

(㸲)ࡢࡑ 

ձ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵࠺⾜ࡢ⾜Ⅽ࡚ࡍࠊࡣᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ᖐᒓࠊࡋࡢࡶࡿࡍᴗົࡢ
ᐇ㝿ࠊࡣ࡚ࡋᮏせ㡿ཬࡧㄆドጤဨࡢᣦ♧➼ᚑࠊ࠸㐺ṇࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞

ղ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣ௨ୗᐃࡿࡵ㡯࡚࠸ࡘㄆドጤဨࡢồࡵᛂ࡚ࡌᥦฟ࣭
ሗ࿌ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ 

 ㄳ᪥⏦ࡢࡑྡ⪅ᴗࡓࡗ࠶ࡢㄳ⏦()

 ෆᐜࡢࡑἣ≦ࡢࡏࢃྜ࠸ၥࡢࡽ➼⪅ᴗ()

㐠ࢆᮏไᗘࡀㄆドጤဨࠊ࡚ࡗ࠶㡯࡛ࡿࡍ㛵ᑂᰝ࣭ㄆᐃᴗົࠊࡢࡑ(࢘)

Ⴀ࡛ୖࡿࡍᚲせࡓࡋุ᩿㡯 

ճ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ࢆㄆᐃࡓࡋ᪥ࡽ㉳⟬࡚ࡋ㸱ᖺࢆ⤒㐣ࡿࡍ
᪥ࡢᒓࡿࡍ᭶ࡢᮎ᪥ࠊࡣ࡛ࡲᣦᐃࡓࡅཷࢆᴗᖺᗘ⤊ᚋ࡛ࡶ࡚ࡗ࠶ᙜヱඃ

Ⰻ㐺ṇᴗ⪅ᑐࠊ࡚ࡋᚲせᛂ࡚ࡌ㸦㸯㸧㡯࡛᪉㔪ࠊつ⛬ࡓࡋᴗົࢆ⾜

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ

մ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡀ㹅㹈ㄆᐃไᗘཷࡢᑂࡵࡓࡢ⏦ㄳ⪅ࡽᥦฟࡓࡅཷࢆ⏦ㄳ᭩
 ࠋࡿࡵᐃࠊ㏵ูࠊࡣ࡚࠸ࡘಖᏑ࣭ಖ⟶᪉ἲࡢ➼
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㸰㸬ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᴗົ 

(㸯)ᴫせ 

ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣᑂᰝ⏦ㄳᴗ⪅ᑐࡋᮏ㐠Ⴀせ㡿ཬࡧᣦᐃᑂᰝᶵ㛵බເせ㡯ࡢ

ᐃ࡚ࡗࡀࡓࡋࢁࡇࡿࡵ〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ࡢ᭩㢮ᑂᰝࠊ⌧ᆅᑂᰝཪࣔࣜࡣ

 ࠋࡿࡍሗ࿌࡚࠸࠾ㄆドጤဨࢆᑂᰝ⤖ᯝࠊ࠸⾜ࢆᑂᰝࢺ࣮

᭩㢮ᑂᰝࠊ⌧ᆅᑂᰝཪࢺ࣮ࣔࣜࡣᑂᰝࠊูࡣ࡚࠸࠾ ࠊ࡚ࡗἢ‽ᑂᰝᇶࡿࡵᐃ

ᑂᰝ⏦ㄳᴗ⪅ࡽᥦฟࡿࢀࡉ᭩㢮ᇶ࡙࡚࠸ᑂᰝࠋ࠺⾜ࢆ 

(㸰)ලయⓗ࡞ᴗົෆᐜ 

ձ ᑂᰝ⏦ㄳᴗ⪅ᑐࡿࡍᑂᰝㄆᐃࡢࢫࣅ࣮ࢧෆ 

ͤ ༠㆟ྠ࡛ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢᗈሗ 

ղ ᑂᰝ⏦ㄳᴗ⪅ࡢࡽ⏦ㄳཷཬࡧ᭩㢮ᑂᰝࡢᐇ 

ճ ᑂᰝ⏦ㄳᴗ⪅ᑐࡿࡍ⌧ᆅᑂᰝཪࢺ࣮ࣔࣜࡣᑂᰝࡢᐇ 

ͤ ⏦ㄳᴗ⪅㸯♫ࠊࡁࡘᮏ♫ཬࡧㄳ㈇ᴗᡤ㸦〇㐀ㄳ㈇⌧ሙ㸧ཎ๎࡚ࡋ

㸰ᣐⅬࡢᑂᰝ 

ㄆドጤဨࡽᣦ♧ࡓࡗ࠶ࡀሙྜࠊࡣ᭩㢮ᑂᰝ࣭⌧ᆅᑂᰝཪࢺ࣮ࣔࣜࡣᑂᰝ

 ᐇࢆ㏣ຍᑂᰝࡢ

մ ⌧ᆅᑂᰝཪࢺ࣮ࣔࣜࡣᑂᰝࡢ⤖ᯝࢆィᩘࡋ᥇Ⅼุྰྜࠊࡋᐃࠋ࠺⾜ࢆ 

յ ᑂᰝ⤊ᚋࠊᣦᐃᑂᰝᶵ㛵බເせ㡯࡛ᐃࡿࡵሗ࿌᭩ࢆᣦᐃࡓࢀࡉᮇ᪥࡛ࡲ
ㄆドጤဨົᒁᥦฟࠋࡿࡍ 

ն ᥦฟࡓࡋյ㡯ࡢሗ࿌᭩ࠕࠊ࡚࠸ࡘㄆドጤဨ࡚ࠖ࠸࠾ㄝ᫂ 

շ ᑂᰝ⏦ㄳᴗ⪅ᑐࡿࡍᑂᰝ⤖ᯝࡢ㏻▱ཬࡧㄆᐃドࡢ 

ո ᑂᰝࡢᐇ 

ࡓࡌ⏕ࡀ⩏ᑂᰝෆᐜࡢ⪅ㄆᐃᴗࡓࡋㄆᐃࡽ⮬ࠊࡣᣦᐃᑂᰝᶵ㛵()

 ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆᐇࡓࡗ࡞ཎᅉࡢ⩏ࠊࡁ

ࡢㄆドጤဨࠊሙྜࡓࡋㄆ☜ࢆᐇࡓࡗ࡞ཎᅉࡢ⩏ࠊࡣᣦᐃᑂᰝᶵ㛵()

ᢎㄆࢆᚓ࡚ࠊᙜヱㄆᐃᴗ⪅ᑐ࡚ࡋᑂᰝࢆᐇࠋࡿࡍᑂᰝࠊࡣ⏝㈝ࡢ

ཎ๎࡚ࡋᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡀ㈇ᢸࠋࡿࡍ 

ሙྜࡿࡍỴᐃࢆᑂᰝᐇࡽ⮬ࡀᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㸧㸦ࠊ㸧㸦(࢘)

 ࠋࡿࡍᐇࢆᑂᰝࡶሙྜࡓࡗ࠶ࡀ♧ᣦࡽㄆドጤဨࠊࡢ

 

㸱㸬ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᛂເ㈨᱁ 

(㸯)⏦ㄳẁ㝵ࠊ࡚࠸࠾㐣ཤ㸳ᖺ㛫ປാᇶ‽ἲ࣭ປാዎ⣙ἲ࣭ປാᏳ⾨⏕ἲࡢ࡞

つᐃࡾࡼ⨩㔠ࡢฮࡢࡑࠊࢀࡉ⛉ࡀᇳ⾜ࠊࡾࢃ⤊ࡀཪࡣᇳ⾜࡞ࡃ࡞ࡀࡇࡿࡅཷࢆ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࡋ㐣⤒ࢆ㸳ᖺࡽ᪥ࡓࡗ

(㸰)ປാಖ㝤࣭ཌ⏕ᖺ㔠ಖ㝤࣭ᅜᗣಖ㝤༠⟶ᤸᗣಖ㝤ࡢᮍ㐺⏝ཬࡽࢀࡇࡧಀ

㏆┤࡚࠸࠾㸦⏦ㄳࠋࡇ࠸࡞ࡀᮍ⣡ࡢಖ㝤ᩱࡿ 1ᖺ㛫ࡢಖ㝤ᩱࡢᮍ⣡ࡇ࠸࡞ࡀ

 㸧

(㸱)⏦ㄳࠊ࡚࠸࠾㐣ཤ㸱ᖺ㛫ୖグ㸦㸯㸧㸦㸰㸧௨እࡢἲ௧㐪➼ࠊࡾ࠶ࡀ♫㏻

ᛕୖⴭࡃࡋಙ⏝ࢆኻቒࠊࡾ࠾࡚ࡋᙜヱᴗົᨭ㞀ࢆ᮶ࡇ࠸࡞࡛⪅ࡿࢀࡉุ᩿ࡍ

 ࠋ

(㸲)ࠕἲே᱁ࠖࢆ᭷ࡿࡍᅋయ࡛ࠋࡇࡿ࠶ 

(㸳)ᅋయࡀ〇㐀㛵ಀࡢㄳ㈇ᴗ 㸦ົᴗ✀ࢆၥ࠸࡞ࢃ㸧ࠊປാ⪅ὴ㐵ᴗ㸦⫋✀ࢆၥ࠸࡞ࢃ㸧ࠊ

ẸႠ⫋ᴗ⤂ᴗࡽ⮬ࡶࢀࡎ࠸ࡢႠࠋࡇ࠸࡞࠸࡛ࢇ 

(㸴)മົ㉸㐣ࡢ≧ἣࠋࡇ࠸࡞ 

 

㸲㸬ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᣦᐃ 

(㸯) ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣㄆドጤဨࡀබ⾲ࠊࡋᛂເᅋయࢆホ౯࡚ࡋỴᐃࠋࡿࡍ 
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(㸰) බເࠊࡣㄆドጤဨࡀᮏせ㡿ᐃࡿࡵ㡯ࡢࠊබເᮇ㛫ࠊᛂເ᪉ἲ➼࠸ࡘ

࡚ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵බເせ㡯ࢆᐃࠋࡿࡍࡢࡶ࠺⾜࡚ࡵ 

(㸱) ᅋయࡢᑂᰝࠊࡣㄆドጤဨࠊࡀᥦฟࡓࢀࡉ᭩㢮➼ࡢෆᐜࠊࡶࢆ㐺ṇࠕ࡞⤌

⧊యไࠖཬࡧ༑ศࠕ࡞ᑂᰝ⬟ຊࠖࢆᣢࡿ࠸࡚ࡏࢃྜࡕホ౯ࠊ࠸⾜ࢆᣦᐃᑂᰝ

ᶵ㛵ࢆỴᐃࠋࡿࡍ 

(㸲) ㄆドጤဨࠊࡣᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࢆᣦᐃࡓࡋሙྜࡢࡑࠊࡣ᪨ࢆᙜヱᶵ㛵ࠕᣦᐃ

ᑂᰝᶵ㛵ಀࡿᑂᰝ⤖ᯝ㏻▱᭩ࠖࡾࡼ㏻▱࡚ࡏࢃྜࠋࡿࡍᣦᐃࡓࡋᅋయࢆ༠

㆟࡛ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍බ⾲ࠋࡿࡍ᥇Ⅼಀࡿヲ⣽ෆᐜࡢ㏻▱ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡋࡣ⏦

ㄳ᭩㢮ࡣ㏉༷ࠋ࠸࡞ࡋ 

(㸳) ๓㡯ࡢ㏻▱ࠕࠊࡣ⪅ࡓࡅཷࢆ〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ཷ

ク᭩㸦௨ୗཷࠕク᭩ࠖࠋ࠺࠸㸧ࠖ ㄆドጤဨࠊ࠾࡞ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᥦฟࢆ

ࡀᐃࡿࡵ᪥࡛ࡲㄆドጤဨཷク᭩ࡀᥦฟࠊࡣࡁ࠸࡞ࢀࡉ๓㡯ࡢ㏻▱ࡣ

ຠຊࢆኻࠋࡿࡍࡢࡶ࠺ 

(㸴) ㄆドጤဨࠊྲཱྀࡣ ク᭩ཷࢆ⌮ᚋࡸ㏿ࠊᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ᣦᐃド㸦௨ୗࠕᣦᐃドࠖ

 ࠋࡿࡍࢆ㸧ࠋ࠺࠸

(㸵) ㄆドጤဨࠊࡣᣦᐃドࢆⓎ⾜ࡓࡋᙜヱᶵ㛵ᑐ࡚ࡋᑂᰝ࣭ㄆᐃᴗົࡢ᪥⛬ࢆ㏻

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ⾲බࠊࡶࡿࡍ▱

(㸶) ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ᣦᐃࠊࡣ⪅ࡓࢀࡉᮏせ㡿ཬࡧㄆドጤဨࡢᣦ♧ᇶ࡙ࠊࡁᣦᐃ

ᑂᰝᶵ㛵ࢆົ⩏ࡢ࡚ࡋ㈇ࠋ࠺ 

(㸷) ࡢࡑᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᣦᐃ㛵ࠊࡋᚲせ࡞㡯ࠊࡣㄆドጤဨࠊ࡚࠸࠾ᐃࡵ

 ࠋࡿ

 

㸳㸬ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᑂᰝᴗົࡢኚ᭦࣭୰Ṇ࣭ᗫṆ 

ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࠊࡵࡌࡽ࠶ࠊࡣࡁࡿࡍㄆᐃไᗘᣦᐃ

ᑂᰝᴗົኚ᭦ᢎㄆ᭩㸦௨ୗࠕኚ᭦ᢎㄆ᭩ࠖࠋ࠺࠸㸧ࢆㄆドጤဨᥦฟࡢࡑࠊࡋᢎㄆࢆ

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅཷ

(㸯) ᑂᰝ⏦ㄳᅋయᴫせࡧࡽ࡞ᛂເ⏦ㄳ᭩ཬࡧᣦᐃᑂᰝᶵ㛵බເ㛵ࡿࢃィ⏬᭩ࡢ

ෆᐜࢆኚ᭦ࡿࡍሙྜ㸦㍍ᚤ࡞ኚ᭦ࡣ㝖ࡃ㸧ཪࠊࡣᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢ⤒Ⴀ㛵ಀࡍ

 ሙྜࡿ࠶ࡀኚ᭦࡞ᖜࡿ

(㸰) ࠊࡎ࠼ࢆࡴࡸᑂᰝᴗົࢆ୰ṆཪࡣᗫṆࡿࡍ࠺ࡼࡋሙྜ 

(㸱) ㄆドጤဨ࡛㸦㸰㸧㡯ࡢᢎㄆࡓࡅཷࢆᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣㄆドጤဨࡢᣦ♧ᚑ

ࡢࡽ⮬ࡧࡼ࠾ࠊᢎ⥅ࡢᑂᰝᴗົࡢᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢࡿࡍᢎ⥅ࢆᑂᰝᴗົࠊ࠸

ㄆᐃᴗ⪅ࡢ㏻▱➼ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜ࢆ 

 

㸴㸬ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ྲྀࡢᾘ 

(㸯)ᣦᐃྲྀࡢᾘ⏤ 

ㄆドጤဨࠊࡣᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡀḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࠊࡣࡁࡿࡍᣦᐃᑂᰝᶵ

㛵ࡢᣦᐃࡾྲྀࢆᾘࠋࡍᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᣦᐃࡾྲྀࢆᾘࡓࡋሙྜࢆࢀࡇࠊࡣබ⾲ࡇࡿࡍ

 ࠋࡿࡍ

ձ 1ࠕ.ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵୍ࡢ࡚ࡋ⯡ⓗせồ㡯ࠖࡁࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡉࡓ‶ࢆ 

ղ 㐺ṇ࡞ᑂᰝᴗົࡢ㐙⾜࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆㄆᐃࡁࡓࡋ 

ճ ࡢࡑࠊㄆドጤဨࡀᣦᐃᑂᰝᶵ㛵࠸࡞ࡃࡋࢃࡉࡩ࡚ࡋㄆᐃࡁࡓࡋ 

 

(㸰)ᣦᐃྲྀࡢᾘࡢᡭ⥆ࡁ➼ 

ձ ㄆドጤဨࠊࡣᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᣦᐃࡾྲྀࢆᾘࡍሙྜࡵࡌࡽ࠶ࠊࡣᣦᐃᑂ
ᰝᶵ㛵ᑐࠊ࡚ࡋᣦᐃࡾྲྀࢆᾘࡍ᪥㸦ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᣦᐃࡾྲྀࢆᾘࡓࡋ᪨
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බ⾲ࡿࡍ᪥ࠋ௨ୗࠕᣦᐃྲྀᾘ᪥ࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊ࡚࠸ࡘᙜヱྲྀࡾᾘࢆ⏤⌮ࡍ

࡚ࡋ㏻▱㸦௨ୗࠕᣦᐃྲྀᾘ㏻▱ ࠊࡣㄆドጤဨࠊ㝿ࡢࡇࠋࡿࡍ㸧ࠋ࠺࠸ࠖ

ᮇ㝈ࢆタࠊ࡚ࡅᙜヱྲྀᾘᑐࡿࡍᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢࡽពぢ➼ࡅཷࢆࡿࡅ

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᑐᛂ㐺ษࠊࡣሙྜࡓࡗ࠶ࡀ➼ᘚ᫂ࠊࡋ♧ᩍࢆࡇ

ղ ᙜヱᣦᐃྲྀᾘ㏻▱ࡓࡅཷࢆᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣᙜヱྲྀᾘࠊ࡚࠸ࡘពぢ࠶ࡀ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜ࠊ࡛ࡲᮇ㝈ࡿࡵᐃࡢㄆドጤဨࠊࡣሙྜࡿ

ճ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡀ ࡞ࡋᏑᅾࡀᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡾࡼᾘྲྀࡢᙜヱࠊࡾ࠶࡛ࡘ 1

ᣦᐃࡢᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊ࠸⾜ࢆເ㞟ࡸ㏿ ࠊࡣㄆドጤဨࠊࡣሙྜࡿ࡞ࡃ

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜ࢆ

 

㸵㸬ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ᴗົࡢ⥅ᢎ 

ᴗ⪅ࢆㄆᐃࡿ࠶ࡀࡇࡓࡋᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡀᑂᰝᶵ㛵࡚ࡋᣦᐃࡓࡗ࡞ࡅཷࢆሙ

ࠊࡣሙྜࡓࡅཷࢆࡋᾘࡾྲྀࡢᣦᐃࡀᑂᰝᶵ㛵ࡢᐇ୰ࢆᴗົ࡚ࡋᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡸྜ

ḟࠋࡿࡍࡢࡶ࠺ᢅࡾྲྀࡾ࠾ࡢ 

 ࠋࡪᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠖࡢᚑ๓ࠕࢆᑂᰝᶵ㛵ࡢࡇ

(㸯)ㄆドጤဨࡢ㈐ົ 

ձ ㄆドጤဨࠊࡣᚑ๓ࡢᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᴗົࢆ⥅ᢎࡿࡍᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࢆᣦᐃ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

ղ ㄆドጤဨࠊࡣᴗົࡢ⥅ᢎ࡚࠸ࡘᚲせ࡞㡯ࠊࢆᚑ๓ࡢᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ཬ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ♧ᣦᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡿࡍᢎ⥅ࢆᴗົࡧ

ճ ㄆドጤဨࠊࡣᚑ๓ࡢᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢࡽᴗົࡢ⥅ᢎࠊ࡚࠸ࡘᚑ๓ࡢᣦ
ᐃᑂᰝᶵ㛵ཬࡧᴗົࢆ⥅ᢎࡿࡍᑂᰝᶵ㛵ࠊᮇ㝈ࢆ㏻▱ࠋࡿࡍ 

ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢ࡚ࡋᣦᐃࡾྲྀࢆᾘࡍሙྜࡢࡇࠊᮇ㝈ࡣᣦᐃྲྀᾘ᪥ࠋࡿࡍ 

մ ㄆドጤဨࠊࡣᚑ๓ࡢᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡽᴗົࢆ⥅ᢎࡿࡍᣦᐃᑂᰝᶵ㛵
ᣦᐃࡓࡋᮇ᪥ࠊ࡛ࡲᚑ๓ࡢᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡀᴗົࢆ⤊ࠊࡋ㐺ษᘬࡁ⥅

 ࠋࡿࡍࡇࡿࡍㄆ☜ࢆࡇࡓࢀࡀ

(㸰)ᚑ๓ࡢᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢ㈐ົ 

ձ ㄆドጤဨࡽᣦ♧ࡓࢀࡉࠊࢆㄆドጤဨࡽᣦ♧ࡓࢀࡉᮇ㝈ࠊ࡛ࡲ
ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡣ⥅ᢎ࡚࠸ࡘㄔᐇᑐᛂࠊࡋࡇࡿࡍᚲせ࡞᭩㢮➼ࡘ

ᣦᐃᑂࠊ㝿ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡀ⥅ࡁᘬᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡿࡍᢎ⥅࡚࠸

ᰝᶵ㛵ࡢ࡚ࡋᴗົࢆ⤊ᩚࡢࡵࡓࡿࡍ⌮㸦⏦ㄳཷࠊᑂᰝ୰ࡢࠊᙜ

ヱᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡿࡍ⌮⟶ࡀㄆᐃᴗ⪅ᩚࡢ⌮➼㸧ཬࡓࡋ⌮ᩚࡧᴗົࢆ

⥅ᢎࡿࡍᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᘬࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜ࢆࡂ⥅ࡁ 

ղ ᚑ๓ࡢᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡀᙜヱᖺᗘᑂᰝཷᑂᴗ⪅ཷࡽ㡿ࡓ࠸࡚ࡋ⏦ㄳ
᭩㢮ࡧࡼ࠾ᑂᰝᡭᩘᩱࠊࡣᑂᰝཷᑂᴗ⪅ᑐ࡚ࡋ㐺ษ㏉㑏ࡢࡶࡿࡍ

 ࠋࡿࡍ

ճ ࠊ࠾࡞ᚑ๓ࡢᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡀᙜヱᖺᗘᑂᰝཷᑂᴗ⪅ᑐ࡚ࡋᑂᰝࢆᐇ
ࡓ࠸࡚ࡋሙྜ࡛ࠊࡶᴗࢆ⥅ᢎࡿࡍᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᑂᰝෆᐜࠊᑂᰝ⤖

ᯝࡣ࡚࠸ࡘ⥅ᢎࠋࡿࡍࡢࡶ࠸࡞ࡋ 
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(㸱)ᴗົࢆ⥅ᢎࡿࡍᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢ㈐ົ 

ձ ⥅ᢎࢆᣦ♧ࡓࢀࡉᣦᐃᑂᰝᐃᶵ㛵ࠊࡣ≉ẁࡢ⏤࠸࡞ࡀ㝈ࢀࡇࠊࡾᚑࢃ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞

ղ ᚑ๓ࡢᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢࡽᴗົࡢ⥅ᢎࠊࡣ≉ẁ࠸࡞ࡀ⏤⌮ࡢ㝈ࠊࡾㄆドጤ
ဨࡽᣦ♧ࡓࢀࡉᮇ᪥࡛ࡲᐇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ 

ճ ⥅ᢎᚋࡸ㏿ࠊ㛵ಀࡿࡍㄆᐃᴗ⪅➼ࡢࡑ᪨㏻▱ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ 
 

➨㸳 〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ࡢ⏦ㄳࠊㄆᐃ➼ࡢᡭ⥆ࡁ 

〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ࡢㄆᐃ࡚࠸ࡘᚲせ࡞ᡭ⥆ࠊࡣ➼ࡁḟࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ 
 
㸯㸬 ᑂᰝᑐ㇟ࡿ࡞ᴗࡧࡽ࡞ㄆᐃ༢ 

⏦ㄳ᪥ᮏᅜෆᮏᗑⓏグࠊࡾ࠶ࡀ㸦Ⓨὀ⪅ᴗሙෆ࣭ᕤሙᵓෆཪࡣ⮬♫ᕤሙෆ

࡚㸧〇㐀⣔ࡢㄳ㈇ࢆᴗ࡚ࡋႠࡴᴗ㸯ἲேࡁࡘ㸯ಶࡢㄆᐃࠋࡿࡍ 
 

㸰㸬 Ḟ᱁᮲㡯 

〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅࡚ࡋㄆᐃ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅཷࢆḞ᱁᮲㡯ࠊࡣ࡚࠸ࡘ

ู⣬ࠕ〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ ㄆᐃḞ᱁᮲㡯ࠖࠋࡾ࠾ࡢ 
 
㸱㸬 ⏦ㄳ 

〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ࡢㄆᐃ⏦ㄳ㛵ࡿࡍົᡭ⥆ูࠊࡣ࡚࠸ࡘࡁ⣬ࠕ〇㐀ㄳ

㈇ඃⰋᴗ⪅ㄆᐃไᗘ ㄆᐃ⏦ㄳ㛵ࡿࡍつᐃࠖࠋࡾ࠾ࡢ 
 

㸲㸬 ᡭᩘᩱ 

〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ࡢㄆᐃ⏦ㄳ㛵ࡿࡍᡭᩘᩱูࠊࡣ࡚࠸ࡘ⣬ࠕ〇㐀ㄳ㈇ඃ

Ⰻᴗ⪅ㄆᐃไᗘ ⏦ㄳᡭᩘᩱ㛵ࡿࡍつᐃࠖࠋࡾ࠾ࡢ 
 

㸳㸬 ᑂᰝ 

(㸯)ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣḟࡢᑂᰝࢆᐇࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

ձ ᭩㢮ᑂᰝ 

⏦ㄳ᭩㢮ࡢෆᐜࢆ☜ㄆࠊࡋ⏦ㄳᚲせ࡞᭩㢮࡚ࡍࡀᥞࠊࡿ࠸࡚ࡗᚲせ㡯

ᛂᚲせࠊࡋㄆ☜ࢆ➼࠸࡞ࡀⅬ࡞ㄳ᭩㢮㛫࡛ᩚྜ⏦ࠊࡿ࠸࡚ࢀࡉグ㍕ࡀ

 ࠋࡿࡏࡉᥦฟࢆㄳ᭩㢮⏦⪅ㄳ⏦࡚ࡌ

ղ ᮏ♫ᑂᰝ㸦⌧ᆅᑂᰝཪࢺ࣮ࣔࣜࡣᑂᰝ㸧 

ᮏ♫ࠊ࡚࠸ࡘᥦฟࡓࢀࡉ⮬Ⅼ᳨⾲ᇶ࡙ࡓ࠸ᑂᰝࢆᐇࠋࡿࡍ 

ճ ㄳ㈇ᴗᡤᑂᰝ㸦⌧ᆅᑂᰝཪࢺ࣮ࣔࣜࡣᑂᰝ㸧 

⏦ㄳࡿ࠸࡚ࡋື✌ㄳ㈇ᴗᡤ㸦ཎ๎ࠊ㸰࢝ᡤ㸧ࠊ࡚࠸ࡘᥦฟࡓࢀࡉ⮬

Ⅼ᳨⾲ᇶ࡙ࡓ࠸ᑂᰝࢆᐇࠋࡿࡍ 

≉ẁࡢࡿ࠶ࡀሙྜࠊࡣㄳ㈇ᴗᡤࡀ㸯࢝ᡤ࡛ࡶⰋࠋ࠸≉ẁࡢࠊࡣḟ

 ࠋࡍᣦࢆሙྜࡢ

z ㄳ㈇ᴗᡤࡀ㸯࢝ᡤࡋዎ⣙࠸࡞࠸࡚ࡋሙྜࠋ 

z Ⓨὀ⪅ࡿࡼᶵᐦಖᣢࡢせㄳࡸ⮬↛⅏ᐖ࣭ᨾࡢᙳ㡪ࠊ࡞ᑂᰝᶵ㛵ࡸࡀ
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 ࠋሙྜࡓࡋุ᩿ࡿ࠶ࡀ࠸࡞ᚓࢆࡴ
(㸰)ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣ⏦ㄳ⪅ࡀㄆᐃᇶ‽࡚࠸ࡘྰࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆᑂᰝࡶ࠺⾜ࢆ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆ➼㉁ၥࠊㄪᰝࠊ⠊ᅖ࡛࡞ᚲせ࡚ࡋᑐ⪅ㄳ⏦㝿ࡢࡑࠊࡋࡢ

(㸱)ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣᐇᆅཪ࡚ࢺ࣮ࣔࣜࡣᑂᰝࡵࡌࡽ࠶ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࠺⾜ࢆ⏦ㄳ

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋỴᐃࢆ᪥ࡿࡍᐇࢆᑂᰝࠊୖࡢㄪᩚ⪅

(㸲)ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊูࡣ ㏵ࠊᣦᐃᑂᰝᶵ㛵බເせ㡯࡛ᐃࡿࡵ㈨᱁➼ࢆ᭷ࡿࡍᑂᰝဨ㸰ྡ

௨ୖࡾࡼ⏦ㄳ⪅ࡢᢸᙜᑂᰝဨ࡚ࡋ㑅ᐃࠊࡋ⏦ㄳ⪅ࡵࡌࡽ࠶㏻▱ࠋࡇࡿࡍ 

(㸳)ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣᑂᰝ୰ࡢෆᐜ⩏ࡁࡓࡌ⏕ࡀ㏣ຍᑂᰝࢆᐇࠋࡿࡍ 

(㸴)ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣ⏦ㄳ⪅ࡀᑂᰝᚲせ࡞༠ຊࠊ࡞࠸࡞ࢃ⾜ࢆᑂᰝࡀ⥆⥅ࡢᅔ㞴

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ୰Ṇࢆᑂᰝࠊࡣሙྜࡓࡗ࡞

(㸵)ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡿࡼᑂᰝࠊ࡚࠸࠾⏦ㄳ⪅ᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡣ⪅ࡿࡍ㛵࡞ࡣ࡚ࡋ

 ࠋ࠸࡞ࡽ

(㸶)๓㡯ࠕࡿࡅ࠾ᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡣࠖ⪅ࡿࡍ௨ୗࠋࡿࡍ⪅ࡢ 

ձ ⏦ㄳ⪅ཬࡢࡑࡧぶ♫ࠊᏊ♫ࠊ㛵㐃♫ࠊ㐃⤖♫ࡢᙺ⫋ဨࡢᆅࡿ࠶⪅
㸦↓ሗ㓘ࠊ㞳⫋ᚋ㸱ᖺ௨ෆࠋࡴྵࢆ㸧 

ղ ⏦ㄳ⪅ࡢ௦⾲ᶒࢆ᭷ࡢ⪅ࡿࡍ㸱ぶ➼௨ෆࡢぶ᪘ 

ճ ⏦ㄳ⪅ࡢ㛫࡛ࠊᰴᘧࠊ♫മྲྀࡢᚓࠊ㔠㖹ᾘ㈝㈚ዎ⣙➼ࡢࡑࠊ㛵ಀࢆၥࠊࡎࢃ
⤒῭ⓗ┈㛵ಀࡿ࠶⪅ 

㸴㸬 ㄆᐃ 

(㸯)ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣ௨ୗᚑ࡚ࡗ〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅㸦௨ୗࠕࠊㄆᐃᴗ⪅ࠖ

 ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺⾜ࢆㄆᐃࡢ㸧ࠋ࠺࠸

ձ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊูࡣ ㏵ࠊᣦᐃᑂᰝᶵ㛵බເせ㡯࡛ᐃࡿࡵ⟶⌮┘╩㈐௵⫋ဨࡢ

ദࡢ㆟㸦௨ୗࠕࠊᑂᰝ㆟ࠖ࠺࠸㸧ࠊࡾࡼㄆᐃࢆྰྍࡢỴᐃࠋࡇࡿࡍ

 ࠋࡿࡁᖍ࡛ྠࡀ㐠Ⴀཷクᅋయົᒁࡌᛂᚲせࠊࡣᑂᰝ㆟ࠊ࠾࡞

ղ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣㄆドጤဨࡿࡼㄆドཬࡢࡑࡧ⤖ᯝࡢ༠㆟㆟ࡢᢎㄆࢆ
ࡋᑐ⪅ㄆᐃᴗࠊࡋ▱㏻⪅ㄳ⏦࡚࠸ࡘྰྍࡢㄆᐃࡸࡳࡍࠊᚋࡓࡅཷ

ㄆᐃドࠖࠕࠊ〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃド㸦௨ୗࠊ࠸ᚑᵝᘧࡿࡵ㏵ᐃูࡣ࡚

 ࠋࡇࡿࡍࢆ㸧࠺࠸

(㸰)ㄆᐃࡢ᭷ຠᮇ㛫ࠊࡣ௨ୗࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ 

ձ ㄆᐃドࡢ᭷ຠᮇ㛫ࠊࡣᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡽㄆᐃࡓࡅཷࢆ᪥ࡽ㉳⟬࡚ࡋ㸱ᖺࢆ
⤒㐣ࡿࡍ᪥ࡢᒓࡿࡍ᭶ࡢᮎ᪥ࡢࡇࠊࡋ࡛ࡲ᭷ຠᮇ㛫㝈ࠊࡾ〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺

ṇᴗ⪅ㄆᐃࢡ࣮࣐㸦௨ୗࠕࠊㄆᐃࠋ࠺࠸ࠖࢡ࣮࣐㸧ࢆ⏝ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

 ࠋࡿࡵ㏵ᐃูࡣ࡚࠸ࡘ⏝ࡢࢡ࣮࣐ㄆᐃࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡢࡶ

ղ ㄆᐃドࡢ᭷ຠᮇ㛫୰ࠊㄆᐃドࢆࡓࡋᅋయࡀἲே࡚ࡋᾘ⁛ࡲࠊࡿ࠸࡚ࡋ
ሙࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵࡛ࡣࡓ 㸦ྜ௨ୗࠊᣦᐃᑂᰝᶵ㛵࡚ࡋゎᾘࡓࡋ

ሙྜ࠺࠸㸧ࠊㄆᐃࡢຠຊࡣᙳ㡪ࠋ࠸࡞ࡋ 

ճ ㄆᐃドࡢ᭷ຠᮇ㛫୰ࠊేྜศ♫➼ࡓࢀࢃ⾜ࡀሙྜࠊࡣ࡚࠸ࡘㄆドጤဨ
ࡓࢀࢃ⾜ࡀ➼ศ♫ࠊేྜࠊኚ᭦ྡ♫ࠊࡣ⪅ㄆᐃᴗࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡍุ᩿ࡀ

ሙྜࠊࡣ㐜ࡃ࡞ㄆᐃࡓࡅཷࢆᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ᒆࡅฟࠋࡇࡿᣦᐃᑂᰝᶵ㛵

↓ࠊ᭷ຠࡢㄆᐃࡢ⪅ᙜヱㄆᐃᴗࡿࡼㄆドጤဨࠊฟ࡚ࡅᒆㄆドጤဨࡣ

ຠࢆุ᩿ࡢᚓࠋࡇࡿ 

մ ㄆᐃドࡢ᭷ຠᮇ㛫୰ࠊ✌ാࡿ࠸࡚ࡋㄳ㈇ᴗᡤࡀ㸯࢝ᡤࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡶሙྜ
 ࠋ࠸࡞ࡋᙳ㡪ࡣຠຊࡢㄆᐃࠊࡶ࡛

(㸱)ㄆᐃᴗ⪅ࡣ௨ୗࡢ㈐ົ࡚࠸ࡘ༑ศㄆ㆑ࠊࡋᴗ㐠Ⴀࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢃ⾜ࢆ 

ձ ㄆᐃᴗ⪅ࠊࡣ㹅㹈ㄆᐃไᗘࡢᐇ㛵ࠊࡋᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡣ࠸ࡿ࠶ㄆドጤဨ
 ࠋࡇࡿࡌᛂᦸ┿ࡣሙྜࡓࡗ࠶ࡀࡵồࡢㄪᰝ࣭☜ㄆ࡞ᚲせࡿࡼ

ղ ㄆᐃᴗ⪅ࠊࡣㄆᐃᇶ‽㛵ࡿࢃ㡯ࠊ࡚࠸ࡘㄆᐃࡢ≧ἣኚ᭦ࡿ࠶ࡀሙ
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 ࠋࡇࡿฟࡋ⏦ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡓࡅཷࢆㄆᐃࡸ㏿ࠊࡣྜ

 

㸵㸬 ᑂᰝ 

(㸯)ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡽ⮬ࠊࡣㄆᐃࡓࡋㄆᐃᴗ⪅ࡢᑂᰝෆᐜ⩏ࠊࡁࡓࡌ⏕ࡀ⩏ࡢ

ཎᅉࡓࡗ࡞ᐇࡢ☜ㄆࢆᐇࠋࡿࡍ 

(㸰)ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣ⩏ࡢཎᅉࡓࡗ࡞ᐇࢆ☜ㄆࡓࡋሙྜࠊㄆドጤဨࡢᢎㄆࢆᚓ

࡚ᙜヱㄆᐃᴗ⪅ᑐ࡚ࡋᑂᰝࢆᐇࠋࡿࡍ 

(㸱)ᑂᰝࡢつᐃࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ➨㸳 ⏦ㄳࠊㄆᐃ➼ࡢᡭ⥆ࠕࡢࠖࡁ㸳.ᑂᰝࠖࡍ⏝‽ࢆ

 ࠋࡿ

 

㸶㸬 ࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇ 

(㸯)ࡢࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇ┠ⓗ 

ᑂᰝ⤖ᯝุ࡛᫂ࡓࡋᨵၿࡀᚲせ࡞ㄢ㢟ࢆ᫂☜ཷࠊࡋᑂᴗ⪅ࡢㄳ㈇ᴗࡢ㐠Ⴀ

యไࡢᙉࠊၥ㢟Ⅼࡢᑐ⟇➼ࠊ࠸⾜ࢆ᭦ࡿ࡞ㄳ㈇ᴗࡢ㐺ṇ࣭㞠⏝⟶⌮ࡢᨵၿࡀ

 ࠋࡿࡆ࡞ࡘࡇࡿࡁ࡛
(㸰)ᐇ⤌⧊ࡢศᢸ 

ձ ༠㆟ 

 ࠋࡿࡍᵓ⠏ࢆࡳ⤌ᯟࡢࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇ

ղ ㄆドጤဨ 

ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇࡢᐇࢆ⟶⌮࣭ᣦᑟࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇࠊࡋෆᐜࢆᢎ

ㄆࠋࡿࡍ 

ճ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵 

ᐃุྰྜࠊࡋ⢭ᰝࢆෆᐜࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇ࡚࠸ᇶ࡙㈨ᩱࡢࡽᑂᰝဨ()

 ࠋࡿᚓࢆᢎㄆࡋሗ࿌ㄆドጤဨࡶ

ලయⓗࢆⅬࡁࡍᨵၿࡈ┠ᑂᰝ㡯ࡢ‽ᑂᰝᇶࠊ࠸⾜ࢆᑂᰝࡣᑂᰝဨ()

ሗ࿌ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࢆ➼㡯ࡿ࡞㈨ᩱࡢࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇࠋࡿࡍᣦ

 ࠋࡿࡍ

(㸱)ࡢࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇᑐ㇟ 

ྜ᱁ࡧࡼ࠾ྜ᱁ཷࡢ࡚ࡍࡢᑂᴗ⪅ࢆᑐ㇟ࠋࡿࡍ 
(㸲)ࡢࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇ᪉ἲ 

ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡀᑂᰝࠊู࡚ࡏࢃྜྰྜࡢ ㏵ᐃࡿࡵᵝᘧ࡛ཷᑂᴗ⪅㏻▱ࠋࡿࡍ 
 

㸷㸬 ㄆドጤဨࡿࡼ⏦ㄳ⪅ࡢᑂᰝ࣭ㄆᐃ 

(㸯)ㄆドጤဨࠊࡣᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢࡽ⏦ㄳᇶ࡙ࠊࡁᑂᰝ࣭ㄆᐃࡀ㐺ษࡇࡓࢀࡉ࡞

 ࠋࡿࡍ▱㏻ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࢆ᪨ࡢࡑࠊࡋỴᐃࢆㄆドࡣࡓࡲㄆド࡚࠸ࡘ

(㸰)ㄆドጤဨࠊࡵࡌࡽ࠶ࠊࡣㄆド⏦ㄳᚲせ࡞㡯㸦⏦ㄳࡢ᪉ἲࠊᮇ㝈ࠊᥦฟ≀➼㸧

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ▱㏻ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡵᐃࢆ

(㸱)ㄆドጤဨࠊࡣㄆドࡵࡓࡿࡍᚲせ࡞⠊ᅖࠊ࡚࠸࠾ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ᑐࠊ࡚ࡋㄪᰝ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵồࢆ➼ㄝ᫂ࡣࡓࡲᥦฟࡢ㏣ຍ㈨ᩱࠊᐇࡢ

(㸲)ㄆドጤဨࠊࡣᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢ⏦ㄳ࡚࠸ࡘㄆドࡿࡍሙྜࡢࡑࠊࡣ⌮⏤ཬࡧᮇ

㝈ࢆࠊ࡚ࡋᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ᑐ࡚ࡋᨵၿࢆࡇࡿࡍᣦ♧ࠊࡋᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣᣦ♧

 ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺⾜ࢆㄳ⏦ࡢㄆド࡚ࡵᨵᮇ㝈ෆࡓࢀࡽࡵᐃࠊ࡛ୖࡓࡋᨵၿ࠸ᚑ

ࡍᵝྠࡶሙྜࡍᾘࡾྲྀࢆㄆドࠊࡾ࠶ࡀഛㄳෆᐜ⏦ࡢ㐣ཤࠊᚋࡓࡋㄆドࠊࡓࡲ

 ࠋࡿ

 

㸯㸮㸬 ㄆᐃྲྀࡢᾘ 

(㸯)ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊཪࠊࡣᣦᐃᑂᰝᶵ㛵࡛ࡀࡽ⮬ࠊࡣ⪅ࡓࡗ࠶ㄆᐃࡓࡋㄆᐃᴗ⪅ࠊࡀ
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 10 / 10 

ḟࡢ㡯ࡢࢀࡎ࠸ࡢ⏤ヱᙜࡓࡋሙྜࠊㄆᐃࡾྲྀࢆᾘࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡇࡍㄆ

ᐃᴗ⪅ࢆㄆᐃࡓࡋᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡀゎᩓ➼ࡾࡼᏑᅾ࠸࡞ࡋሙྜࠊࡣㄆドጤဨ

ࡀㄆࡀ⪅ࡿࡵㄆᐃྲྀࡢᾘࠋࡿࡍࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆ 

ձ ㄆᐃ⏦ㄳࡸᑂᰝ㝿ࠊࡋᥦ♧ࡓࡋ᭩㢮ࡸㄝ᫂ഇࡓࡗ࠶ࡀሙྜ 

ղ ⏦ㄳ⪅ᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡀ⪅ࡿࡍᙜヱ⏦ㄳ⪅ࡢᑂᰝࢆᐇࡀࡇࡓ࠸࡚ࡋ᫂ࡽ
 ሙྜࡓࡗ࡞

ճ ປാ㛵ಀἲ௧ಀࡿ㔜࡞ἲ௧㐪➼ྲྀࠊᾘࡀጇᙜࡿࢀࡉุ᩿⏤ࡌ⏕ࡀ
 ሙྜࡓࡗ࡞ࡽ᫂ࡀࡇࡓ

մ ➨㸳 㸵㸬ᑂᰝࡢ⤖ᯝྲྀࠊᾘࡀ┦ᙜࡓࢀࡉุ᩿ሙྜ 

յ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ྜࡀ⌮ⓗ࡞᰿ᣐᇶ࡙ࡁᑂᰝࡢ༠ຊࢆせㄳࡶࡿ࠸࡚ࡋ㛵
 ሙྜ࠸࡞ࡌᛂࡃ࡞⏤⌮࡞ⓗ⌮ྜ࡚ࡋᑐᙜヱせㄳࠊࡎࡽࢃ

ն ㄆᐃᴗ⪅ࡽ⮬ࠊࡀㄆᐃࢆ㏉ୖ࠸ࡓࡋ᪨⏦ࡋฟࡓሙྜ 

(㸰)ㄆドጤဨࡿࡼㄆᐃྲྀᾘࡢㄆド 

ձ 㸦㸯㸧㡯ࠊࡾࡼᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡀㄆᐃྲྀᾘࢆᐇࡿࡍሙྜࠊࡣն㡯௨እࡢ⌮⏤
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ࢆᶵࡢᘚ᫂⪅ㄆᐃᴗ๓ࠊࡣሙྜࡿࡼ

ղ ๓ձ㡯ࢆᐇࠊ࡛ୖࡓࡋᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡀㄆᐃࡾྲྀࢆᾘࡍሙྜࠊࡣㄆドጤဨ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅཷࢆㄆドࡿࡼ

ճ ㄆドጤဨࡿࡼㄆドᡭ⥆ࠊࡣ࡚࠸ࡘࡁ➨㸳 㸷㸬ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡿࡼ⏦ㄳ

 ࠋࡿࡍࡌྠㄆドࡿࡍᑐᑂᰝ࣭ㄆᐃࡢ⪅

(㸱)ㄆᐃᴗ⪅ᑐྲྀࡿࡍᾘ㏻▱➼ 

ձ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣㄆᐃᴗ⪅ࡢㄆᐃࡾྲྀࢆᾘࡍሙྜࡵࡌࡽ࠶ࠊࡣᙜヱᴗ⪅
๐ࡢࡽࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࠊ⏝୰Ṇࡢࢡ࣮࣐᪥㸦ㄆᐃࡍᾘࡾྲྀࢆㄆᐃࠊ࡚ࡋᑐ

㝖➼࠺⾜ࢆ᪥ࠋ௨ୗྲྀࠕᾘ᪥ࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊ࡚࠸ࡘᙜヱྲྀࡾᾘࢆ⏤⌮ࡍࡋ

࡚㏻▱㸦௨ୗྲྀࠕᾘ㏻▱ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢࡇࠋࡿࡍ㝿ࠊᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣᮇ㝈ࢆ

タࠊ࡚ࡅᙜヱྲྀᾘᑐࡿࡍᙜヱᴗ⪅ࡢࡽពぢ➼ࡅཷࢆࢆࡇࡿࡅᩍ♧

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᑐᛂ㐺ษࠊࡣሙྜࡓࡗ࠶ࡀ➼ᘚ᫂ࠊࡋ

ղ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊྲྀࡣ ᾘ㏻▱ࡓࡗ⾜ࢆሙྜࠊࡸ㏿ࠊࡣㄆドጤဨࡾྲྀᾘࡋ

࣒࣮࣍ࡿಀ㹅㹈ㄆᐃไᗘࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋሗ࿌ࠊ࡚ࡋࢆ⏤⌮ࡓ

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ๐㝖ࢆ➼⛠ྡࡢ⪅ᴗࡓࡋᾘࡾྲྀࠊࡽࢪ࣮࣌

ճ ྲྀᾘ㏻▱ࡓࡅཷࢆㄆᐃᴗ⪅ࠊࡣᙜヱྲྀᾘ᪥ࠊ࡛ࡲㄆᐃࡢࢡ࣮࣐⏝ࡢ୰Ṇࠊ
ㄆᐃᴗ⪅ࡢ࡚ࡋᗈሗ➼ࢆ୰Ṇࠊ࠾࡞ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᙜヱ㏻▱ࡅཷࢆ

ࡢᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣሙྜࡿ࠶ࡀ➼ពぢࠊ࡚࠸ࡘᙜヱྲྀᾘࠊࡣ⪅ㄆᐃᴗࡓ

ᐃࡿࡵᮇ㝈ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜ࠊ࡛ࡲ 

մ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࠊࡣㄆᐃࡾྲྀࢆᾘࡓࢀࡉᴗ⪅ࠊྲྀࡀ ᾘ᪥௨㝆ࡶㄆᐃࡢࢡ࣮࣐

ሙࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ┦ᵝ࡞࠺ࡼࡢࡿ࠶࡛⪅ㄆᐃᴗࡶࡓ࠶ࠊ➼ࡿࡍ⥆⥅ࢆ⏝

ṇ࣭ࡕ┤ࠊ࡚ࡋᑐ⪅ᙜヱᴗࠊࡣྜ ୰Ṇ࠺ࡼࡿࡍࢆồࠋࡿࡍࡇࡿࡵ

ᣦᐃᑂᰝࠊࡣሙྜࡿ࠸࡚ࡋᣢ⥔ࢆ┦ᵝ࡞࠺ࡼࡢ๓㏙ࠊࡎࡌᛂࡵồࡢࡇࠊ࠾࡞

ᶵ㛵ࡢࡑࡀᐇࢆබ⾲ࠋࡿࡍࡇࡿࡍ 

 

➨㸴 㝃๎ 

ᮏ㐠Ⴀせ㡿ࠊࡣᚲせᛂࠊࡌ༠㆟ࡢᢎㄆࡢୗࠊぢ┤ࠋ࠺⾜ࢆࡋ 
㸦௨ୖ㸧 
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参考 3 協議会設置要綱 
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〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟ タ⨨せ⥘ 
 

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸲᭶㸰㸵᪥ไᐃ 
〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟ 

 
〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ㐠Ⴀせ㡿 ➨㸱ࡢ㸯ࡢ〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟ 

タ⨨せ⥘ࠊ࡚࠸ࡘ௨ୗࡾ࠾ࡢᐃࠋࡿࡵ 
 
㸦┠ⓗ㸧 
➨㸯᮲ ཌ⏕ປാ┬ጤクᴗ࡚ࡋ〇㐀ㄳ㈇ᴗࡢ㐺ṇ㞠⏝⟶⌮ᨵၿࡢ᥎㐍ࠊ〇㐀ㄳ

㈇ᴗ⏺ࡢᕷሙ➇தࡢࢆᐇ⌧ࠊࡋ〇㐀ᴗົࡢ㉁ⓗᨵၿࡢࡵࡓ࠺⾜ࢆ〇㐀ㄳ㈇

ᴗ⪅ㄆᐃไᗘ㸦௨ୗࠕࠊGJㄆᐃไᗘࠖࠋ࠺࠸㸧ࢆ㐺ษ㐠Ⴀࠊࡵࡓࡿࡍ〇㐀ㄳ
㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟㸦௨ୗࠕ༠㆟ࠖࠋ࠺࠸㸧ࢆタ⨨ࠋࡿࡍ 
 

㸦௵ົ㸧 
➨㸰᮲ ༠㆟ࠊࡣḟྕྛࡢᥖࡿࡆ㡯ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺⾜ࢆ 
㸯. GJㄆᐃไᗘࡢㄆᐃᇶ‽ࡢၥ㢟Ⅼࡸㄢ㢟➼ࢆᢕᥱࠊࡋᚲせᛂ࡚ࡌㄆᐃᇶ‽ࡢᨵゞ
 ࠋ࠺⾜ࢆ

㸰. ༠㆟ࡢእ㒊ᶵ㛵࡚ࡋㄆドጤဨࢆタ⨨ࠊ࡚ࡋGJㄆᐃไᗘࡢᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢᣦ
ᑟ࣭⟶⌮➼ࠋ࠺⾜ࢆ 

㸱. GJㄆᐃไᗘࡢ࿘▱ GJㄆᐃไᗘࡢ┦ㄯࠊຓゝࠋ࠺⾜ࢆ 
㸲. ࡢࡑࠊGJㄆᐃไᗘࡢ㐺ษ࡞㐠Ⴀᚲせ࡞ᴗົࠋ࠺⾜ࢆ 

 
㸦㐠Ⴀ➼㸧 
➨㸱᮲ ༠㆟ࠊࡣḟྕྛࡢᥖࡾ࠾ࡿࡆ㐠Ⴀࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 
㸯. ༠㆟ࠊࡣᏛ㆑⤒㦂⪅ࠊ〇㐀ᴗᅋయࠊㄳ㈇ᴗᅋయࡢ᭷㆑⪅ࡿ࡞ࡽጤဨ㸦௨ୗ
 ࠋࡿࡍ㸧࡛ᵓᡂࠋ࠺࠸ጤဨࠖࠕ

㸰. ጤဨࡢ௵ᮇࠊࡣ㸯ᖺࡋ௵ࢆጉࠊࡋࡔࡓࠋ࠸࡞ࡆጤဨḞဨࡓࡌ⏕ࡀሙྜࡢ⿵Ḟ
 ࠋࡿࡍṧ௵ᮇ㛫ࡢ⪅௵๓ࠊࡣᮇ௵ࡢጤဨࡢ

㸱. ༠㆟ࡣ㛗ࡧࡼ࠾㛗ࠋࡃ⨨ࢆ 
㸲. 㛗ࡧࡼ࠾㛗ࠊࡣጤဨࡢ㑅ࡾࡼᏛ㆑⤒㦂⪅ጤဨࡢ୰ࡽ㑅ฟࠋࡿࡍ 
㸳. 㛗ࠊࡣົࠊࡋ⌮⥲ࢆ༠㆟ࢆ௦⾲ࠋࡿࡍ 
㸴. 㛗ࠊࡣ㛗 ࡢែࢆົ⫋ࡢࡑࠊࡁࡓࡗ࠶ࡀ௦⌮ࠋࡿࡍ 
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㸵. ༠㆟ࠊࡣጤဨࡢ㐣༙ᩘࡢฟᖍࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ㆟ࢆ㛤ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡃ 
㸶. ㆟ࠊࡣጤဨࡢฟᖍ⪅ࡢ㐣༙ᩘ࡚ࡗࡶࢆỴࠋࡿࡍ 
㸷. 㛗ࠊࡣᚲせᛂ࡚ࡌጤဨ௨እࢆ⪅ࡢ㆟ฟᖍࠊࡏࡉពぢࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍྲྀ⫈ࢆ
 ࠋࡿ
 

㸦ᗢົ㸧 
➨㸲᮲ ༠㆟ࡢᗢົཷࠊࡣクᅋయ࡚࠸࠾ฎ⌮ࠋࡿࡍ 
 
㸦㞧๎㸧 
➨㸳᮲ ࡢࡇせ⥘ᐃࠊࡢࡢࡶࡿࡵᚲせ࡞㡯ูࡣ㛗ࡀᐃࠋࡿࡵ 
 
㸦㝃๎㸧 
➨㸴᮲ ࡢࡇせ⥘ࠊࡣᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸲᭶㸰㸵᪥ࡽ⾜ࠋࡿࡍ 
 
㸦௨ୖ㸧 
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参考 4 認証委員会設置要綱 
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ㄆドጤဨ タ⨨せ⥘ 
 

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸲᭶㸰㸵᪥ไᐃ 
〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟ 

 
〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ㐠Ⴀせ㡿 ➨㸱ࡢ㸰ࡢㄆドጤဨ タ⨨せ⥘ࠊ࡚࠸ࡘ

௨ୗࡾ࠾ࡢᐃࠋࡿࡵ 
 

㸦┠ⓗ㸧 
➨㸯᮲ 〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ㸦௨ୗࠕGJㄆᐃไᗘ ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢ㸧ࠋ࠺࠸ࠖ

ᣦᑟ࣭ࡢ ༠㆟ࠕ〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟㸦௨ୗࠊࡵࡓ࠺⾜ࢆ➼⌮⟶ 㸧ࠋ࠺࠸ࠖ

 ࠋࡃ⨨ࢆㄆドጤဨ
 

㸦௵ົ㸧 
➨㸰᮲ ㄆドጤဨࠊࡣḟྕྛࡢᥖࡿࡆ㡯ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺⾜ࢆ 
㸯. GJㄆᐃไᗘᑂᰝᶵ㛵ࡢᣦᐃࠋ࠺⾜ࢆ 
㸰. ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ᑐࡿࡍᣦᑟࠋ࠺⾜ࢆ⌮⟶ࠊ 
㸱. ᣦᐃᑂᰝᶵ㛵ࡢㄆᐃᑂᰝࡀ㐺ṇᐇࡢࡇࡓࢀࡉㄆドࠋ࠺⾜ࢆ 

 
㸦㐠Ⴀ➼㸧 
➨㸱᮲ ㄆドጤဨࡢయไ➼ࠊࡣḟྕྛࡢᥖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡿࡆ 
㸯. ㄆドጤဨࠊࡣᏛ㆑⤒㦂⪅〇㐀ㄳ㈇ᴗ㛵ࡿࡍ᭷㆑⪅ࡿ࡞ࡽጤဨ㸦௨ୗࠕጤ

ဨࠖࠋ࠺࠸㸧࡛ᵓᡂࠋࡿࡍ 
㸰. ጤဨࡢ௵ᮇࠊࡣ㸯ᖺࡋ௵ࢆጉࠊࡋࡔࡓࠋ࠸࡞ࡆጤဨḞဨࡓࡌ⏕ࡀሙྜࡢ⿵

Ḟࡢጤဨࡢ௵ᮇࠊࡣ๓௵⪅ࡢṧ௵ᮇ㛫ࠋࡿࡍ 
㸱. ㄆドጤဨࡣጤဨ㛗ࡧࡼ࠾ጤဨ㛗௦⌮ࠋࡃ⨨ࢆ 
㸲. ጤဨ㛗ࡧࡼ࠾ጤဨ㛗௦⌮ࠊࡣጤဨࡢ㑅ࡾࡼᏛ㆑⤒㦂⪅ጤဨࡢ୰ࡽ㑅ฟࠋࡿࡍ 
㸳. ጤဨ㛗ࠊࡣㄆドጤဨࡢົࢆᤸ⌮ࠊࡋㄆドጤဨࢆ௦⾲ࠋࡿࡍ 
㸴. ጤဨ㛗௦⌮ࠊࡣጤဨ㛗 ࡢែࢆົ⫋ࡢࡑࠊࡁࡓࡗ࠶ࡀ௦⌮ࠋࡿࡍ 
㸵. ㄆドጤဨࠊࡣጤဨࡢ㐣༙ᩘࡢฟᖍࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ㆟ࢆ㛤ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡃ 
㸶. ㆟ࠊࡣጤဨࡢฟᖍ⪅ࡢ㐣༙ᩘ࡚ࡗࡶࢆỴࠋࡿࡍ 
㸷. ጤဨ㛗ࠊࡣᚲせᛂ࡚ࡌጤဨ௨እࢆ⪅ࡢㄆドጤဨฟᖍࠊࡏࡉពぢࡿࡍྲྀ⫈ࢆ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ
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㸦ᗢົ㸧 
➨㸲᮲ ㄆドጤဨࡢᗢົཷࠊࡣクᅋయ࡚࠸࠾ฎ⌮ࠋࡿࡍ 
 
㸦㞧๎㸧 
➨㸳᮲ ࡢࡇせ⥘ᐃࠊࡢࡢࡶࡿࡵᚲせ࡞㡯ࡣጤဨ㛗ูࡀᐃࠋࡿࡵ 
 
㸦㝃๎㸧 
➨㸴᮲ ࡢࡇせ⥘ࠊࡣᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸲᭶㸰㸵᪥ࡽ⾜ࠋࡿࡍ 
 
㸦௨ୖ㸧 
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参考 5 認定事業者欠格条項 

 

 1 / 1 
 

 
 
 

〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ ㄆᐃᴗ⪅ Ḟ᱁᮲㡯 
 

㸰㸮㸯㸷ᖺ㸯㸯᭶㸱㸮᪥ᨵᐃ 
〇㐀ㄳ㈇ᴗᨵၿ᥎㐍༠㆟ 

 
〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ㄆᐃไᗘ㐠Ⴀせ㡿 ➨㸳ࡢ㸰ࡢḞ᱁᮲㡯ࠊ࡚࠸ࡘ௨ୗࡾ࠾ࡢᐃࠋࡿࡵ 

 
ḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࡿࡍᴗ⪅㸦ᐇົⓗࡁࡍ࡞ࡳ୍ྠᴗ⪅ࡴྵࢆ㸧ࠊࡣㄆᐃࡇࡿࡅཷࢆ

 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ
 
㸦㸯㸧 ⏦ㄳࠊປാ⪅ὴ㐵ἲ ➨㸴᮲㸦チྍࡢḞ᱁⏤㸧ヱᙜࡿࡍሙྜ 
㸦㸰㸧 ┤㏆ᴗᖺᗘࠊ࡚࠸࠾⛯㔠ࡢ⣡ࡿ࠶ࡀሙྜ 
㸦㸱㸧 ┤㏆ᴗᖺᗘࠊ࡚࠸࠾♫ಖ㝤ᩱཬࡧປാ⪅ಖ㝤ᩱࡢ⣡ࡿ࠶ࡀሙྜ 
㸦㸲㸧 㐣ཤ 3 ᖺ㛫ࠊ࡚࠸࠾ປാ⪅ὴ㐵ἲཬࡧ⫋ᴗᏳᐃἲࡿࡼᴗົᨵၿ௧ࡣࡓࡲࠊᴗṆ௧   

 ⪅ᴗࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ
㸦㸳㸧 ປാ⪅ὴ㐵ᴗࡢチྍࡿ࠸࡚ࡅཷࢆᴗᡤࡀチྍྲྀᾘࡋฎศࡢࡑࠊࡅཷࢆỴᐃࡣࡃࡋࡶฎศࢆ

 ሙྜ࠸࡞࠸࡚ࡋ㐣⤒ࢆ㸱ᖺ࡚ࡋ⟭㉳ࡽ᪥ࡓࢀࡉ⌮ཷࡀᨵၿሗ࿌ࠊࡋᑐࡇࡓࡅཷ
 
㸦㝃๎㸧 
 ࠋࡿࡍ⾜ࡽ㸰㸮㸯㸷ᖺ㸯㸰᭶㸯㸮᪥ࠊࡣ᮲㡯ࡢࡇ
㸦௨ୖ㸧 
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参考 6 認定制度申請に関する規定 

 

製造請負優良事業者認定制度 申請に関する規定 
 

平成２９年４月２７日制定 
製造請負事業改善推進協議会 事務局 

 
製造請負優良適正事業者認定制度運営要領 第５の３の申請の事務手続きについて、以

下のとおり定める。 
 

(１)申請受付期間 

申請者からの申請を受け付ける期間（以下、「申請受付期間」という。）については、

協議会が、あらかじめ、指定審査機関に示すこととし、指定審査機関は、当該申請

受付期間において、申請を受け付ける。 

(２)申請に必要な書類等 

申請に必要な書類等については、協議会と協議のうえ指定審査機関があらかじめ

定めるものとする。なお、指定審査機関が提出を求めることができるものは、ＧＪ

認定制度の審査に必要な書類に限られるものとする。 

(３) 指定審査機関における申請受付業務 
指定審査機関は、以下に従って申請の受付ならびに申請者の管理を適切に行わな

ければならない。 

① 指定審査機関は、あらかじめ申請受付期間、申請に必要な書類・資料等（以

下「申請書類」という。）及びその提出方法、手数料を徴収する場合にはそ

の金額及びその納付方法を明示し、申請の受付を行うことを広く周知する

こと。 

② 指定審査機関は、申請者が申請要件を満たしている場合は、申請受付期間

内に申請書類の提出が適切に行われたことを確認した時点をもって当該申

請の受付を行い、その旨を申請者に通知するとともに速やかに審査を開始

すること。 

③ 指定審査機関は、申請者から提出のあった申請書類について、必要な場合

は申請者に対して期限を示して補正を求めることができ、その求めに従っ

て期限内に申請者が補正・再提出した後に申請を受け付けること。なお、

申請者が求めに応じないときは、指定審査機関は当該申請の受付を拒否す

ることができるものとする。 

④ 指定審査機関は、申請者に対してあらかじめ審査に要する所要の事項（審

査に必要な文書の提示・閲覧等）を説明するとともに、申請者から審査に

必要な協力が得られない場合には審査の中止があり得ることを明らかにし

ておくこと。 

⑤ 指定審査機関は、適正な審査を実施するうえで、申請の受付を制限するや

むを得ない事情が生じた場合には、その理由及び申請者への対応方法を付



 

66 
 

  

し、すみやかに協議会と協議すること。 

⑥ 指定審査機関は、上記⑤の協議の結果、申請の受付を制限する場合には、

あらかじめその内容及び申請者への対応について、広く周知を行うととも

に、申請者に対して責任を持って説明すること。 

⑦ 指定審査機関は、申請者からの申請取り下げ、もしくは審査の中止等によ

り審査を行わないこととなった場合は、提出のあった申請書類等を速やか

に当該申請者に返却すること。 

(４) 申請の取り下げ等 
申請者は、申請の取り下げ、又は、申請内容に変更が生じた場合には、速やかに指

定審査機関に申し出なければならない。 

 
（附則） 

(５) この規定は、平成２９年４月２７日から施行する。 
 
（以上） 
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参考 7 好事例セミナー広告 

 

⽇ 程
時 間
会 場
定 員

2022年 2⽉ 22⽇ (⽕)
12:00~13:30（11:45~⼊室可能）
オンライン開催（zoom）
50名

聴講
無料

2021年度
製造請負優良適正事業者認定制度

好事例セミナー

セミナー
内 容

こんな⽅に
おすすめ

参加⽅法
について

• 業務を委託している会社のご担当者様
• 業務を受託している会社のご担当者様
• 請負事業会社の従業員
▶どなたでも歓迎です！
請負事業に携わる⽅は本セミナーに参加し、
「正しい請負事業」を学びましょう！

• 製造請負優良適正認定事業者(GJ認定事業者)の事
例紹介

• GJ認定制度の概要についてご案内
• 請負事業でよくある課題のご紹介

お申し込みは、開始1時間前まで可能！

下記のいずれかによりお申し込みください。
①申請フォームに記⼊
②申込書(裏⾯)に記⼊し、FAXを送付

【問合せ】 株式会社エスアイ総合研究所 担当：⾅杵、中塚
電話：03-6277-6318 FAX：03-6745-9455 
メール：info@sisken.co.jp

厚⽣労働省委託事業
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参加申込書

下記の通り、好事例セミナーへ参加を申し込みます。

FAX：03-6745-9455

ご登録いただいたメールアドレスへzoomの招
待メールをお送りいたします。

フリガナ

担当者名

会社名

メールアドレス

電話番号
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参考 8 相談記録シート様式 

 

 
相談記録シート 

 

受付 No.  

 

 受付⽇  

 
受付⽅法 ☐ 電話           ☐ メール            ☐ FAX 

☐ その他（                                             ） 
相談者について ☐ 請負事業者（派遣元含む）          ☐ 発注者（派遣先含む） 

☐ 労働者 【 ☐ 外国⼈ 国籍（                       ）】 
☐ 匿名・不明 

⽒ 名 
※匿名を希望され

ていない場合 
 

所属等 

※必要があれば 
 

連絡先 
電話番号 

 

折り返し希望時間帯  

メールアドレス  

相談事業を 

知ったきっかけ 

☐ チラシ・パンフレット ☐ ホームページ ☐ 新聞 ☐ 業界誌 
☐ 技能協 ☐ 派遣協・JHR 等 ☐ 労働局（                   ） 
☐ ハローワーク ☐ その他（                    ） ☐ 不明 

 
相談内容 

☐ 継続相談（原相談受付 No.       ） 

 
 

回答内容 

 

 

 

 
 
 
相談結果 ☐ 当⽇終了           ☐ 継続 

満⾜度 ☐ 満⾜              ☐ 不満 

Ver.20210726 
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参考 9 2021 年度認定制度広告（ポスター） 

 

  

ᙌᡯᛪΟᑣᢘദʙಅᎍ
ᛐܭСࡇ (G≭ᛐܭСࡇ)

বभੳभ੭पेॉଲୗடহधखथভਦ৷॑੭ैोऽघ؛
ିपৌखथमؚੳ੭पेढथਦ॑ৈीैोऽघ؛
ட৩पৌखथमؚੱ৸ऩৃ୭॑दऌऽघ؛

டহपঢ়ॎॊ১ഥ॑Ꮝஹखथःॊடহभअठؚ౻৷ଵ৶भఒधட৬
भౄৰ৲॑ৰਠखथःॊহؚ॑રଐऊणిਫऩடহ॑ষढथःॊহधख
थੳघॊ২दघ؛

GJੳ২धम

GJੳ੭भওজॵॺ

ኺփ૾ᤆ
1.্ଉಉभં َ৽্ଉಉُभઍ
2.্ଉಉभఢੴ ཟलਗઁਾ
3.َశଞৎُभਃଵ৶ َశଞৎُभਃଵ৶৬

4.ୣാधடभ
યী੦ঢ়৴

َଲୗடহُ
டમসभਝ
َடీ৺ُपહྖघॊॉৠीহඨ
ିऊैभૼ
হਚभଵ৶

ǋƷƮƘǓщ
1.ણੌ௶ َଲୗடহُຄষभञी

भ৬लੁ

2.ुभतऎॉৡभਠ৲
੦মऩেਓଵ৶ણ

னऩেਓଵ৶ણ

3.ૼચৱત ਏৱતभཔधৱતभન৳

4.َহਚிભُभଦ઼ َহਚிભُभిત

5.َੵஙଵ৶ಉிભُभଦ઼ َੵஙଵ৶ಉிભُभిત

ƻƱƮƘǓщ
1.َय़কজ॔ঃ५ُभંध
य़কজ॔॥থ१ঝॸॕথॢ

َय़কজ॔ঃ५ُभન৲
य़কজ॔॥থ१ঝॸॕথॢ

2.َચৡ৫ُ

্ଉ

َચৡ৫ُभ৬लੁ

َચৡ৫ُટभଵ৶ಉ

3.ચৡ௬
ચৡ௬भ্১
ిਫଦ઼

іᎍ̬ᜱ

ভ৳૫भి৷؞ௌ௮৳૫؝ڭ
ਸোুਢ
ௌ௮षभହ
ିषभੲਾਦ

৳৷ঢ়બभન౻؝ڮ

൳ૐल఼৷
౻৷ీ৺
౻৷भಲਢ৬
ାभയਤ

যੲਾभ৳૧৬؝گ

্ଉ
ઽૐؚਹ৷৯ल
ਹ৷
৸ଵ৶ल৳૧भ৬
ௌ௮लभ૰
ૠங؞ঐॽগ॔ঝ

ௌ௮৸ୋেभॉੌा؝ڰ
্ଉ
ௌ௮৸ୋেଵ৶৬
৸ୋেણ

ॡছॖইংছথ५षभଦൟشড؝ڱ ডشॡছॖইংছথ५
ౙੲ૪৶भ৬؞ৼ؝ڲ ৼౙੲਭહ૪৶৬
১ഥभఢੴ؝ڳ ঢ়બ১ഥभఢੴ

ଟਪඨ৯पणःथ
GJੳभଟਪ੦मؚِ৽্ଉِّुभतऎॉৡِّऱधतऎॉৡّ
ِௌ௮৳૧ّभ4ীदଡਛऔोؚ107ඨ৯॑ଟਪखऽघ؛
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ᰴᘧ♫࣮ࢸࢡ ᰴᘧ♫࣐ࣝࢫࣀࢡࢸ

ᰴᘧ♫ࣥࣙࢩ࣮࣏࣮ࣞࢥࢭࣥࣂ ♫ᰴᘧࢡࣞࣀࢡࢸ

ᰴᘧ♫ࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢝ ᮾὒ࣮࣡ࢡᰴᘧ♫

ᰴᘧ♫ࣜࢺࢫࢲࣥ࢝ ᰴᘧ♫࣮ࢥ࣮ࢺ

ᰴᘧ♫ࢺࢡࣛࢺࣥࢥ࢝ ᰴᘧ♫ࢫࢿࢪࣅࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࣝࢱ࣮ࢺ

ᰴᘧ♫ࢺࢡࢲࣟࣉ࢝ ᪥⥲ᕤ⏘ᰴᘧ♫

ᰴᘧ♫࣮ࣜࢺࢡࣇ࣭ࣈ࢜ࣝ࢘ ᰴᘧ♫᪥ᮏ࣒ࢸࢣ

ᰴᘧ♫ࢡࢵࢸࣝ࢘ ᪥ᮏ࣮࣡ࣃࣟࣉᰴᘧ♫

ᰴᘧ♫ࢡࢵ࢙ࢪ࢚ ᪥ᮏࢫࣅ࣮ࢧࢢࣥࣜࣕࢳࢡࣇࣗࢽ࣐ᰴᘧ♫

ᰴᘧ♫࣮ࢩ࣭࣮࣭࣮࢚࢜ ᰴᘧ♫ࢬ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࢫࢡࢵࢿ࣮ࣅ

ᰴᘧ♫ࢫ࢚࣭ࢫ࢚⏘ᴗ ♫ᰴᘧࢡࢵࢸ࣮ࣗࣅ

ᰴᘧ♫ࢫࣅ࣮ࢧࢬࣥ࢝ ᰴᘧ♫࣐࣮ࣥࣗࣄ

ᕝ┦ၟᰴᘧ♫ ᰴᘧ♫ᖹᒣ

ᰴᘧ♫ࢺ࢚ࣜࢡ ♫ᰴᘧࢸࣝࢪࣇ

ᰴᘧ♫ࣙࢪࣉࢵࣟࢢ ᰴᘧ♫ࢡ࣮࣡ࢪࣇ

ᰴᘧ♫㹉㹅ࢫࣅ࣮ࢧࣀࢡࢸ ᰴᘧ♫ࢫࣞࢢࣟࣉ

బ⸨㐠㍺ᗜᰴᘧ♫ ♫ᰴᘧ࣮ࢸࢽ࣐ࣘࣝ

♫ᰴᘧࢫࢡࢵࢸ࣮ࣦࣥࢧ ᰴᘧ♫࣡ࢨ࣑ࣖ

ᰴᘧ♫ࣇࢵࢱࢫࣀࢡࢸ࢘ࣙ࢟ࣥࢧ ♫ᰴᘧࢡ࣑ࣛ

ᰴᘧ♫୕ᖾࣥࣙࢩ࣮࣏࣮ࣞࢥ UT࣒࢚ᰴᘧ♫
ᰴᘧ♫ࢡࢵࢸ࣐ࢢࢩ ⏤Ⰻࢡࢵࢸᰴᘧ♫

ᰴᘧ♫ࢺ࢚ࣜࢡࣥࣃࣕࢪ ᰴᘧ♫࣡ࢬ

ᰴᘧ♫ࢫࣅ࣮ࢧࣝࣛࢺࣥࢭ ᰴᘧ♫࣡ࢬ㛵す

ᰴᘧ♫⥲ྜࢺࣥࣛࣉ ᰴᘧ♫࣮࣡ࣇࢵࢱࢫࢡ

ᰴᘧ♫ሯ⭜ࢫࣅ࣮ࢧ ᰴᘧ♫࣮࣡ࣝࢡࢵࢸࣥࢻ

ᰴᘧ♫ࣈࢸ࢚ࣜࢡࣀࢡࢸ

2021ᖺᗘ 〇㐀ㄳ㈇ඃⰋ㐺ṇᴗ⪅ ㄆᐃᴗ⪅୍ぴ 2021ᖺᗘ4᭶1᪥⌧ᅾ

㟁ヰ┦ㄯ❆ཱྀ䛾䛤ෆ

┦ㄯ❆ཱྀ䛻䛴䛔䛶
Ⴀᴗ㛫 䠖9:00ࠥ17:45䠄ᅵ᪥⚃㝖䛟䠅
㟁ヰ␒ྕ 䠖03-6277-6318
FAX 䠖03-4223-0659
MAIL䠖yuryoukeoi@sisken.co.jp

䛹䛺䛯䛷䜒䛚Ẽ㍍䛻
䛤┦ㄯୗ䛥䛔䚹

णंࣆແۃʁࣞהճऀΦηΠ૱ڂݜॶ
ˡ107-0052 ౨ښۢߕ̔ࡖ3-12 Ϩώʖϑϩ501
ు൬ߺʤେනʥ03-6277-6318 FAX 03-6745-9455 
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参考 10 FAQ 集 

 

 

Ŷ4	$㞟

ศ㢮 ၥ䛔ྜ䜟䛫ෆᐜ ᅇ⟅

� ᴗົ䛾⊂❧ᛶ䠄ᣦ௧䠅 ഇㄳ㈇䛻䛺䜙䛺䛔䛯䜑䛻䛿䚸䛹䛾䜘䛖䛺Ⅼ䛻ὀព䛧䛯䜙Ⰻ䛔䛷䛩䛛䚹

௨ୗ䚸࿌♧➨��ྕ䛾➨䠎᮲䛾㡯┠䜢␃ព䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
୍�ḟ䛾䜲䚸䝻ཬ䜃䝝䛾䛔䛪䜜䛻䜒ヱᙜ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚⮬ᕫ䛾㞠⏝䛩䜛ປാ⪅䛾ປാຊ䜢⮬䜙┤᥋⏝
䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䚹
䜲�ḟ䛾䛔䛪䜜䛻䜒ヱᙜ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚ᴗົ䛾㐙⾜䛻㛵䛩䜛ᣦ♧䛭䛾䛾⟶⌮䜢⮬䜙⾜䛖䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䚹
�䠍��ປാ⪅䛻ᑐ䛩䜛ᴗົ䛾㐙⾜᪉ἲ䛻㛵䛩䜛ᣦ♧䛭䛾䛾⟶⌮䜢⮬䜙⾜䛖䛣䛸䚹
�䠎��ປാ⪅䛾ᴗົ䛾㐙⾜䛻㛵䛩䜛ホ౯➼䛻ಀ䜛ᣦ♧䛭䛾䛾⟶⌮䜢⮬䜙⾜䛖䛣䛸䚹
䝻�ḟ䛾䛔䛪䜜䛻䜒ヱᙜ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚ປാ㛫➼䛻㛵䛩䜛ᣦ♧䛭䛾䛾⟶⌮䜢⮬䜙⾜䛖䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䚹
�䠍��ປാ⪅䛾ጞᴗཬ䜃⤊ᴗ䛾้䚸ఇ᠁㛫䚸ఇ᪥䚸ఇᬤ➼䛻㛵䛩䜛ᣦ♧䛭䛾䛾⟶⌮�䛣䜜䜙䛾༢䛺
䜛ᢕᥱ䜢㝖䛟䚹�䜢⮬䜙⾜䛖䛣䛸䚹
�䠎��ປാ⪅䛾ປാ㛫䜢ᘏ㛗䛩䜛ሙྜཪ䛿ປാ⪅䜢ఇ᪥䛻ປാ䛥䛫䜛ሙྜ䛻䛚䛡䜛ᣦ♧䛭䛾䛾⟶⌮
�䛣䜜䜙䛾ሙྜ䛻䛚䛡䜛ປാ㛫➼䛾༢䛺䜛ᢕᥱ䜢㝖䛟䚹�䜢⮬䜙⾜䛖䛣䛸䚹
䝝�ḟ䛾䛔䛪䜜䛻䜒ヱᙜ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚ᴗ䛻䛚䛡䜛⛛ᗎ䛾⥔ᣢ䚸☜ಖ➼䛾䛯䜑䛾ᣦ♧䛭䛾䛾⟶⌮䜢
⮬䜙⾜䛖䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䚹
�䠍��ປാ⪅䛾᭹ົୖ䛾つᚊ䛻㛵䛩䜛㡯䛻䛴䛔䛶䛾ᣦ♧䛭䛾䛾⟶⌮䜢⮬䜙⾜䛖䛣䛸䚹
�䠎��ປാ⪅䛾㓄⨨➼䛾Ỵᐃཬ䜃ኚ᭦䜢⮬䜙⾜䛖䛣䛸䚹
�ḟ䛾䜲䚸䝻ཬ䜃䝝䛾䛔䛪䜜䛻䜒ヱᙜ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚ㄳ㈇ዎ⣙䛻䜘䜚ㄳ䛡㈇䛴䛯ᴗົ䜢⮬ᕫ䛾ᴗົ䛸䛧
䛶ᙜヱዎ⣙䛾┦ᡭ᪉䛛䜙⊂❧䛧䛶ฎ⌮䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䚹
䜲�ᴗົ䛾ฎ⌮䛻せ䛩䜛㈨㔠䛻䛴䛝䚸䛩䜉䛶⮬䜙䛾㈐௵䛾ୗ䛻ㄪ㐩䛧䚸䛛䛴䚸ᨭᘚ䛩䜛䛣䛸䚹
䝻�ᴗົ䛾ฎ⌮䛻䛴䛔䛶䚸Ẹἲ䚸ၟἲ䛭䛾䛾ἲᚊ䛻つᐃ䛥䜜䛯ᴗ䛸䛧䛶䛾䛩䜉䛶䛾㈐௵䜢㈇䛖䛣
䛸䚹
䝝�ḟ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䛴䛶䚸༢䛻⫗యⓗ䛺ປാຊ䜢ᥦ౪䛩䜛䜒䛾䛷䛺䛔䛣䛸䚹
�䠍��⮬ᕫ䛾㈐௵䛸㈇ᢸ䛷‽ഛ䛧䚸ㄪ㐩䛩䜛ᶵᲔ䚸タഛⱝ䛧䛟䛿ჾᮦ�ᴗົୖᚲせ䛺⡆᫆䛺ᕤල䜢㝖䛟䚹�ཪ
䛿ᮦᩱⱝ䛧䛟䛿㈨ᮦ䛻䜘䜚䚸ᴗົ䜢ฎ⌮䛩䜛䛣䛸䚹
����⮬䜙⾜䛖⏬ཪ䛿⮬ᕫ䛾᭷䛩䜛ᑓ㛛ⓗ䛺ᢏ⾡ⱝ䛧䛟䛿⤒㦂䛻ᇶ䛵䛔䛶䚸ᴗົ䜢ฎ⌮䛩䜛䛣䛸䚹
䈜ᘬ⏝ඖ䠖ປാ⪅ὴ㐵䞉ㄳ㈇䜢㐺ṇ䛻⾜䛖䛯䜑䛾䜺䜲䝗䛾3��

� ᴗົ䛾⊂❧ᛶ䠄ᣦ௧䠅 ㄳ㈇ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸Ⓨὀ⪅䛜ᢏ⾡ⓗ䛺ᣦᑟ䜔䚸◊ಟ䜢⾜䛳䛯ሙྜ䛿䚸䛶ഇㄳ㈇䛻䛺䜚䜎䛩䛛䚹

���Ⓨὀ⪅䛜ㄳ㈇ປാ⪅䛻ᑐ䛧䛶ᢏ⾡ᣦᑟ䜢⾜䛖䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹
���ణ䛧䚸ḟ䛾䛻ヱᙜ䛩䜛ሙྜ䛿䚸䛭䛾⾜Ⅽ䛜⾜䜟䜜䛯䛣䛸䜢䜒䛳䛶ഇㄳ㈇䛸ุ᩿䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛿䛒
䜚䜎䛫䜣䚹
䚷䐟ㄳ㈇ᴗ䛜Ⓨὀ⪅䛛䜙᪂䛯䛺タഛ䜢䜚ཷ䛡䛯ሙྜ䚸Ⓨὀ⪅䛛䜙䛭䛾䛔᪉䛾ㄝ᫂䜢ཷ䛡䜛ሙ
ྜ䚹䛣䛾ሙྜ䛿䚸ㄳ㈇ᴗ䛾ᴗᡤ㈐௵⪅䛾❧䛱ྜ䛔䛜ᚲせ䛷䛩䚹
䚷䐠᪂〇ရ䛾〇㐀䜢╔ᡭ䛩䜛㝿䚸Ⓨὀ⪅䛛䜙ㄝ᫂䜔ᐇ⩦䜢ཷ䛡䜛ሙྜ䚹䛣䛾ሙྜ䜒䚸ᴗᡤ㈐௵⪅䛾❧
䛱ྜ䛔䛜ᚲせ䛷䛩䚹
䚷䐡Ⓨὀ⪅䛜Ᏻ⾨⏕ୖ⥭ᛴ䛻ᚲせ䛾䛒䜛㡯䛻䛴䛔䛶䚸ປാ⪅䛻ᑐ䛧䛶ᣦ♧䜢⾜䛖ሙྜ䚹
䈜ᘬ⏝ඖ䠖䛂ປാ⪅ὴ㐵䞉ㄳ㈇䜢㐺ṇ䛻⾜䛖䛯䜑䛾䜺䜲䝗䛃䛾䠭䠃䠝䛾4��

� ᴗົ䛾⊂❧ᛶ䠄ᣦ௧䠅 ⥭ᛴែ䛻䛚䛔䛶䚸Ⓨὀ⪅䛛䜙┤᥋䛾ᣦ♧䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛿䚸ഇㄳ㈇䛻䛺䜚䜎䛩䛛䚹

Ⓨὀ⪅䛜䚸⅏ᐖ䛺䛹⥭ᛴ䛾ᚲせ䛻䜘䜚䚸ㄳ㈇ປാ⪅䛾ᗣ䜔Ᏻ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻
ᚲせ䛸䛺䜛ᣦ♧䜢┤᥋⾜䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸䛭䛾䛣䛸䜢䜒䛳䛶┤䛱䛻ປാ⪅ὴ㐵ᴗ䛸ุ᩿
䛥䜜䜛䛣䛸䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䈜ᘬ⏝ඖ䠖䛂ປാ⪅ὴ㐵䞉ㄳ㈇䜢㐺ṇ䛻⾜䛖䛯䜑䛾䜺䜲䝗䛃䛾䠭䠃䠝䠄➨䠎㞟䠅䛾4�

� ᴗົ䛾⊂❧ᛶ䠄ᣦ௧䠅
᭶ࠥ㔠᭙᪥䛿ㄳ㈇ᴗ⪅䛜ᴗົ䜢⾜䛔䚸ᅵ䞉᪥᭙᪥䜢Ⓨὀ⪅䛜ᴗົ䜢⾜䛖䚹䛭䛾ሙྜ䚸タഛ䛾ዎ⣙䜢䛹
䛾䜘䛖䛻䛩䜜䜀䛔䛔䛛䚹 ᐇែ�᭶ࠥ㔠᭙᪥�䛻ྜ䜟䛫䚸タഛ⏝䛻㛵䛩䜛ྲྀ䜚Ỵ䜑䜢ົዎ⣙䛻䜘䜚᫂☜䛻䛧䛶䛚䛔䛶䛟䛰䛥䛔䚹

� ⏕⏘ᕤ⛬䛾୍㒊䛾ㄳ㈇
⏕⏘ᕤ⛬䛜ከᩘ䛒䜛⌧ሙ䛻䛚䛔䛶䚸୍㒊䛾ᕤ⛬䛾䜏䜢ㄳ㈇䛖ሙྜ䚸୍ᐃᮇ㛫䛷ฎ⌮䛩䜉䛝ᴗົ䛾ෆᐜ
䜔㔞䛜ண䜑Ỵ䜎䛳䛶䛔䜜䜀䚸ഇㄳ㈇䛻䛿䛺䜙䛺䛔䛸䛔䛖ゎ㔘䛷ኵ䛷䛩䛛䚹

ᕤሙ䛾୰㛫䝷䜲䞁䛾୍䛴䜢ㄳ䛡㈇䛳䛶䛔䜛ሙྜ䛷䛒䛳䛶䜒䚸୍ᐃᮇ㛫䛻䛚䛔䛶ฎ⌮䛩䜉䛝ᴗົ䛾ෆᐜ䜔
㔞䛾ὀᩥ䛻ᛂ䛨䛶䚸ㄳ㈇ᴗ䛜⮬䜙సᴗ㐙⾜䛾㏿ᗘ䚸సᴗ䛾䜚䛡䚸㡰␒䚸ປാ⪅ᩘ➼䜢Ỵᐃ䛧䛶
䛔䜛䛾䛷䛒䜜䜀୰㛫䝷䜲䞁䛾୍䛴䜢ㄳ䛡㈇䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛾䜏䜢䜒䛳䛶䚸ഇㄳ㈇䛸ุ᩿䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛿䛒
䜚䜎䛫䜣䚹
䈜ᘬ⏝ඖ䠖䛂ປാ⪅ὴ㐵䞉ㄳ㈇䜢㐺ṇ䛻⾜䛖䛯䜑䛾䜺䜲䝗䛃䛾䠭䠃䠝䠄➨䠎㞟䠅䛾4�

� ㄳ㈇యไ ㄳ㈇ᴗ⪅ഃ䛾㈐௵⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ⓨὀ⪅䜈䛾㏻▱䛿ᚲ㡲䛷䛩䛛䚹
ᚲ㡲䛷䛩䚹
䛂ᴗᡤ㈐௵⪅䛃䛂ᕤ⛬⟶⌮➼㈐௵⪅䛃䜢Ⓨὀ⪅䜈ᚲ䛪㏻▱䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

� ㄳ㈇యไ 㒊ୗ䛾ேᩘ䛻䜘䛳䛶䚸ᴗᡤ㈐௵⪅䛾ேᩘ䛿つᐃ䛜䛒䜚䜎䛩䛛䚹
���䛂ᴗᡤ㈐௵⪅䛃䛿䚸ᡤᒓேဨ���ே䛻ᑐ䛧䛶�ྡ䜢㑅௵䛜ᚲせ䛷䛩䚹
���䛂ᕤ⛬⟶⌮➼㈐௵⪅䛃䜒䚸ᡤᒓேဨ���ྡ䛻ᑐ䛧䛶�ྡ䛾㑅௵䛜ᚲせ䛷䛩䚹

� ㄳ㈇యไ 〇㐀⌧ሙ䛾ㄳ㈇ዎ⣙䜢䛧䛶䛔䜎䛩䚹�ேసᴗ䛻䛺䜛䛾䛷䛩䛜ၥ㢟䛿䛺䛔䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹

�ேసᴗ䛷䛾ㄳ㈇䛿䚸⊂❧ᛶ䛜ၥ㢟䛸䛺䜚䜎䛩䛾䛷䚸Ⓨὀ⪅䛸༑ศ䛻ᡴ䛱ྜ䜟䛫䜢⾜䛖䛸ඹ䛻䚸♫ෆ䛾య
ไ䜒༑ศ⪃៖䛧䛯ୖ䛷䚸ዎ⣙䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
���సᴗဨ௨እ䛾⌧ሙ㈐௵⪅䜢ᐃ䜑䚸Ⓨὀ⪅䛛䜙┤᥋సᴗᣦ♧䛜⾜䜟䜜䛺䛔䜘䛖♫ෆయไ䜢ᵓ⠏䛧䛶䛟
䛰䛥䛔䚹
���Ⓨὀ⪅䛛䜙䛾ᣦ♧䛜䚸ᚲ䛪⌧ሙ㈐௵⪅�ᴗᡤ㛗�䜢⤒⏤䛧䛶⾜䜟䜜䜛䛣䛸䛜ᚲ㡲䛷䛩䚹
���⌧ሙ㈐௵⪅䛜㝶⌧ሙ䛻❧䛱ᐤ䜚䚸సᴗෆᐜ䜔సᴗ㛫䛾䝏䜵䝑䜽䜢⾜䛖䜘䛖䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

Ŷ4	$㞟

ศ㢮 ၥ䛔ྜ䜟䛫ෆᐜ ᅇ⟅

� ㄳ㈇యไ ྠ䛨ᕤሙෆ䞉ู䛾ㄳ㈇ዎ⣙䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛⌧ሙ㈐௵⪅䛜වົ䛩䜛䛣䛸䛿ྍ⬟䛷䛩䛛䚹

䚷ㄳ㈇ᴗ䛾⟶⌮㈐௵⪅䛿䚸ㄳ㈇ᴗ䛻௦䜟䛳䛶䚸ㄳ㈇సᴗሙ䛷䛾సᴗ䛾㐙⾜䛻㛵䛩
䜛ᣦ♧䚸ㄳ㈇ປാ⪅䛾⟶⌮䚸Ⓨὀ⪅䛸䛾ὀᩥ䛻㛵䛩䜛΅➼䛾ᶒ㝈䜢᭷䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛩
䛜䚸௬䛻సᴗ⪅䜢ව௵䛧䛶㏻ᖖ䛿సᴗ䜢䛧䛶䛔䛯䛸䛧䛶䜒䚸䛣䜜䜙䛾㈐௵䜒ᯝ䛯䛫䜛䛾䛷
䛒䜜䜀䚸≉䛻ၥ㢟䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䚷䜎䛯䚸⟶⌮㈐௵⪅䛜ఇᬤ➼䛷ᅾ䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿䚸௦⌮䛾⪅䜢㑅௵䛧䛶䛚䛝䚸
⟶⌮㈐௵⪅䛾௦䜟䜚䛻ᶒ㝈䜢⾜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛚䛡䜀䚸≉䛻ၥ㢟䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䚷䛯䛰䛧䚸⟶⌮㈐௵⪅䛜సᴗ⪅䜢ව௵䛧䛶䛔䜛䛯䜑䛻䚸ᙜヱసᴗ䛾㒔ྜ䛷䚸ᐇୖ䛿ㄳ㈇
ປാ⪅䛾⟶⌮➼䛜䛷䛝䛺䛔䛾䛷䛒䜜䜀䚸⟶⌮㈐௵⪅䛸䛿䛔䛘䛪䚸ഇㄳ㈇䛸ุ᩿䛥䜜䜛䛣
䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹
䚷䛥䜙䛻䚸ㄳ㈇సᴗሙ䛻䚸సᴗ⪅䛜䠍ே䛧䛛䛔䛺䛔ሙྜ䛷ᙜヱసᴗ⪅䛜⟶⌮㈐௵⪅䜢ව௵
䛧䛶䛔䜛ሙྜ䚸ᐇែⓗ䛻䛿Ⓨὀ⪅䛛䜙⟶⌮㈐௵⪅䜈䛾ὀᩥ䛜䚸Ⓨὀ⪅䛛䜙ㄳ㈇ປാ⪅䜈䛾
ᣦ௧䛸䛺䜛䛣䛸䛛䜙䚸ഇㄳ㈇䛸ุ᩿䛥䜜䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹
䈜ᘬ⏝ඖ䠖䛂ປാ⪅ὴ㐵䞉ㄳ㈇䜢㐺ṇ䛻⾜䛖䛯䜑䛾䜺䜲䝗䛃䛾䠭䠃䠝䠄➨䠎㞟䠅䛾4�

�� ㄳ㈇ᩱ㔠䛾⪃䛘᪉
〇㐀ㄳ㈇䜢⾜䛖ணᐃ䛷䛩䛜䚸ㄳ㈇ᩱ㔠䛾䛣䛸䛷ᩍ䛘䛶ୗ䛥䛔䚹༢౯䛾タᐃ䛿䛹䛾䜘䛖䛻䛧䛯䜙Ⰻ䛔䛷䛩
䛛䚹

ㄳ㈇䛿䛾ᡂ䛜┠ⓗ䛺䛾䛷䚸ㄳ㈇ᩱ㔠䛿ᡂရ�ಶᙜ䛯䜚䛾㔠㢠䛷タᐃ䛩䜛䛣䛸䛜๓ᥦ䛸䛺䜚䜎
䛩䚹༢౯䛿䚸ᶆ‽䛸䛺䜛సᴗ㔞䛻ᑐ䛧䛶〇㐀ཎ౯�ᮦᩱ㈝䚸ປົ㈝䚸⤒㈝➼�䜢䝧䞊䝇䛻タᐃ䛧䚸Ⓨὀ⪅䛸
䛾㛫䛷ண䜑ྲྀ䜚Ỵ䜑䛶䛚䛟ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

�� ㄳ㈇ᩱ㔠䛾⪃䛘᪉
〇㐀ㄳ㈇䜢⾜䛖ணᐃ䛷䛩䛜䚸ㄳ㈇ᩱ㔠䛾䛣䛸䛷ᩍ䛘䛶ୗ䛥䛔䚹ㄳ㈇ᩱ㔠䛻䛴䛔䛶䚸ὀព䛩䜉䛝Ⅼ䛜䛒䛳䛯
䜙ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹

ㄳ㈇䛷㔜せ䛺䛣䛸䛿䚸ㄳ㈇ᴗ䛜Ⓨὀ⪅䛛䜙⊂❧䛧䛶䚸⮬䜙䛾㈐௵䜢ᣢ䛳䛶ᴗົ䜢ฎ⌮䛧䚸ປാ⪅䛾
㓄⨨䜔ປാ㛫䛾⟶⌮䜢⾜䛖ᚲせ䛜䛒䜛䛣䛸䛷䛩䚹䛭䜜䜢๓ᥦ䛻ㄳ㈇౯᱁䜢Ỵ䜑䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䛜䚸Ⓨ
ὀ㔞䛾ኚື➼ᐃ䛥䜜䜛᮲௳䜢Ⓨὀ⪅䛸༑ศ༠㆟䛧䚸䛭䜜䜢๓ᥦ䛻౯᱁䜢タᐃ䛧䚸ዎ⣙᭩➼䛾᭩㠃䛷
䜟䛧䛶䛚䛟䛣䛸䛜㔜せ䛷䛩䚹


